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１ 運営に関すること 

（１）令和６年度条例改正に伴う変更事項について 

 

 令和６年度の障がい福祉サービス等報酬改定に併せ、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等の一部を改正する省令が令和６年４月１日に施行され、山形市の

基準条例についても改正が行われ同様に令和６年４月１日に施行されました。 

 条例改正の主な内容は、次のとおりとなりますので、体制等の整備を行うとともに、

運営規程等を見直していただき、運営規程の変更を行った場合は、変更後１０日以内に

変更届のご提出をお願いします。 

 なお、運営規程の変更について理事会等へ諮る必要がある場合は、理事会等終了後、

速やかに変更届をご提出下さいますようお願いします。 

 

１ 令和８年度からの主な義務付け内容 

⑴ 地域移行等意向確認等（施設入所支援）※令和８年度から義務化 

 ① 地域移行等意向確認等に関する指針の作成  
施設として、入所者への意向確認の手順や方法を明確に示した指針を

作成し、支援者が一貫した支援を提供できるようにすること。 
② 地域移行等意向確認担当者の選任  

入所者の地域生活への移行や入所している施設外の障がい福祉サービ

スの利用等についての意向確認を定期的に行う担当者（地域移行等意向

確認担当者）を選任すること。担当者は、入所者一人ひとりのニーズを

把握し、必要に応じて、地域生活支援拠点等や相談支援事業所などと連

携しながら適切な支援をする役割を担う。 
  ③ 意向確認の実施と個別支援計画への反映 

地域移行等意向確認担当者は、すべての入所者に対して、現在の障が

い福祉サービス等の利用状況を把握したり、地域生活への移行や施設外

の日中活動系サービスの利用に関する意向等について定期的に確認した

りして、その内容を個別支援計画の作成に係る会議に報告しなければな

らない。サービス管理責任者と協力し、入所者の意向を反映した個別支

援計画を作成すること。 
 

  ※参考：「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認 
マニュアル」https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001514661.pdf 
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２ 令和８年度以前からの主な義務付け内容 

⑴ 虐待の防止 ※令和４年度から義務化 

 ① 虐待防止委員会の設置 

   委員会は少なくとも１年に１回は開催し、その結果について、従業者に周知 

徹底を図ること。委員会は事業所単位ではなく、法人単位の設置も可。 

 ② 従業者への研修の実施（年１回以上） 

 ③ 虐待防止のための担当者（サービス管理責任者等）を配置 

※虐待防止措置未実施減算の適用 ※令和６年４月から適用 

   ①～③の基準を一つでも満たしていない場合は、利用者全員に所定単位数の

１％を減算する。 

 

⑵ 身体拘束等の禁止 ※令和４年度から義務化 

 ① やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の 

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。 

 ② 身体拘束適正化検討委員会の設置 

   委員会は少なくとも１年に１回は開催することが望ましく、その結果について、 

従業者に周知徹底を図ること。 

 ③ 身体拘束適正化のための指針の整備 

 ④ 従業者に対する研修の実施（年１回以上） 

 ※身体拘束廃止未実施減算の適用 ※令和６年４月から適用 

   ①～④の基準を一つでも満たしていない場合は、令和５年度は利用者全員に１

日につき５単位を所定単位数から減算していたが、令和６年度より施設・居宅系

サービスについては所定単位数の１０％、訪問・通所系サービスについては所定

単位数の１％を減算する。 

 

⑶ 障がい児通所支援における自動車を運行する場合の所在の確認等  

※令和５年度から義務化 

障がい児の事業所外活動等のために自動車を運行する場合、乗降車時において 

点呼等による障がい児の所在確認を行うこと、また、座席が３列以上の送迎バス等

を運行する場合には車内での障がい児の見落とし防止のためのブザー等を備える

こと。※詳細は集団指導資料３（４）参照 

 

⑷ 衛生管理等（感染症対策の強化） ※令和６年度から義務化 

① 感染対策委員会の開催 

おおむね３月に１回以上、訪問系・相談系サービスは６月に１回以上開催し、 

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

（訪問系・相談系サービスは感染症に関する取組のみ） 

③ 指針に基づいた従業者に対する研修及び訓練の実施 

（年２回以上、訪問系・相談系サービスは年１回以上） 
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⑸ 業務継続計画の策定等 ※令和６年度から義務化 

 ① 業務継続計画（感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス 

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた 

めの計画）の策定 

② 業務継続計画について従業者に周知するとともに、従業者に対する研修及び  

訓練の実施（年１回以上、障がい者支援施設は年２回以上） 

③ 業務継続計画は定期的に見直し、必要に応じて変更すること 

※業務継続計画未策定減算の適用 ※令和６年４月から適用（経過措置あり） 

  ①～③の基準を一つでも満たしていない場合は、サービスごとに利用者全員に 

所定単位数の３％又は１％を減算する。ただし、就労選択支援については、令和 

９年３月３１日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。 

 

⑹ 個別支援計画 ※令和６年度から義務化 

① ５領域及びインクルージョンの記載（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

支援内容の５領域との関連性の明確化及びインクルージョンの観点から記載

する。 

② 個別支援計画の共有（短期入所、就労選択支援、相談系サービス、福祉型（医 

療型）障がい児入所施設を除く） 

指定基準において、各サービスの個別支援計画について、指定特定（障がい児） 

相談支援事業所にも交付しなければならないこととする。 

 

⑺ 勤務体制の確保等（ハラスメント対策の強化） 

  職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって 

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを 

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 ① 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

 ② 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

  （担当者及び相談窓口をあらかじめ定め、従業者へ周知する。） 

※令和４年４月からパワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。

パワーハラスメント指針、セクシャルハラスメント指針を参考にしてください。 

【参考】厚生労働省ホームページ 

・職場におけるハラスメントの防止のために（セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業

等に関するハラスメント/パワーハラスメント） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html 

・障害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html 
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⑻ 安全計画の策定等 ※令和６年度から義務化  

幼稚園や認定こども園においては、学校保健安全法により安全計画の策定が義務

付けられていることから、それらと同様、指定児童発達支援事業所等においても安

全計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講ずること、職員に対し必要な研修

及び訓練を定期的に実施すること。 

   ※詳細は集団指導資料３（４）参照 

 

⑼ 地域との連携等（共同生活援助、施設入所支援）※令和７年度から義務化 

① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助及び施設入所支援につ

いて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会

議を開催し、おおむね１年に１回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

② 会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、会議の構成員が事業所を見学す

る機会を設けなければならない。 

③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。 

※外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置とし

て都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。 

※日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。 

※令和６年４月２４日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生

活・発達障害者支援室地域移行支援係 事務連絡「地域連携推進会議の手引き

について」も参考に運用すること。 

 

（参 考） 

〇令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１ 

   

 

 

 

（答）利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。   

また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、  

出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。 

 

 

 

（答）事業所の所在市町村となる。

問48 地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、 

共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示され 

ているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。また、当該 

会議には全ての構成員の出席が必須か。 

問49 「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在 

する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。 
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〇令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.3 
 

 

 

 

 

（答）ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの者が閲覧 

可能となるよう広く公表することが望ましい。 

 
 ⑽ 支援プログラムの作成等 ※令和７年度から義務化 

児童発達支援・放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の提供に当 

たっては、心身の健康等に関する５領域（健康・生活、運動・感覚、認知・行動、

言語・コミュニケーション、人間関係・社会性）を含む総合的な支援内容とすると

ともに、当該領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラ

ムの作成・公表を行うこと。  

※支援プログラム未公表減算の適用 ※令和７年４月から適用 

    支援プログラムを作成・公表しない場合には、利用者全員に所定単位数の 

１５％を減算する。 

 

３ 努力義務とされたもの（令和６年度改正） 

  障がい者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上 
（施設入所支援、共同生活援助、福祉型障がい児入所施設） 

  感染症発生時に備えた平時からの対応として、障がい者支援施設等は、感染者の対

応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症の発生時等における対応を取り決め

ることを努力義務とするとともに、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、

新興感染症の発生時等における対応についても協議を行うことを義務付ける 

 

４ 運営規程等変更（例） 

（虐待の防止のための措置に関する事項）跖跗跘跙令和４年４月１日から義務化 
第○条 事業所は、利用者に対する虐待の防止のため、次の措置を講じるものとする。 
⑴ 虐待の防止に関する担当者の選定 
⑵ 成年後見制度の利用支援 
⑶ 苦情解決体制の整備 
⑷ 虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施（年１回以上） 
⑸ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、職員に周知徹底を図る。 

問12 「地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、事業の運営に 

係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけ 

ればならない。」とされており、これらについて記録を作成・公表するも 

のと示されているが、公表の方法はどういうものが想定されるか。 
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（身体拘束等の禁止）    令和４年４月１日から義務化 
第○条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を

行わない。 
 ２ 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 
３ 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。 
⑴ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を年１回以上開催するとともに、そ

の結果について、従業者に周知徹底を図る。 
⑵ 身体拘束等の適正化のための指針の整備 
⑶ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の実施（年１回以上） 
 

（衛生管理等）    令和６年４月１日から義務化 
第○条 事業所は、感染症の予防等に係る対策を強化するため、次の措置を講じるものとする。 

⑴ 感染対策委員会を３月に１回以上開催する。 

（訪問系・相談系サービスについては６月に１回以上） 

⑵ 感染症の予防等に係る指針を整備する。 

⑶ 感染症の予防等に係る研修及び訓練を年２回以上実施する。 

（訪問系・相談系サービスについては年１回以上） 

 
（業務継続計画の策定等）    令和６年４月１日から義務化 

第○条 事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、サービスの提供を継続的に行え

るようにするための業務継続計画を策定する。また、当該計画を実施するために必要な研修

及び訓練を年に１回以上実施する。 

 

（非常災害対策）    令和３年４月１日から努力義務 
第○条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連絡体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知するとともに、定期的に避難、救出その

他必要な訓練を行う。 
  なお、当該訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるような連携を構築するよ

う努める。 
 

（安全計画の策定等）    令和６年４月１日から義務化 
第〇条 事業者は、障がい児の安全の確保を図るための安全計画を策定するとともに、当該事業所

の設備等の安全点検、施設内外での活動等における従業者や障がい児等に対する安全確保のため

の指導、及び従業者への各種研修や訓練を実施等、当該安全計画に従い必要な措置を講じる。 
２ 事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期

的に実施する。 
３ 事業者は、障がい児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、

安全計画に基づく取組みの内容等について周知する。 
４ 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行う。 
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（自動車を運行する場合の所在の確認等）    令和５年４月１日から義務化 
第〇条 事業者は、障がい児の通所や事業所外活動等のために自動車を運行する場合、乗降車の際

に、点呼等の方法により、障がい児の所在を確認する。 
２ 事業者は、障がい児の送迎を目的とした自動車（３列以上の自動車が対象）を運行する場合

には、当該自動車にブザー等の車内の障がい児の見落としを防止する装備の装着と、降車時の

所在の確認を行う。 
 

 

 

※関係条例 

〇 山形市障がい福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 30年 12 月 21 日条例第 66 号） 

〇 山形市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 30 年 12 月

21 日条例第 67 号） 

〇 山形市障がい者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 30年 12 月 21 日条例第 68 号） 

〇 山形市指定障がい者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 30 年 12 月 21 日条例第

69 号） 

〇 山形市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 30年 12 月 21 日条例第 70 号） 

〇 山形市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 30年 12 月 21 日条例第 71 号） 

〇 山形市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年７月１日条例第１号） 
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（１）－２ 就労選択支援について 
 
  

１ 就労選択支援 ※令和７年１０月１日施行 

①  概要 

   障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメント

の手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する。 

 

② 対象者 

   ・就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は

就労継続支援を利用している者 

   ・令和７年１０月以降、就労継続支援Ｂ型の利用申請前に、原則として就労選択支援を

利用する。また、新たに就労継続支援Ａ型を利用する意向がある者及び就労移行支援に

おける標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつ

つ、令和９年４月以降、原則として就労選択支援を利用する。 

 

  ③ 実施主体の要件 

   就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障がい福祉サービス事業者であって、過去３

年以内に３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障

がい者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下のような

事業者（※）を実施主体とする。 
 ※就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障がい者就業・生活支援センター事業の

受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金（障がい者職業能力開

発コース）による障がい者職業能力開発訓練事業を行う機関等 
 
④  従業者の人員配置・要件 

・ 事業所ごとに、管理者及び常勤換算方法で利用者の数を１５で除した数以上の専従の 

就労選択支援員を置くものとする。 ただし、就労移行支援又は就労継続支援と一体的

に就労選択支援を実施する場合（利用者数の合計が就労移行支援等の利用定員を超えな

い場合に限る。）は就労移行支援等の職員及び管理者を兼務できることとする。  

・ 就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。経過措置として、 

令和９年度末までは基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択

支援員とみなす。  

・ また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了している 

ことや障がい者の就労分野の勤務実績（注）が通算５年以上あることを要件とする。 

※基礎的研修の実施状況を踏まえ、令和９年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修

の修了者でも受講可能とする。 

・ なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間（令和９年度末までを想定）は、現

行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研

修の修了者でも受講可能とする。  

・ 個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めないこととする。 
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 （注）「障害者の就労支援分野の勤務実績」は、直接処遇職員として、就労移行支援事業所、

就労継続支援事業所、就労定着支援事業所、障害者職業センター及び障害者就業・生活

支援センターにおいて支援を行った実績とする。（令和９年度末までに基礎的研修又は

基礎的研修と同等以上の研修を修了していることを以て就労選択支援員として勤務し

た実績を含む。） 

  

⑤  設備に関する基準 

  訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなけ 

ればならない。 

 

⑥  特別支援学校等における取扱い 

   より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の 

３年生以外の各学年で実施できること、また、在学中に複数回実施することを可能とす

る。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。 

 

【基本プロセス】 

○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関す

る意向等整理（アセスメント）を実施。 

○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携

会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等に意見を求める。 

○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。 

○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、

利用者への進路選択に資する情報提供を実施。 
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（２）サービスの提供の記録について 

 

事業者※は、サービスを提供した際には、提供日、サービスの具体的内容（昼食・おやつ

等の提供や送迎の有無などを含みます。）、実績時間数等の利用者に伝達すべき必要な事項

を、サービス提供の都度記録する必要があり、また、記録した内容については、利用者（障

がい児通所（入所）支援にあっては、保護者）の確認を受けなければなりません。 

 なお、サービス提供の記録については、５年間の保存義務があり、記録が確認できない場

合には、適切なサービス提供が行われたか確認できないことから、介護給付費等の返還が生

じる場合があります。 

 また、サービス提供の記録を電子化している事業所については、データ紛失している場合、

記録が確認できない場合と同様に扱いますので、定期的にバックアップを行い、データ紛失

のないようにしてください。 

※ 療養介護、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害者支援施設（施設入所支援を受ける者のみ）

及び障害児入所施設においては、適切に記録を行うことができる場合、後日一括して記録して差

し支えありません。 

※短期入所はサービス提供の都度記録し、利用者から確認を受ける必要がありますので注意が必要

です。 

「山形市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成３
０年１２月２１日山形市条例第６７号）【居宅介護の例】 

 山形市条例 解釈通知 
 

（サービスの提供の記録） 

第２０条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介

護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供

日、内容その他必要な事項を、当該指定居宅

介護の提供の都度記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の規定による

記録に際しては、支給決定障害者等から指定

居宅介護を提供したことについて確認を受

けなければならない。 

 

(9) サービスの提供の記録（条例第２０条） 

① 記録の時期 

条例第 20 条第１項は、利用者及び指定居宅

介護事業者が、その時点での指定居宅介護の利

用状況等を把握できるようにするため、指定居

宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際に

は、当該指定居宅介護の提供日、提供したサー

ビスの具体的内容（例えば、身体介護と家事援

助の別等）、実績時間数、利用者負担額等の利

用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して

記録するのではなく、サービスの提供の都度記

録しなければならないこととしたものである。 

 

② 利用者の確認 

同条第２項は、同条第１項のサービスの提供

の記録について、サービスの提供に係る適切な

手続を確保する観点から、利用者の確認を得な

ければならないこととしたものである。 

 

利用者等の確認については、後日一括して

ではなく、記録の都度、確認を受ける必要

があるため注意してください。 
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【サービス提供記録として記載すべき事項】 

（１）利用者名 
（２）サービス提供者（記録者）名 
（３）サービスの提供日、サービスの提供時間 
（４）提供したサービスの具体的内容 
（５）利用者からの確認 

   ※以下、必要に応じ記載 
（６）利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項（各種加算関連等） 

   【例示】 
 ①初回加算：サービス提供責任者同行の旨記載 
②送迎加算：送迎の有無を記載 
③食事提供体制加算：食事提供の有無及び食事提供を行った場合は食事の 

摂食量を記載 
④欠席時対応加算：加算要件を満たす記録を記載 など 
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（３）常勤・非常勤、専従・兼務の考え方について 

 

常  勤 
当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していること。 

非 常 勤 
当該事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していないこと。 

専  従 
当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しな

いこと。「専ら従事する」「専ら提供に当たる」も同義。 

兼  務 
当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行

的に従事すること。 

常勤換算 

※小数第２位

以下切り捨て 

当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を、「当該事業所において定めら

れている常勤の従業者が勤務すべき時間数」で除した値。 

なお、従業者１人につき、勤務延べ時間数に算入できる時間数は、「当

該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」を上

限とします。 

 

○常勤・非常勤は、雇用契約上の常勤・非常勤（正規・パート）で判断するものではありません。 

 

○常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数が３２時間を下回る場合は、３２時間を基本とします。 

 

○「当該事業所における勤務時間」を基本としているため、原則として、事業所をまたぐ業務の兼任

は、常勤ではなく非常勤とし、時間を分けて勤務体制表を設定してください。 

 ※当該事業所に併設される事業所の職務であって、同時並行的に行われることが差し支えないと

考えられるものは、各勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常

勤要件を満たすものとします。（例：同一の事業者によって行われる指定生活介護と指定就労継

続支援Ｂ型が併設されている事業所において、管理者を兼務している場合。） 

 

○母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者に

ついては、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合及び「治療と仕事の両

立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、該当する従業者が

勤務すべき常勤の時間数を、例外的に３０時間として取り扱うことが可能です。また当該従業者

については、３０時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算上も１として取り扱うことが可能で

す。 

適用する場合は、就業規則等で当該短時間勤務の勤務時間を明確に定め（週あたり３０時間以

上の時間で定めること）、勤務表等に特例を適用していることが分かるよう明示してください。 
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○人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が産前産後休業、母性健康管理措置、育

児休業、育児・介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置、に準ずる休業を取得中の期間

において、休業している職員の職種において求められる資質（資格、実務要件等）を有する複数の

非常勤職員を常勤換算することにより、人員基準を満たすことが可能となります。 

 なお、ここでいう各休業は、以下の法律に基づくものをいいます。 

産 前 産 後 休 業 労働基準法第６５条 

育 児 休 業 育児・介護休業法第２条第１号 

介 護 休 業 育児・介護休業法第２条第２号 

育児休業に準ずる休業 

育児・介護休業法第２３条第２項の育児休業に関する制度に準ず

る措置又は同法第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて

講ずる措置による休業 
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【判断フローチャート】 

 

事業所における通常の勤務時間が 1日あたり８時間（週４０時間）、 

育児等短時間勤務職員（※）の勤務時間が１日あたり６時間（週３０時間）の事業所の例 

 専 従 兼 務 

常 勤 

当該事業所で１日あたり８時間（育

児等短時間勤務職員は６時間）勤務

している者が、その時間帯において、

その職種以外の業務に従事していな

い。 

当該事業所で１日あたり８時間（育

児等短時間勤務職員は６時間）勤務

している者が、その時間帯において、

その職種のほかに、他の業務にも従

事している。 

非常勤 

当該事業所で１日あたり４時間（週

２０時間）勤務している者が、その

時間帯において、その職種以外の業

務に従事していない。 

当該事業所で１日あたり４時間（週

２０時間）勤務している者が、その

時間帯において、その職種のほかに、

他の業務にも従事している。 

※育児等短時間勤務職員には治療と仕事の両立ガイドラインに沿って事業者が設ける 

短時間勤務制度等を利用する職員を含む 

 

勤務している時間帯に、当該事業所の他の職種に従事しているか

当該事業所での勤務時間が「常勤の勤務時間」に達しているか

していない

常勤専従

している

常勤兼務

していない

非常勤専従

している

非常勤兼務

達している

常勤

達していない

非常勤

常勤換算 
勤 務 時 間 

週４０時間 週３０時間 週２０時間 

通常勤務職員 40ｈ/40ｈ=1.0 
30ｈ/40ｈ=0.75 

（※小数第２位以下切り捨て） 
20ｈ/40ｈ=0.5 

育児等短時間 

勤 務 職 員 
 30ｈ/30ｈ=1.0  
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自立訓練 自立訓練
（機能訓練） （生活訓練）

サービス管理責任
者の配置基準

３０：１
専従

同一事業所の
直接処遇職員

〇

他の事業所の
直接処遇職員

〇

同一事業所の
管理者

〇

他の事業所の
管理者

〇

共同生活援助の
サービス管理責任
者

※2　利用者60人を超えない範囲で、兼務可能。

（４）サービス管理責任者が兼務可能な職種等

【１人の従業員が同一事業所内で複数の職種を兼務する場合又は複数の事業所で兼務する場合】

　管理者による従業者の一元管理及び勤務体制の確保について、特に以下の点に留意すること。
　・ 従業員に対し、雇用通知及び辞令等により勤務する事業所、従事する職種及び勤務
　　時間について明確すること。
　・ 原則として月ごとに作成する事業所の勤務表等において、日々従業者がどの時間に
　　どの職種に従事しているかを明確にすること。

６０：１
常勤専従

※1　原則として兼務は認められないが、利用者に対するサービス提供に支障がない場合に
　　限り、他の職種との兼務が認められるものであるので、兼務する場合はあくまで補助
　　的な業務を行わせるものであること。
　　 また、直接処遇職員と兼務する場合は直接処遇職員の常勤換算には算入できない。
　（サービス管理責任者を除いた直接処遇職員で基準を満たす必要がある。）

×

○

×

△
※２

△
※1

共同生活
援助

多機能型
　　　　　　　　　種別
　職種

生活介護療養介護
就労継続
支援Ｂ型

就労移行
支援

就労継続
支援Ａ型
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（５）個別支援計画の作成について 

１個別支援計画の作成手順について 

※サービス種別 

・訪問系サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

・日中活動系サービス：療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 A 型・B 型、就労定着支援、

自立生活援助、共同生活援助、障がい者支援施設 

・児童系サービス：児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 

手
順 

サービス種別 ※ 

訪問系サービス 日中活動系サービス 児童系サービス 留意点等 

計画作成担当者（以下①～⑦について同じ者） 

 
サービス提供責任者 サービス管理責任者 

児童発達支援管理責

任者 

 

①アセスメントの実施 

 ・利用者の状況を把

握・分析し、解決すべ

き課題を明確化 

・利用者に面接し、希

望する生活や課題等

を把握 

・保護者及び障がい

児に面接し、希望す

る生活課題等を把握 

 

 

・アセスメントの記

録を残すこと（面談

日、面談の実施者及

び相手方の氏名、面

談内容など）。 

②個別支援計画の原案作成 

 ・サービス等利用計

画を踏まえる 

・援助の方向性や目

標の明確化 

・担当従業者の氏名 

・サービスの具体的

内容 

・所要時間、日程 

・その他留意事項  

等 

・サービス等利用計

画を踏まえる 

・支援の方針、目標及

びその達成時期 

・生活全般の質の向

上のための課題 

・サービスの具体的

内容 

・その他留意事項  

等 

・障がい児支援利用

計画を踏まえる 

・支援目標及びその

達成時期 

・生活全般の質の向

上のための課題 

・支援の具体的な内

容と心身の健康等に

関する領域との関連

性及びインクルージ

ョンの観点を踏まえ

た具体的な支援内容

を記載 

・その他留意事項  

等 

・原案作成者の氏

名、作成日、必要

事項を記載するこ

と。 

③原案に関する担当者会議の実施 

 ・必要に応じて開催 

・利用者本人の参加

を原則とし、本人の

意向を確認（利用者

の心身の状況等に

よりやむを得ない

場合を除く） 

・意見を踏まえ、必

要に応じて原案の

修正。 

 

・利用者本人の参加

を原則とし、本人の

意向を確認（利用者

の心身の状況等に

よりやむを得ない

場合を除く） 

・利用者にサービス

の提供を行う担当

者等招集し、原案に

対する意見を求め

る。 

・利用者にサービス

の提供を行う担当

者等招集し、原案に

対する意見を求め

る。 

・意見を踏まえ、必

要に応じて原案の

修正。 

・会議内容の記録を

残すこと（実施日

時、出席者、出され

た意見等の内容） 

・原案を保管するこ

と。 
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・意見を踏まえ、必

要に応じて原案の

修正。 

④原案について利用者等へ説明 

  ・原案の内容につい

て、利用者またはそ

の家族に説明し、文

書により同意を得

る。 

 ・原案について利用

者等から同意日の

記入及び署名をも

らい、事業所で保管

すること。 

⑤個別支援計画を利用者及び相談支援事業者へ交付 

 ・計画について利用

者及びその同居家

族に説明し、計画を

書面で交付。 

・相談支援を行う指

定特定相談支援事

業者に計画を交付 

・利用者へ計画を書

面で交付 

・相談支援を行う指

定特定相談支援事

業者に計画を交付 

・計画について保護

者及び障がい児に

対し説明し、文書に

より同意を得る。 

・保護者に計画を書

面で交付。 

・相談支援を行う指

定障がい児相談支

援事業者に交付 

・計画について同意

し、交付したことが

分かるように、利用

者等から同意日（交

付日）の記入及び署

名をもらい、事業所

で保管しておくこ

と。 

・上記④において、

利用者に説明し、同

意を得た時点で計

画として成立した

ことになるため、当

該原案の事業所控

えに「計画原案に同

意し、計画書を受領

した」旨の署名をも

らう方法も可。 

 

 

 

⑥モニタリング 

 ・計画の実施状況の

把握 

・計画の実施状況の

把握 

・定期的に利用者と

面接し、結果を記録

する。 

・計画の実施状況の

把握 

・定期的に保護者及

び障がい児と面接

し、結果を記録す

る。 

・モニタリングの

記録を残すこと

（実施日、面接の

実施者及び相手方

氏名、内容等） 

 

⑦個別支援計画の見直し、変更  

 

 

・必要に応じて実施 ・少なくとも６か月

に１回以上（自立訓

練、就労移行支援、

就労定着支援、自立

生活援助は少なく

とも３か月に１回

以上）計画の見直

し、必要に応じて計

画の変更。 

・少なくとも６か月

に１回以上計画の

見直し、必要に応じ

て計画の変更。 

・計画の変更につい

ては①～⑤と同じ

取り扱い 

（変更がない場合

も、その旨を説明

し、利用者から同意

を得る必要があり

ます。） 

 

【日中活動系サービス】上記④～⑤の流れ（例） 

・個別支援計画（案）を２部用意する。 

・個別支援計画（案）について、利用者に説明し、同意を得る。 

・個別支援計画（案）には、同意及び交付の署名欄に「私は、この

個別支援計画書（案）の説明を受けて、同意し、受領しました。」等

と記載し、利用者から「同意日・受領日（または交付日）：〇年〇月

〇日 署名：●●●●」と２部それぞれに記入してもらい、利用者

に１部を交付する。日付も利用者から記入してもらうこと。 

※署名のないものは、個別支援計画として認められません。 
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２ 個別支援計画未作成減算について 

サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない場合、個別支援計画の

作成、見直し及び変更に係る一連の業務が適切に行われていない場合は、減算（単位数に１００

分の７０を乗じて得た額、また、減算が適用された月から３月以上連続して当該状態が解消され

ない場合、減算が適用された３月目から当該状態が解消されるに至った月までの間につき、単位

数に１００分の５０を乗じて得た額）となるので留意すること。 

（１）当初計画作成時 

個別支援計画は、利用者及び家族の同意を受け、これを交付した時点で計画として成立し

ます。利用開始月中に個別支援計画の手続きを完了しないと、当該月から手続きを完了した

月の前の月まで、「個別支援計画未作成減算」となります。 

   個別支援計画作成手順のいずれかが不備である場合も「個別支援計画未作成減算」となり

ます。 

   また、個別支援計画の原案については、担当者が作成することも可能（※）ですが、アセ

スメント、担当者会議及び計画についての利用者等への説明、同意及び交付については、サ

ービス管理責任者が行わなければ「個別支援計画未作成減算」となります。 

  ※サービス管理責任者の指示のもとに行う入力作業等のこと。 

（２）当初計画作成後（個別支援計画の見直し） 

変更後の個別支援計画は、利用者及び家族の同意を受け、これを交付した時点で計画とし

て成立します。 

個別支援計画見直しは、個別支援計画作成後一定の期間内に実施する必要があります。 

  ○ 個別支援計画作成日から３か月以内…自立訓練・就労移行支援・就労定着支援・自立生

活援助 

  ○ 個別支援計画作成日から６か月以内…上記以外 

個別支援計画作成手順のいずれかが不備である場合も「個別支援計画未作成減算」となり

ます。 

（変更がない場合も、その旨を説明し、利用者の同意を得る必要があります。） 

 

３ 加算の算定について（全サービス共通） 

 訪問支援特別加算のように、「○○（サービス名）計画等に基づき～を行った場合」など個別支

援計画に基づいた支援を評価する加算を算定する場合には、その支援を行うこと及び具体的な支

援内容等について、個別支援計画に明確に位置付ける必要がある。 

 訪問支援特別加算の取り扱いについて、「所要時間については、実際に要した時間により算定さ

れるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等に要する時間に基づき算

定されるものである」（留意事項通知より抜粋）ことから、個別支援計画に支援内容等と併せて所

要時間も記載すること。 

（例）訪問支援特別加算(生活介護、就労継続支援 A・B 型)、入院時支援特別加算（共同生活援助、

施設入所支援、自立訓練（生活訓練））、延長支援加算（生活介護、児童発達支援及び放課後

等デイサービス）、夜間支援等体制加算、日中支援加算（共同生活援助）など 
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４ 居宅介護計画と報酬の関係について 

 

 

 

 

 

【当初計画時間が１時間の身体介護の事例】 

事例 算定時間 留意点 

ヘルパーの経験が不足していたため、１時

間３０分要した場合 
１時間  

利用者の心身状態の悪化により介助内容

が増え、１時間３０分を要した場合 
１時間半 

サービス提供実績記録表の居宅介護計

画の時間を変更し、備考欄に理由を記

載し、利用者から同意を得ること。 

※備考欄に変更理由を記載しきれない

場合は、サービス提供の記録等に別途

記録しておくこと。 

利用者の都合によりサービスの内容が急

遽変わり介助内容が減ったため、３０分で

終了した場合 

３０分 

 

 

 

 

居宅介護計画と報酬の関係（留意事項通知より抜粋） 

 居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの

内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。 

 また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではな

く、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定

されることに留意する必要がある。 

 なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提

供と合致しない場合、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行う必要がある。 

居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、

かつ、これが継続する場合は、居宅介護計画の見直し、変更を行うこと。 
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（５）-２ サービス等利用計画及び障がい児支援利用計画の作成について 

★サービス等利用計画及び障がい児支援利用計画の作成手順について 

※サービス種別 

・計画相談支援、障がい児相談支援 

 

手
順 

計画の種類 

サービス等利用計画 障がい児支援利用計画 

計画作成担当者（以下①～⑨について同じ者） 

 相談支援専門員 

①アセスメントの実施 

 ・利用者の居宅等を訪問し、利用者及びそ

の家族との面接 

・利用者の、心身の状況、解決すべき課題

等の把握 

・障がい児の居宅を訪問し、障がい児及び

その家族との面接 

・利用者の、心身の状況、解決すべき課題

等の把握 

②原案作成 

 ・指定障がい福祉サービス等又は指定地域

相談支援が提供される体制を勘案 

・アセスメントにより把握された解決すべ

き課題等に対応するための最も適切な

福祉サービス等の組合せについて検討 

・支援目標及び達成時期 

・福祉サービスの種類、内容、量 

・その他留意事項  等 

・指定通所支援が提供される体制を勘案 

・アセスメントにより把握された解決すべ

き課題等に対応するための最も適切な福

祉サービス等の組合せについて検討 

・支援目標及び達成時期 

・福祉サービスの種類、内容、量 

・障がい児の日常生活全般を支援する観点

及びインクルージョンの観点から、指定

障がい児通所支援以外の福祉サービス

等の利用も含めて計画上に位置付ける。 

・その他留意事項  等 

③原案について利用者等へ説明 

 

原案の内容について、利用者又はその家族

に対して説明し、文書により利用者等の同

意を得る。 

原案の内容について、障がい児及びその家

族に対して説明し、文書により障がい児等

の同意を得る。 

④原案を利用者等へ交付 

 原案を利用者等へ交付 原案を障がい児等へ交付 

⑤原案に関する担当者会議の実施 

 サービス担当者会議（相談支援専門員が原

案に位置付けた福祉サービス等の担当者

を招集して行う会議で利用者本人の参加

を原則とし、本人の意向を確認する。（利用

者の心身の状況等によりやむを得ない場

合を除く）※「テレビ電話等」を活用する

ことも可）の開催等により、原案について

説明を行うとともに、担当者から専門的見

地からの意見を求める。 

 

サービス担当者会議（相談支援専門員が原

案に位置付けた福祉サービス等の担当者を

招集して行う会議 ※「テレビ電話等」を

活用することも可）の開催等により、原案

について説明を行うとともに、担当者から

専門的見地からの意見を求める。 
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⑥原案について利用者等へ説明及び同意 

 

サービス担当者会議を踏まえた原案の内

容について、利用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者等の同意を得

る。 

サービス担当者会議を踏まえた原案の内容

について、障がい児及びその家族に対して

説明し、文書により障がい児等の同意を得

る。 

⑦計画を利用者等及び担当者へ交付 

 サービス等利用計画を利用者等及び担当

者に交付 

障がい児支援利用計画を障がい児等及び担

当者に交付 

⑧モニタリング 

 ・計画の実施状況の把握 

・厚生労働省令で定める期間ごとに利用者

の居宅等を訪問し、利用者等と面接し、

その結果を記録する。 

※モニタリングに当たっては、利用者及び

家族、福祉サービス等の事業を行う者等

との連絡を継続的に行う。 

・計画の実施状況の把握 

・厚生労働省令で定める期間ごとに利用者

の居宅を訪問し、利用者等と面接し、そ

の結果を記録する。 

※モニタリングに当たっては、障がい児及

び家族、福祉サービス等の事業を行う者

等との連絡を継続的に行う。 

⑨その他 

 

 

・利用者がその居宅において日常生活を営

むことが困難と認める場合又は指定障

がい者支援施設等への入所又は入院を

希望する場合には、指定障がい者支援施

設等への紹介その他の便宜の提供を行

う。 

・指定障がい者支援施設、精神科病院等か

ら退所又は退院しようとする利用者又

はその家族から依頼があった場合には、

居宅における生活へ円滑に移行できる

よう、あらかじめ、必要な情報の提供及

び助言を行う等の援助を行う。 

・利用者がその居宅において日常生活を営

むことが困難と認める場合又は指定障が

い児入所施設等への入所又は入院を希望

する場合には、指定障がい児入所施設等

への紹介その他の便宜の提供を行う。 

・指定障がい児入所施設等から退所又は退

院しようとする障がい児又はその家族か

ら依頼があった場合には、居宅における

生活へ円滑に移行できるよう、あらかじ

め、必要な情報の提供及び助言を行う等

の援助を行う。 

 

21



 

  

（６）工賃の支払いについて 

 
工賃の支払いについては、指定運営基準や就労支援会計基準等により一定のルールが示されていま

す。 
【工賃の支払に関するルール】 
① 「生産活動事業の収入－生産活動事業の必要経費（※１）＝工賃の額」としなければならない。 
 
※１ 必要経費として認められる範囲： 
ア 日々の生産活動の実施に直接的に必要な原材料費、光熱水費、運搬費、生産活動の効率的な
実施を促進するためなどに設置された作業指導員等に係る人件費（指定人員基準により配置が必
要な職員に係る人件費を除く）等の必要最小限の経費 

イ 工賃変動積立金 
一定の工賃水準を保障するため、将来の生産活動収入の減少の補填に備えて積立てが認めら

れているもので、各年度における積立額の上限は、過去３年間の平均工賃の 10％、積立金総額
の上限は、過去３年間の平均工賃の 50％ 

ウ 設備等整備積立金 
就労支援事業に要する設備等の更新、新たな業種への展開を行なうための資金として積立が

認められているもので、各年度における積立額の上限は、生産活動事業収入の 10％、積立金総
額の上限は、生産活動事業資産の取得価格の 75％ 

 注）イ及びウについては、「当該年度の利用者工賃の支払額が、前年度の利用者工賃の支払実績額
を下回らない場合」に限り、必要経費として計上することができます。 

 
② 工賃の額の算定に当たっては、次の取扱いをしてはならない。 

ア 欠勤・遅刻・早退に対する工賃の減額制裁がある（※２）。 
イ 作業量の割当、作業時間の指定、作業の遂行に関する指導命令違反に対する工賃の減額や作
業品割当の停止等の制裁があること（※３）。 
 

※２ 個別支援計画で利用者ごとに異なる作業時間を設定しており、その作業時間に応じた工賃を
支給する場合はこれに当たらない。 

※３ 訓練を目的とした作業で、成果物の出来高に応じて工賃が異なる場合はこれに当たらない 
 
③ 利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(工賃の平均額)は、3,000 円を下回

ってはならない。 
 
④ 年度ごとに、目標工賃を設定し、目標工賃と前年度の平均工賃を、利用者に通知するとともに、

山形市に報告しなければならない。 
 
⑤ 工賃の支払に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害

その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 
 
● 上記①と②に基づき、利用者ごとに適切な工賃を算定し支払うために、工賃の算定、支払いに関する
ルールを明確に定め、利用者及びその家族に対し説明する必要があります。 

（最低限規定すべき内容） 
  ア 工賃の額（時給○○○円、日給○○○○円、月給○○○○○円 等） 
   ・実作業時間（日）に応じた一律支給としない場合は、その内容について詳細に記載すること。 
   ・毎月の工賃だけでなく、賞与や時間外などの手当等がある場合はその全てのものについて、支払いの

基準を規定すること。 
  イ 工賃の支給方法（締切日、支給日、支払方法 等） 
  ウ 支払いの対象者 
  エ 工賃の額を出来高払いとする場合は、その工賃の算定の基礎となる利用者毎の生産活動の評価方法 
   ・評価に当たっては、複数の者によって客観的な指標により実施することができるように規定すること。 
  オ 備えるべき帳簿等 

・工賃の支払状況を記録するために必要な簿冊等を規定すること。 
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＜工賃変動積立金について＞ 

 指定就労継続支援Ｂ型事業において、生産活動収入の変動により、利用者に保障すべき一定の工

賃水準 （過去３年間の最低工賃）を支払うことが困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃

変動積立資産を取り崩して工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことができます。大規

模な災害や感染症等による影響で長期にわたり生産活動収入が得られない場合に備えるため、制度

をご活用ください。  
【工賃変動積立金（「就労支援の事業の会計処理の基準」より抜粋）】  
毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補

填に備え、次に掲げる各事業年度における積立額及び積立額の上限額の範囲内において、「工賃変

動積立金」を計上できるものとする。  
〇各事業年度における積立額：過去３年間の平均工賃の 10％以内  
〇 積立額の上限額：過去３年間の平均工賃の 50％以内  
なお、保障すべき一定の工賃水準とは、過去３年間の最低工賃（天災等により工賃が大幅に減少

した年度を除く。）とし、これを下回った年度については、理事会の議決に基づき工賃変動積立金

及び工賃変動積立資産を取り崩して工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支給するものとする。 
※ 詳細は「就労支援の事業の会計処理の基準」を参照してください。 

 
＜就労継続支援Ｂ型事業の基本報酬等について＞  

令和３年度報酬改定に伴い、就労継続支援Ｂ型事業の報酬体系の見直しが行われ、現行の「平均 
工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって

一律に評価する報酬体系が新たに設けられ、事業所ごとに選択することとなりました。基本報酬の

報酬体系の選択は各年度の４月に行うことを基本とし、年度途中での変更はできません。  
 
＜工賃・賃金の支払いに係る注意点＞  

下記のような事例が見受けられましたので、確認のうえ、注意してください。 
 〇生産活動収入から生産活動に係る経費を差し引いた金額が工賃となるべきところ、生産活動 
以外の収入から持ち出して工賃に上乗せするという運用を行っている。  
⇒原則、工賃変動積立金等を除き、他の収入から持ち出して工賃に上乗せすることはできません。

上乗せして平均工賃区分を高い区分として算定していた場合、上乗せ分を除いた平均工賃区分

で再計算し、過誤調整により給付費を返還していただくことになりますので、注意してくださ

い。 
 

〇余剰金を次年度に繰り越ししている。  
⇒余剰金は全て賃金・工賃として支払うこととされているため、生産活動に係る余剰金は原則と

して生じません。ただし、将来にわたって安定的に賃金・工賃を支給するため又は安定的かつ

円滑に就労支援事業を継続するため、一定の条件の下に積立金を計上することが認められてお

り、その年度に積立てた金額までは、生産活動に係る余 剰金が生じてもよいこととされてい

ます。  
 

〇社会福祉法人会計基準及び就労支援事業会計処理基準において作成が求められている会計 

書類が作成されていない。  
⇒就労支援事業を行う法人は、会計年度ごとに生産活動収支の状況等を示す一定の会計書類を 

作成すべきこととなっています。 
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障 第 1 2 8 3 号 

平成 28 年１月 20 日 

  

 各指定障害者支援施設 

 各指定生活介護事業所 

各指定就労移行支援事業所     設置主体の長 殿 

 各指定就労継続支援Ａ型事業所   

 各指定就労継続支援Ｂ型事業所 

  

山形県健康福祉部障がい福祉課長  

 

工賃の支給等に係る留意事項について 

 

日頃より、本県の障がい福祉行政に御理解と御協力をいただき御礼申し上げます。 

事業所等の運営については、「山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年 12 月 25 日山形県条例第 81 号）」及び

「山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

24 年 12 月 25 日山形県条例第 82 号）」（以下、「基準条例」という。）等に基づき行うこ

ととされておりますが、県内の事業所等において、基準条例等に基づく運営が行われて

いない事例がありましたので、下記について再度確認のうえ、適正に取扱い願います。 

 

記 

 

１ 工賃の支給及び支給規程の整備について 

 利用者（指定就労継続支援Ａ型における雇用契約を締結している利用者を除く。）に

支払われる工賃は、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費

を控除した額に相当する金額」とすること。 

 また、工賃を公平・適正に配分するため、利用者に係る生産活動の評価基準が客観的

かつ明確な指標により定められた支給規程を整備すること。（別添１参照） 

 

＜根拠となる基準条例等＞ 

 指定障害者支援施設：「山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基 

準等を定める条例施行規則（平成 25 年３月 19 日山形県規則第 

24 号）」第 34 条第１項 

指 定 生 活 介 護：「山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営 

に関する基準等を定める条例施行規則（平成 25 年３月 19 日山 

形県規則第 23 号）」（以下、「規則」という。）第 68 条 

 指定就労移行支援：規則第 134 条（規則第 68 条準用） 

 指定就労就労継続支援Ａ型：規則第 139 条第２項

参考 
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 指定就労就労継続支援Ｂ型：規則第 145 条第１項 

 

２ 就労継続支援Ｂ型に係る目標工賃達成加算の算定について 

 当加算は、作業収益を上げた結果として高水準の工賃の支給を行っている事業所等を評価

するものであるため、基準条例等に基づいた工賃支給となっておらず、事業所等の収入であ

る訓練等給付費より捻出した資金により工賃を上乗せして支給し、目標工賃達成加算の要件

を満たすものとして算定することは認められないため、留意すること。 

 

３ 会計処理について 

 各事業における会計については、基準条例において、指定事業所又は指定障害者支援施設

ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきことと

されている。 

また、就労支援の事業については、適正な利用者工賃の算出をするため、製品製造過程等

における適切な製造原価等の把握が必要となる。法人種別に応じて、会計処理は以下のとお

りとなるため、適切な会計処理を行うこと。 

 

（１）社会福祉法人が行う就労支援の事業における会計処理 

「社会福祉法人会計基準」（別添２参照）の定めるところによる。 

 

（２）社会福祉法人以外の法人が行う就労支援の事業の会計処理 

「就労支援の事業の会計処理の基準」（別添３参照）の定めるところによる。 

＜就労支援事業会計処理の対象となる事業の範囲＞ 

①指定就労移行支援 

②指定就労継続支援Ａ型 

③指定就労継続支援Ｂ型 

   ④就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を行う指定障害者支 

援施設 

   ※生産活動を行う指定生活介護については、就労支援事業会計処理の対象とは 

されていないが、就労支援事業会計処理を適用することが可能である。また、 

適用しない場合であっても、利用者に支払われる工賃は、「生産活動に係る事業 

の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額」と 

なること、他の事業の会計と区分する必要があることから、訓練等給付費収入 

によって賄う経費と生産活動の収入によって賄うべき経費を適切に区分する必 

要があることに留意すること。 

 
担当 

                       山形県健康福祉部障がい福祉課 
障がい福祉支援担当 渋谷  

                                        TEL ０２３－６３０－２２７５ 
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（参考）工賃支給規程の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労継続支援Ｂ型◎◎ワークセンター 工賃規程（例） 

 （目的） 

 第１条 本規程は、就労継続支援Ｂ型◎◎ワークセンターの利用者に支払う工賃の支給基準及び算定

方法等に 

ついて定めるものである。 

 （工賃の意義） 

 第２条 利用者が本事業において就業した場合に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事

業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支給することにより、労働意欲を高め、

生活に潤いを与え、地域生活への移行支援を図るものである。 

 （工賃の種類） 

 第３条 工賃の種類は、基本給、評価給、諸手当とする。 

 ２ 基本給は定額とし、評価給は利用者工賃評価基準表によるものとする。 

 ３ 諸手当は、賞与・期末一時金等とし、年２回（○月・○月）に支給するものとする。 

 （基本給） 

 第４条 月額の基本給 ○○○○円とし、利用者が当該月の事業所開所日の○分の○以上勤務した場

合に支給 

する。 

 （評価給） 

 第５条 評価給は、利用者工賃評価基準表により評価を行い、１点単価（配分額を利用者の総評価点

で除した 

もの）に評価点を乗じて得た額とする。なお、１円未満の端数は切り捨てる。 

 ２ 評価給は、原則として、四半期毎（○月、○月、○月、○月）に評価会議を開催し、前３ヶ月の

評価を翌３ヶ月の評価給とする。 

 ３ 新規利用者の評価は、利用後１ヶ月に行う。 

（評価会議） 

 第６条 利用者の評価給における作業能力について審議するため、管理者、○○長、○○主任による

評価会議    

を設置する。 

 ２ 評価会議は、管理者が招集する。 

 （諸手当） 

 第７条 諸手当は、基準日に在籍する利用者に対して下記の在籍区分に応じて支給する。なお、在籍

日数が１   

ヶ月の２分の１未満の者には支給しない。 

  一 基準日 ○月１日及び○月１日 

  二 在籍期間及び割合 

   ア ６ヶ月          100／100 

   イ ４ヶ月以上６ヶ月未満   ○／100 

   ウ ２ヶ月以上４ヶ月未満   ○／100 

   エ ２ヶ月未満        ○／100 

 ３ 前２項について、その日が休日の場合は前日を支給日とする。 
 （工賃の支給日） 

 第８条 毎月の基本給及び評価給の支給日は、○○日とする。 

 ２ 諸手当の支給日は、○月○日及び○月○日とする。 

（諸帳簿） 
 第９条 工賃の支給状況を常に明確にするため、次の帳簿を備えるものとする。 
  一 工賃支給原簿 
  二 作業出勤簿 
  三 作業評価表 
  四 工賃支給台帳 
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   ≪工賃の配分≫ 
  ・収入から消費税、原材料費、必要経費を控除した額を純収入とし、純収入のうち、９割を基本給

及び評価給とする。評価給の１点当たり単価は、（純収入－基本給の総額）／全利用者の評価点の

合計で得た額とし、１円未満は切り捨てる。 
  ・各月の純収入の１割を保留し、諸手当の財源とする。 
 
 ≪利用者工賃評価基準表≫ 

  作業中の態度及び作業状況を評価のうえ、各点数を合算する（100 点満点）。 

  (1) 作業中の態度 

    Ａ 支援員の指示を理解し、仲間と協調して積極的に取り組む姿勢がある。50 点 

    Ｂ 支援員の指導によって仕事はやり遂げるが、集中できない場合がある。25 点 

    Ｃ 仕事への意欲に欠け、途中で止めることがある。          10 点 

  (2) 作業状況 

    Ａ どの作業も正確にこなせる。                   50 点 

    Ｂ 仕事によっては出来不出来があり、ミスをすることがある。     25 点 

    Ｃ 仕事の内容や支援員の指示を十分理解できず単純な作業しかできない。10 点 
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（７）就労継続支援Ａ型事業について 
 
１ 就労継続支援Ａ型事業の適正な運営について 

指定就労継続支援Ａ型事業者の中には、法の趣旨に反し、また、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成 18 年９月 29 日厚生労働省令第 171 号。以下、「運営基準」という。）の規程に抵触

すると考えられる不適切な事業運営を行っている事例が全国的に指摘されています。（別紙１参照） 

就労継続支援Ａ型事業の運営については、以下の事項に特に留意の上、適切な運営に努めていた 

だくようお願いします。 

 

【不適切事例】 

〇 生産活動の内容について 

就労機会の提供にあたり収益の上がらない仕事しか提供しておらず、就労継続支援Ａ型事業の

収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難であると考えられるような事業内容は不適切である。 

  指定就労継続支援Ａ型（雇用契約有）の利用者については、労働関係法規の適用を受ける労働 

者に該当し、最低賃金法（昭和 34 年４月 15 日法律第 137 号）が適用されることから、生産活動

の内容については最低賃金を支払うことが可能な収益性の高い事業内容であることが求められる。 

 

〇 サービス提供の形態について 

サービス提供にあたり、利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない場 

合や、長く働きたいという利用者の意向に関わらず、全ての利用者の労働時間を、一律に短時間

とすることは不適切である。 

 事業者には、適切な方法でアセスメントを行った上で個々の利用者の意向や適性、障がい特性 

等を踏まえた個別支援計画を策定し、サービスを提供すること、また、利用者の意向や適性、障 

がい特性等を踏まえ、個々の利用者に適した作業内容や作業時間とすることにより、作業能力を 

向上させることが求められる。 

 

〇 利用者の意向に反した退所等について 

 就労継続支援Ａ型の利用にあたり、利用してから一定期間経過後に利用者の意向等に関わらず、 

就労継続支援Ｂ型事業所に移行させるなど、不当に退所させることは認められず、事業者が正当 

な理由なくサービスの提供を拒否したり、事業所を退所させたりすることは不適切である。 

 

２ 基本報酬の算定に係るスコア表について 
 指定就労継続支援Ａ型サービス費は、当該就労継続支援Ａ型事業所等における利用定員、人員

配置に加え、スコア表の各評価項目により算出される評価点（以下「スコア」という。）の合計点

に応じ算定します。スコア表の評価にあたっては、以下の評価項目に留意の上、適切に評価して

いただくようお願いします。 

スコアについては、前年度の実績を基に決定されることから、毎年度スコア表を作成し、当該

年度の基本報酬を確認してから報酬を算定してください。 

また、スコア表に記載した取り組み等については、全て根拠資料を常備し、提示できるように

しておいてください。 

スコア方式による評価内容については、インターネットその他の方法により、毎年度４月中に

公表することとされており、未公表の場合は減算となります。 
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【評価項目】 

〇「労働時間」について 

  １日の平均労働時間は、就労継続支援Ａ型のあった日の属する年度の前年度において、就労

継続支援Ａ型事業所等と雇用契約を締結していた利用者の労働時間の合計数を当該利用者の合

計数で除して算出される。労働時間の合計数の算定にあたっては、実際に利用者が労働した時

間数の前年度の総計をいうものであって、休憩時間、遅刻、早退、欠勤等により実際に労働し

ていない時間であって賃金の支払いが生じない時間については労働時間の合計数に含めないこ

ととするが、年次有給休暇を取得した場合等であって賃金を支払っている場合は合計数に含め

て算出すること。 

 

〇「生産活動」について 

  生産活動収支の状況が健全であることは、利用者の賃金確保、水準にも大きく影響すること

から、前年度、前々年度及び前々々年度において生産活動に係る事業の収入から生産活動に係

る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上であるか

によってスコアを算出することとなっている。令和６年度の報酬改定以降は生産活動収支が賃

金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点することになる。 
 
〇「多様な働き方」について 

  就労継続支援Ａ型においては、利用者の多様な働き方のニーズに対応できることが、就労の

機会の提供の観点からも必要であることから、本項目で掲げる各制度等の就業規則等での整備

状況やその活用実績に応じスコアを算出することとしている。就労継続支援Ａ型事業所におか

れましては、スコア算出時に必要な各項目が定められている就業規則等の該当する根拠条文を

明確に整理しておくとともに、各項目ごとの活用実績を正確に記録し保管しておくようお願い

いたします。 

 

〇「支援力向上」について 

  職員の支援力を高め、利用者に対する支援の質の向上を図るためには、職員が常に仕事に対

して意欲的に臨めるようなキャリアアップの機会を組織として提供し、第三者の評価を踏まえ

た支援環境の整備が必要となる。就労継続支援Ａ型事業所におかれましては、スコア算出時に

必要な研修会、視察、実習及び商談会等への参加状況や取組実績を正確に記録し保管しておく

ようお願いいたします。 

 

〇「経営改善計画」について 

  指定基準に従った適切な事業運営を行うことは、障がい福祉サービス提供事業所として必須

事項であり、利用者の賃金確保、水準にも大きく影響することから、令和６年度の報酬改定以

降、事業所の経営改善計画の作成状況に基づき、スコアの減算方式を導入し、評価。 
 
〇「利用者の知識・能力の向上」について 

  事業所が利用者の知識及び能力の向上を図ることは、利用者の一般就労に向けた意欲の創出

や利用者の社会参加において、重要な取組であることから、前年度において、就労継続支援Ａ

型事業所等が利用者の知識及び能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を記

載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表していることをもって

評価する。 
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※端数の切り上げは行わない。

例）3.9999 時間の場合は、「⑥3 時間以

上 4 時間未満」の区分となる。 
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（８）業務管理体制の整備について 

 

旧障害者自立支援法等の一部改正により、平成２４年４月から障害福祉サービ

ス事業者等に業務管理体制の整備及び届出が義務付けられております。 

この業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出るこ

とが目的でなく、法令遵守責任者が中心となって事業者自らがコンプライアンス

（法令遵守）を向上させることが本来の趣旨です。 

 

１ 業務管理体制確認検査の実施 

（１）一般検査 

業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に一般検査を実施し 

ますが、この一般検査は、事業者の規模や法人形態等に見合った法令遵守等に 

対する考え方であるかを確認するとともに、事業者自らが業務管理体制の改善 

を図り、法令遵守等に取り組むよう意識付けすることが目的です。 

また、事前提出資料として「業務管理体制の自主点検表」を作成する必要が 

ありますが、当該資料は、事業者のコンプライアンス（法令遵守）向上への取 

組みを促進するために有効な手段となります。 

一般検査の受検及び自主点検表の作成により、各障害福祉サービス事業者等 

における業務管理体制の整備の再確認の契機としてください。 

 

○ 一般検査の内容（確認項目） 

 ・業務管理体制の全体像（方針策定、内部規定・組織体制の整備、評価改

善活動の状況） 

 ・法令遵守責任者の役割及びその業務内容 

 ・（事業所等の数が２０以上の法人のみ）業務が法令に適合することを確

保するための規程の内容 

・（事業所等の数が１００以上の法人のみ）業務執行の状況の監査（法令

遵守に係る監査）実施状況及びその内容 

○ 一般検査の実施方法 

一般検査は、基本的には実地指導の際に併せて行うこととしています。

事前提出資料である「業務管理体制の自主点検表」の内容を現地で聞き取

り、確認します。 

    なお、報告等の内容に不備が認められた場合は、事業者等の従業者に出

頭を求め、改善を求めます。それでも改善が見込まれない場合は、当該事

業者の本部等へ立ち入り、業務体制の整備状況を確認します。（立入検査） 

 

（２）特別検査 

事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合は、当該事業者等及び指

定事業所等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、取消処

分相当事案への組織的関与の有無を検証するために、特別検査を実施します。 
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２ 事業者・法令遵守責任者の責務 

（１）事業者の責務 

業務管理体制は、事業者自身の自己責任原則に基づく内部管理を前提とした

ものですので、一般検査の受検及び自主点検表の作成を行うことで、事業者自

らが法令遵守の取組状況や法令遵守責任者が適切に機能しているかを自己点検

し、今後のコンプライアンス（法令遵守）向上のための取組を考える契機とし

てください。 

そのため、一般検査は実地指導と併せて定期的に実施することを予定してお

りますが、一般検査の実施の有無に関わらず、毎年、自主点検を実施し、自ら

法令等遵守体制を検証し、必要に応じて改善されるよう継続的な取組をお願い

します。 

（２）法令遵守責任者の役割 

法令遵守責任者の役割や資格は、法令等で特段明確に定められていませんが、

法令遵守責任者については、少なくとも関係法令及び関係法令に基づく通知等

の内容に精通した法務担当の責任者で、事業者内部の法令遵守を徹底すること

ができる者が選任されることを想定しています。 

また、法令遵守責任者には、辞令等が交付され、その役割と業務内容が事務

分掌などで明記されていることが望まれます。 

 

○ 法令遵守責任者の具体的な役割の例 

・ 県、市町等や事業者団体を通じ受領した法令、制度関係の文書（解釈通知、

Ｑ＆Ａ等）を事業者（法人等）内の関係者に周知する。 

・ 法令、制度関係の文書（解釈通知、Ｑ＆Ａ等）に基づき、既存資料等（事

業所内規定、契約関係書類、重要事項説明書等）の内容改定等を行う。 

・ 事業所が複数ある場合、法令遵守責任者と事業所等の間で、情報交換の場

を設ける。 

・ 研修等を実施し、従業員の法令遵守意識を高める。 

・ 事業所等ごとに人員・設備・運営基準が守られているかを定期的に確認す 

る。 

 ・ 報酬算定に当たって、算定区分の確認や加算・減算の算定要件の確認など、

適正な算定を行っているかを定期的に確認する。 

 

３ 届出関係 

法令遵守責任者の変更のほか、事業者の名称や所在地、代表者の氏名や住所、 

事業所名称等や所在地など、届出事項に変更がある場合は、業務管理体制に係る

変更届の提出が必要です。ただし、指定障がい福祉サービス事業所等の指定に係

る事項の変更の届出先（以下「指定権者」という。）と指定障がい福祉サービス

事業所等の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出先（以下「監督権者」

という。）が同一の自治体であり、かつ、変更事項が「主たる事務所の所在地」

若しくは「代表者の氏名又は住所」のみの場合に限り、監督権者への変更の届出

については、指定権者への変更の届出があったことをもって変更の届出の提出を

省略することができます。 
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業務管理体制の整備に関する事項の

届出書（届出事項の変更）を省略す

る場合は、こちらに☑が必要です。 
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【業務管理体制届出書の届出先】 

届出先一覧 

区分 届出先（監督権者） 

事業所等が 2 以上の都道府県に所在する事

業者等 
厚生労働省本省 

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業

のみを行う事業者であって、すべての事業

所等が同一市町村内に所在する事業者等 

市町村 

すべての事業所が同一中核市内に所在する

事業者等 
中核市 

上記以外の事業者等 山形県 

 

【山形市障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備】 
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1008375

/1004451.html 

 

 

法令遵守責任者を中心として、事業者として法令等遵守の方針を明確にし、常

に評価・改善を行うようにしてください。 
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業務管理体制の整備に関する自主点検表 

※点検は業務管理体制の届出ごとに行ってください 

事業者名称（法人名）  代表者氏名  

主たる事業所所在地  事業所等総数※  

法令遵守責任者氏名  記入者氏名  

記入年月日 令和  年  月  日 問い合わせ先電話番号 （   ）  － 

※（別紙）事業所一覧を添付してください 

質問内容 回答 備考 

○ 業務管理体制の全体像 

  (方針策定、内部規程・組織体制の整備、評価改善活動の状況) 

業務管理体制(法令等遵守)についての方針(考え)を定

めてますか。 
（ はい ・ いいえ ） 

(法令等遵守方針) 

法令等遵守方針(考え)について、全役職員に周知してま

すか。 
（ はい ・ いいえ ） 

(具体的な周知方法) 

事業者(法人)で１人、法令遵守責任者を選任し、届けて

いますか。 
（ はい ・ いいえ ） 

 

法令遵守責任者が誰であるか職員等に周知してますか。 （ はい ・ いいえ ） 

(具体的な周知方法) 

○ 法令遵守責任者の役割及びその業務内容 

法令遵守責任者の役割及び業務内容を定めていますか。 （ はい ・ いいえ ） 

(具体的な周知方法) 

(法令遵守責任者の具体的な役割の例) 

・ 県、市町等や事業者団体を通じ受領した法令、制度関係の文書（解釈通知、Q＆A 等）を事業者（法人等）内の関係者

に周知する 

・ 法令、制度関係の文書(解釈通知、Q＆A 等)に基づき、既存資料等(事業所内規定、契約関係書類、重要事項説明書等)

の内容改訂を行う 

・ 事業所が複数ある場合、法令遵守責任者と事業所等の間で、情報交換の場を設ける 

法令遵守責任者の役割及び業務内容について、全役職員

に周知していますか。 
（ はい ・ いいえ ） 

(具体的な周知方法) 

事業者(法人等)内部での法令遵守の状況を定期的に把握していますか。具体的な項目として以下の項目が想定されます。 

※ あくまでも例示ですので、「いいえ」の回答が法令違反となるものではありません。 

事業所等ごとに人員・設備・運営基準が守られているか

を定期的に確認していますか。 
（ はい ・ いいえ ） 

(具体的な確認方法) 

報酬の算定にあたっては、算定区分の確認や加算・減算

の算定要件の確認など、適正な算定を行っているかを定

期的に確認していますか。 

（ はい ・ いいえ ） 

(具体的な確認方法) 

利用者からに苦情、相談等について、法令違反が疑われ

る場合、法令遵守責任者に報告するよう体制が整備され

ていますか。 

（ はい ・ いいえ ） 

(具体的な体制) 

(上記以外の項目を設定している場合は記入してください。) 

 

 
 

事業者が自ら実施する研修会や勉強会等の機会を捉え

て、職員に対し、法令等違反行為の未然防止について周

知徹底していますか。 

（ はい ・ いいえ ） 

(具体的な周知方法) 

法令順守のための取組みについて、検証や見直し等を行

ったことはありますか。 
（ はい ・ いいえ ） 

(検証・見直しのプロセス) 
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質問内容 回答 備考 

【事業所等の数が 20 以上の法人のみ】 

○ 業務が法令に適合することを確保するための規定の内容 

法令遵守規程を作成し届けていますか。 （ はい ・ いいえ ） 
 

法令遵守規程を役職員や各事業所・施設に周知していま

すか。 
（ はい ・ いいえ ） 

(具体的な周知方法) 

【事業所等の数が 100 以上の法人のみ】 

○ 業務遂行の状況の監査（法令遵守に係る監査）の実施状況及びその内容 

監査実施要領を策定していますか （ はい ・ いいえ ） 
 

監査実施計画を策定していますか （ はい ・ いいえ ） 

(監査項目の内容) 

(監査項目の内容例)※あくまで例示ですので、以下の項目がないことが法令違反となるものではありません。 

・遵守プログラムの実施               ・相談・苦情等の処理 

・関係情報の収集・管理、分析及び検討        ・研修、指導体制 

・連絡、連携体制                  ・遵守担当者 

・モニタリング体制                 ・内部規程・組織体制の整備プロセス見直し 

・法令等違反行為処理体制 

実施要領・計画に沿った対応をしていますか （ はい ・ いいえ ） 
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（別紙） 
 

障がい福祉サービス事業所等一覧 

事業所名称 サービス種類 事業所番号 所在地 
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（９）サービス管理責任者等の研修体系の見直し等について 

 

１ サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修体系等の見直しについて 

令和元年度からサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者（以下、「サービス管理責

任者等」といいます。）の養成に係る研修体系等が以下のように見直されました。 

 （研修体系の見直し） 

○ 分野ごと（介護分野、就労分野等）に実施していた研修を統合したうえで、基礎研修、

実践研修に分けて段階的にサービス管理責任者等を養成。 

サービス管理責任者等として配置が可能となるのは実践研修修了後。なお、基礎研修は

サービス管理責任者等としての実務要件を満たす２年前から受講可能。 

 ○ 更新研修を創設、現任者についても一定期間（５年）ごとに支援の質の維持・向上のた

め研修の受講が必要となる。 

 （その他の見直し） 

 ○ サービス管理責任者等としての配置に必要な実務経験のうち、有資格者でない者の直接

支援業務について、１０年から８年に緩和。 

 ○ 基礎研修修了者（実践研修未受講の者）については、２人目のサービス管理責任者等と

しては配置可能とする。また、既にサービス管理責任者が配置されている事業所において

は、個別支援計画の原案までは作成可能とする。 

 ○ これまでは、研修を修了した分野のサービス管理責任者等にのみ従事可能だったところ、
平成31年度以降は、配置に必要な実務経験を満たしていれば、全分野のサービス管理責任
者等として従事可能（サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者とでは、必要な実務
経験が異なることに留意。）。 

 
２ サービス管理責任者等の研修体系の見直しに伴う経過措置の終了について 

  「平成３０年度までにサービス管理責任者等研修を受講済みの方については、令和５年度

末までの間、更新研修を受講しなくてもサービス管理責任者等として業務可能とする。」経

過措置期間は終了しています。令和元年度～令和５年度の間に１度、更新研修を修了する必

要がありましたが、修了していない場合は、実践研修を修了する必要があります。 

  
３ サービス管理責任者等の配置に係る猶予期間の終了について 

「令和元年度～令和３年度に限り、受講時点でサービス管理責任者等としての実務要件を

満たしている場合は、基礎研修修了によりサービス管理責任者等として配置可能である」猶

予期間が終了したため、サービス管理責任者等として業務をするためには、基礎研修（実務

経験５年以上必要）修了後、さらに２年間の実務経験を経て、実践研修を修了する必要があ

りました。修了していない場合は、実践研修を修了する必要があります。 

 

４ 実践研修の受講に必要な実務経験について 

  令和元年度より、基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験（OJT）は

「２年以上」となりましたが、令和5年6月30日付けで、サービス管理責任者等に関する告示

が改正され、①基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、②実践研修を受講

するための実務経験（OJT）として障がい福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の

業務に従事し、③その旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「６月以上」で受講が

可能となりました。 
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（１０）児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援における自己評価等について 
 

指定児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者（基準該当・共生型の事業所

を含む）及び指定保育所等訪問支援事業者は、評価項目に基づいた評価を行い、質の評価及

び改善の内容をおおむね１年に１回以上公表しなければならないとされています。 

（山形市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 等） 

 
１ 実施方法 

  以下の手順で児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援に関する自己

評価等を行い、その結果を毎年度２月まで公表してください。なお、評価等にあたっては、

児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドライン等の内容を十分確認

してください。 
 
（１）職員自己評価 

事業所の職員に対して、「事業者向け児童発達支援（放課後等デイサービス及び保育所

等訪問支援）自己評価表」を配布して自己評価を行う。 

（２）保護者評価 

保護者に対して、「保護者向け児童発達支援（放課後等デイサービス及び保育所等訪問

支援）評価表」を配布してアンケート調査を実施する。 

（３）訪問先の施設評価 

  訪問先の施設に対して、「訪問先施設向け保育所等訪問支援評価表」を配布してアンケ

ートを実施する。  

（４）事業所全体評価 

回収した評価表を集計のうえ、職員全員で討議し、項目ごとに評価を行う。特に、「課

題や改善すべき点」について、認識をすり合わせる。討議に際しては、保護者等評価の結

果を踏まえ、支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する。なお、討

議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。 

（５）評価結果公表 

自己評価、保護者評価及び訪問先の施設評価並びに改善の内容を、保護者に示すとと

もに、事業所又は事業所を運営する法人のＨＰや会報等への掲載、事業所内へ掲示する

等して公表する。 

（６）支援の改善 

公表した改善目標・内容に沿って、支援を改善していく。 
 

※公表後、公表した事業所評価結果、保護者評価結果及び訪問先施設評価結果を添付のう

え、所定の様式により届出を行ってください。 

（山形市公式ＨＰ「自己評価結果等の公表状況に関する届出について」） 
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２ 自己評価結果等未公表減算 

  届出を行わない場合、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、

「自己評価結果等未公表減算」が適用されます。 

なお、新規指定を受けた事業所については、開設初年度の２月まで公表等が出来ない場

合でも、指定から１年間に限り減算が適用されません。この場合、翌年の指定日前日まで

に自己評価結果等を公表し、届出を行ってください。（ただし、指定日から数えて２回目の２

月の公表・届出は必要となるため、年度内に２回、公表・届出が必要となる場合があります。） 
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（１１）児童指導員・保育士の資格要件等について 

 

１ 児童指導員の資格要件 

障がい児通所支援事業所等に配置が必要な児童指導員の資格要件については、「山形

県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」（以下、県条例）の第４１

条に記載されています。 
 

第４１条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(１) 児童福祉施設の職員を養成する学校等（規則で定めるものに限る。）を卒業し

た者（学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。） 

(２) 社会福祉士の資格を有する者 

(３) 精神保健福祉士の資格を有する者 

(４) 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。次号において同じ。）において、

社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当す

る課程を修めて卒業した者 

(５) 学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に

関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第１０２条第２項の

規定により大学院への入学を認められた者 

(６) 学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社

会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(７) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する

学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(８) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０

条第２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による 

１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学

校教育を修了した者を含む。）又はこれと同等以上の資格を有すると認められる

者（規則で定める者に限る。）であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの 

(９) 教育職員免許法第４条に規定する免許状のうち幼稚園、小学校、中学校、義務

教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、知事

が適当と認めたもの 

(10) ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの 

 

・県条例第４１条第４号等に記載されている「これらに相当する課程」について、必修か

どうかを問わず、その単位を履修したというだけでは、「これらに相当する課程」とは

認められません。 

【例】・文学部のカリキュラムに含まれていた「心理学概論」を履修して卒業した。 

・経済学部だが、一般教養で選択した「心理学概論」を履修して卒業した。 

 → いずれも心理学を専修する学科に相当する課程としては認められない。 
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・県条例第４１条第９号について、「教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学

校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者」とあること

から、養護教諭及び栄養教諭の免許状は除きます。なお、失効した免許状も資格要件と

しては有効です。 

 

２ 児童指導員の資格要件に係る留意点について 

 児童福祉事業の実務経験の算定方法は、児童発達支援管理責任者の年数の算定方法に

準じます。 

県条例第４１条第８号の「２年以上」とは、当該業務に従事した期間が通算して２年

以上であり、かつ当該業務に従事した日数が３６０日以上とします。県条例第４１条第

１０号の「３年以上」とは、当該業務に従事した期間が通算して３年以上であり、かつ

当該業務に従事した日数が５４０日以上必要です。 

また、「児童福祉事業に従事したもの」のため、「障がい福祉サービス事業」の実務

経験を含めることはできません。法人への在職年数が２年以上であっても、児童福祉事

業への従事年数が２年未満である場合は、児童指導員の資格要件を満たしませんので、

従業員の配置にあたりご留意ください。 

以上については、実務経験証明書で確認しますので、年数、日数、職務内容等、正確

にご記載ください。 

※ なお、令和５年４月１日以降は、経過措置を適用していた事業所についても、基準

人員として「障がい福祉サービス経験者」を含めることはできません。 

 

３ 保育士の資格要件に係る留意点について 

  保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、必要事項の登録

を受けなければならないとされています。（児童福祉法第１８条の１８） 

  事業所において、保育士試験合格通知証を持つ等、保育士となる資格を有する従業者

がいたとしても、保育士登録がされておらず、保育士証の写しを提出できない場合は、

保育士として勤務することはできません。 

  ※ 保母資格についても、その資格をもって保育士を名乗ることはできません。保育

士登録を行ってください。 

  ※ 指定保育士養成施設を卒業見込等で保育士登録した方に発行される「保育士登録

済通知書」をお持ちの方については、作成日から３か月間に限り、暫定的に保育士

として認められますが、保育士証が届き次第、その写しを提出してください。 

  ※ 結婚等により、氏名・本籍地の都道府県が変更された場合は、保育士証の書き換

え交付の申請手続きを行ってください。 
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１ 運営に関すること 

（１２）障がい福祉サービス等情報公表制度について 

 

 平成３０年度４月に施行された改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業

者に対して障がい福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めると

ともに、都道府県知事等が報告された内容を公表することが義務付けられました。 

 制度の運用にあたっては、以下の点にご留意くださいますようお願いします。 

 

１ 新規登録 

 新規指定時に当市で情報公表システム（以下「システム」という。）に必要事項を入

力後、登録したメールアドレスにＩＤ及びパスワードが通知されますので、システム

にログインし、詳細情報を入力し、承認申請を行ってください。指定を受けた日から 1

か月以内に承認申請を行ってください。 
 
２ 定期更新 

 事業者は年に１回登録内容の更新等についてシステム上で報告する必要があります。

変更がない場合も変更する必要がありますのでご注意ください。 
システムで事業者情報を更新の上、承認申請を行ってください。内容の修正が必要な場

合は差し戻しますので、修正後再度申請してください。 
 
⑴ 報告の開始 ５月１日 
⑵ 報告の期限 ①「基本情報」及び「運営情報」：７月３１日 

②「経営情報」：当該指定障がい福祉サービス等を提供している事業 
者の会計年度の末日から起算して３月が経過する日 

 

３ その他 

⑴ システムのログイン URL 
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/ 

⑵ ＩＤを忘れた場合 

山形市指導監査課までお問い合わせください。 

⑶ パスワードを忘れた場合 

システムのログイン画面に表示されている「パスワードをお忘れの場合はこちら」

をクリックし、画面の指示に従い、パスワードのリセット処理を行ってください。 

⑷ 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を

図る観点から、障がい福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業

所は令和６年度より「情報公表未報告減算」が適用されます。 
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１ 運営に関すること 

（１３）災害時情報共有システムについて 

 

１ 障害者支援施設等災害時情報共有システムについて（対象：全サービス） 

災害発生時における障害者支援施設等の被害状況等を国・地方公共団体等が迅速に

把握・共有し、被災施設等への迅速かつ適切な支援（停電施設への電源車の手配等）

につなげることを目的として整備され、令和３年度から運用が開始されました。 

対象となる災害が起こった際、事業所はシステムを通じて被災状況の報告を行いま

す。 

災害時情報共有システムは障害福祉サービス等情報共有システム（以下、「WANMET」

という。）に登録されている施設等が対象となります。 

なお、災害時情報共有システムは国・自治体が被災状況の情報を把握するシステム

であるため、WAMNET とは異なり、一般には非公開となっています。 

 

２ 被災状況報告の流れ 

⑴ 被災状況報告依頼メールが届く 

対象となる災害が起こった際、各施設等が災害時緊急連絡先として登録したメー

ルアドレス宛てに、被災状況の報告依頼のメールが届く。 

⑵ 被災状況の報告 

メールに記載されている URL により災害時情報共有システムにアクセスして、被

災状況を入力する。（ログインＩＤ、パスワードは不要） 

⑶ 国、自治体が、被災状況を確認し、適切な支援につなげる。 

 

詳しい操作方法については、「災害時情報共有システム操作説明書」をご覧ください。 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/ 

 

３ 新規登録方法 

  新規指定事業所や未登録事業所は、「災害時情報共有システム登録票様式」に必

要事項を入力の上、指導監査課へ提出してください。 

 

４ 更新方法 

⑴ 更新方法 1 (災害時緊急連絡先(電話番号、メールアドレス)、非常用自家発電

の有無のみ変更する場合) 

下記ＵＲＬにて現在登録済みのメールアドレスを記載し、「施設情報登録メール」

ボタンを押下してください。 

・障害者支援施設等災害時情報共有システム  

https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.do 

記載したメールアドレス宛てに、WAMNET より施設情報を申請（更新）する画面へ
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アクセスするための URL メールが送信されます。 

当該メールに記載の URL のページにて変更後の情報を入力し、「申請」ボタンを押

下してください。変更しない部分についても空白にせず入力する必要があります。 

 

⑵ 更新方法２(更新方法１で変更が可能な項目以外を変更する場合) 

「災害時情報共有システム登録票様式」に必要事項を入力の上、指導監査課へ提

出してください。 

 

５ その他 

  報告対象は全事業所になります。 

  システムの施設情報は WAMNET から連携されます。WAMNET で公表が完了していない

場合、システムへ連携されませんので、事業者は必ず承認申請まで行ってください。 
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（１）前年度等実績に基づき算定する基本報酬及び加算について 

 

届出に係る加算等の算定の開始時期については以下のとおりであるため、届出につ

いて漏れのないようにすること。 

 

■原則の取り扱い 

単位数が増えるものについては、届出が毎月１５日以前にされた場合には翌月から、

１６日以降になされた場合には翌々月から算定を開始するものとする。 

加算等が算定できない状況が生じた場合又は加算等が算定できなくなることが明ら

かな場合は、速やかにその旨を届出すること。 

 

■前年度等実績に基づく基本報酬及び加算の取り扱い 

前年度等の実績に基づき決定される基本報酬及び加算項目に関する届出等につい 

ては、４月１５日を期限として受付けた分は４月分（５月請求）から適用する。１６

日以降４月末日までに届出されたものについては、４月分（５月請求）は不可とする

が、４月１日に遡っての算定は可とするので、６月以降の請求で過誤調整を行うこと。 

⑴ 届出が必要な基本報酬及び加算 

① 前年度等の実績により区分が決定される基本報酬 

（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援及び地域

移行支援の地域移行支援サービス費Ⅰ又はⅡを算定する場合） 

 ② 前年度等の実績により区分が変更となる加算 

⑵ 届出が不要な場合 

上記⑴以外の基本報酬及び加算については、前年度等実績の見直しを行い、４月 

以降も報酬区分又は加算区分に変更がない場合には、届出は不要。その場合でも、

点検の際に作成した書類は必ず保管しておくこと。  

  

○前年度等実績が算定の要件となる加算等の例  ※必ず告示等で確認すること 

サービス名 加算名等 

居宅介護、重度訪問介護、同行

援護、行動援護 
特定事業所加算 

生活介護 

1.人員配置体制加算 

2.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

3.就労移行支援体制加算 

療養介護 人員配置体制加算 

自立訓練(機能・生活訓練) 
1.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

2.就労移行支援体制加算 

宿泊型自立訓練 

1.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

2.地域移行支援体制強化加算  

3.通勤者生活支援加算 

4.夜間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱ 

就労選択支援 1.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

就労移行支援 

●基本報酬 

1.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  

2.移行準備支援体制加算 
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サービス名 加算名等 

就労継続支援Ａ型 

●基本報酬 

1.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  

2.重度者支援体制加算  

3.就労移行支援体制加算 

就労継続支援Ｂ型 

●基本報酬 

1.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  

2.重度者支援体制加算  

3.就労移行支援体制加算 

4.目標工賃達成指導員配置加算 

5.目標工賃達成加算 

就労定着支援 
●基本報酬 

1.就労定着実績体制加算 

共同生活援助 

1.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  

2.通勤者生活支援加算  

3.夜間支援等体制加算 

4.人員配置体制加算 

施設入所支援 

1.夜勤職員配置体制加算  

2.夜間看護体制加算  

3.重度障害者支援加算 

4.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  

地域移行支援 
●基本報酬（地域移行支援サービス費Ⅰ又はⅡを算定する

場合） 
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（２）欠席時対応加算について 

 

○サービス名  

生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労選択支援・就労移

行支援・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・就労選択支援・児童発達支援・医

療型児童発達支援・放課後等デイサービス 
      
○欠席時対応加算の算定要件   

報
酬
告
示
・
解
釈
通
知 

別表第 6 生活介護（他サービス準用） 

７ 欠席時対応加算 94 単位 

注 指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する

利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、

あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急

病等によりその利用を中止した場合において、指定生活介護従

業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助

を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録

した場合に、1 月につき 4 回を限度として、所定単位数を算定

する。  

 

 留意事項通知 第二の２（６）生活介護サービス費  

⑧  欠席時対応加算の取扱い 

報酬告示第 6 の 7 の欠席時対応加算については、以下のとお

り取り扱うこととする。 

(一) 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した

日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算

定可能とする。 

(二) 「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行

う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当

該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、

当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅へ

の訪問等を要しない。  

 
○重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所等について 
重症心身障がい児については、体調が不安定であることに着目し、欠席時対応加

算の算定回数を拡充する。（定員充足率が80%未満の場合は8回を限度として算定可） 
 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、算定可。 
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○主な事例と取扱い 

 

 

 
 
 
 
取扱いは次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

【事例２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【事例２】 

 

 

 

 取扱いは次のとおり 

 

取扱いは次のとおり 

【事例１】 

 

 

 

 

取扱いは次のとおり 

天候不良（台風等警報発令）時に、事業所は営業しており利用者の受け入れ態

勢を整えていたが、利用者が連絡なく来なかったため、事業所側から利用者に連

絡を取り、その際に利用者から欠席をするとの連絡を受けた。 

加算の算定は可能とします。また、利用者から欠席の連絡があった場合も加算

の算定可能となります。 
ただし、事業所を休業として、利用者に利用できないことを連絡した場合は、

対象外となります。 

本日から４日間欠席すると連絡があり、連絡調整と相談援助を行い、内容を記

録した。 

①加算の算定に当たっては、利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の

連絡があった。 
②電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き利用を促す等の相談援助を

行うとともに、当該相談援助等の内容を記録すること。 
この２要件を満たす場合に算定可能となります。 
この場合、連絡が最初の日のみであれば、算定可能となるのは、最初の１日の

みとなります。 
翌日、改めて利用者から中止の連絡があり、同様に連絡調整や相談援助を行い、

内容を記録した場合は、その日も算定可能となります。 
なお、同様に連絡調整や相談援助を行い、内容を記録した場合は、事業所から

の連絡（電話）の場合でも算定可能です。 

 
例）開所日が月曜日～金曜日の事業所の場合 
・月曜日に今週一週間休むと連絡があり、相談援助等を行い記録した。 
→月曜日は算定可。 

・火曜日は連絡がなく、水曜日に再度利用者から欠席の連絡があり、相談援助等

を行い記録した。 
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【記録する内容について】 

 「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うととも

に、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合」請求できる

ものであることから、記録については、報酬告示・留意事項通知の要件

を満たすことが確認できるように下記の内容が必要である。 

いうまでもなく、記録したということは実際行ったということが前提

である。 

☆ 例示 利用者側からの当日の連絡の場合 

① 欠席連絡のあった日 

（加算算定の起算日の確認。欠席連絡の事実確認。） 

② 連絡してきた相手 

（報酬告示に利用者又はその家族等とあることからその事実確認。） 

③ 連絡を受けた対応者（事実確認。） 

④ 欠席の理由 

（あらかじめ予定されていた欠席か、急な欠席かどうか事実確認。） 

 
→最初の連絡が前々日に当たること、相談援助等を行っていることから、水曜

日は算定可。火曜日は相談援助等を行っていないことから算定不可。 
・木曜日にも利用者から欠席の連絡があり、相談援助等を行い記録した。 
→前々日より前から利用が中止されることが判明しているため木曜日は算定不

可。 

【事例３】 

 

 

 

取扱いは次のとおり 

 

同一の建物に複数の事業所がある場合で、利用者の家族から欠席する旨の連絡

があった際に、他の事業所の従業者が電話を受け、記録を行った。 

加算の算定要件とされる 

①利用者又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うこと 

②当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録すること 

については、当該利用者が利用する事業所の支援員等によって行われ

るべきものであり、当該事例のような場合には、適切な相談援助等が

行われたとは認められず、加算の算定はできない。 

なお、この場合、別途当該利用者が利用する事業所の支援員等から折り

返し利用者又はその家族等に連絡（電話）を行い、適切な相談援助等を行った場

合には、加算の算定が可能である。 
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⑤ 当日の利用者の状況 

（報酬告示にあり。事実確認。） 

⑥ 次回の利用日 

（留意事項通知にあり。休む期間の確認。） 

⑦ 連絡調整の具体的内容 

（連絡調整を行った場合加算できるものであることからその事実確認。） 

⑧ 相談援助の具体的内容 

（相談援助を行った場合加算できるものであることからその事実確認。） 

 

利用者氏名 様

　連絡日時

　欠席する日の 　当日　　　前日　　　前々日　 （土日など除き、開所日のみカウント）

　連絡方法

　応対者（利用者側）

　応対者（スタッフ）

連絡・相談の状況 欠席対応該当 当月の該当回数

有　　　　無 有　　　　無 回目　　　

有　　　　無 有　　　　無 回目　　　

有　　　　無 有　　　　無 回目　　　

　当日、前日、前々日の連絡　かつ　相談・援助があった場合、欠席対応に該当

　連絡・相談援助１回につき１日のみ欠対該当。継続休みの際も都度の連絡・相談支援必要。

連絡・相談内容

　欠席の理由

　本人の状況

　次回利用日　または　欠席の期間

　相談援助の具体的内容　(次回の利用を促す支援）

　　　　□　次の利用日を確認し、利用を促した。

（その他連絡事項）

（備考）　同じ欠席期間内に再度連絡・相談支援をした場合、その他追加記入がある場合。

欠席対応記録（例）

月に４回まで

　　月　　　　日　（　　　　）

　　月　　　　日　（　　　　）

　　月　　　　日　（　　　　）

　平成　　　年　　　月　　　日　（　 　　）　　　　時　　　　分

　利用者側から（　電話　　直接　）　　事業所から（　電話　　自宅訪問　）　　他

　保護者（　父　　母　　他　　　　　　　）　　本人　　その他（　　　　　　　　　）

　欠席する日にち
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（３）食事提供体制加算について 

 

○食事提供体制加算とは 

 食事提供体制加算は、低所得者等である利用者（以下、低所得利用者という。）に対

して、事業所の責任において、利用者に対する食事の提供のための体制を整えている場

合に、一日につき所定の単位数を加算するもの。 

 

○サービス名 

生活介護・短期入所・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労選択支援・

就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型 
      
○食事提供体制加算の算定要件 

 次の①か②のいずれかを満たし、③から⑤までの要件を全て満たす場合に算定するこ

とができる。 

① 当該事業所に従事する調理員が調理室を使用して調理し、提供されている場合 

② 食事の提供に関する業務について、第三者と業務委託契約を締結しており、当該 

事業所の最終的責任の下で食事を提供している場合 

※ 事業所外で調理されたものを搬入し、提供する場合には、クックチル、クックフ 

 リーズ若しくは真空調理（真空パック）により調理を行う過程において急速に冷却 

若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供 

するものであって、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされている場合に限 

り認められる。 

 ③ 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること（外部委託可）又は、栄養ケア・

ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認し

た献立であること 
④ 利用者ごとの摂食量を記録していること  
⑤ 利用者ごとの体重やＢＭＩを概ね６月に１回記録していること 

 
＜食事提供体制加算の算定対象とならない事例＞ 

・出前等により食事の提供を行う場合 

・出前等による食事を温め直して提供を行う場合 

・主食のみを事業所内で調理し、それ以外のものについては出前等で提供を行う場合 
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（参 考） 

〇令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.５ 

問１ 食事提供体制加算の算定要件として、法人内に管理栄養士等を配置して 

いない場合は、公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設 

置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等の管理栄養士等が献 

立の作成や確認を行うこととされているが、献立に関して具体的に何を確 

認してもらう必要があるのか。 

（答） 

食事の献立は、利用者の心身の状況（性・年齢、身長・体重、疾病など）、     

嗜好を考慮するとともに、障害の特性に応じた適切な栄養量の設定及びそれを  

踏まえた内容の献立（調理の方法含む）である必要がある。 

献立の内容確認については、例えば、栄養ケア・ステーション等が、各事業 

所において設定する給与栄養目標量※を踏まえた献立になっているかどうかを 

確認するといった方法がある。なお、各事業所において、栄養士を配置してい 

ないなどにより給与栄養目標量の設定が困難な場合は、栄養ケア・ステーショ 

ン等に対し、作成した献立の提供と併せて、給与栄養目標量を設定するために 

必要な利用者の心身の状況の情報提供を行うことで、栄養ケア・ステーション 

等はその内容を基に給与栄養目標量の設定と、その内容を踏まえた献立につい 

て適切な助言を行うことになる。 

また、献立の確認の範囲については、提供する食事の全ての献立を確認する 

ことは困難であることから、各事業所において設定している一定期間の献立 

（サイクルメニュー）を確認してもらうことで足りる。なお、サイクルメニューは、

各事業所において定める期間が異なることから、各々の施設の状況を踏まえて対応

すること。 

※ 給与栄養目標量とは、事業所の利用者の特性を踏まえた適切な食事を提供するに

当たって基準となるエネルギー及び各栄養素の目標量のこと。 

 

○留意事項 

 ① 食事提供体制加算は、低所得者等にかかる食事の提供に要する費用のうち、人件 

費相当分を報酬に加算するものであり、低所得利用者にかかる食事の提供に要する 

費用の実費負担については、食材料費のみ徴収することとされる。 

② 当該加算は、低所得利用者の食費負担を軽減する趣旨で設けられているものであ 

り、当該加算額が人件費に満たない場合に、当該不足額を低所得利用者に転嫁する 

ことは認められない。 

※ 平成 27 年度報酬改定により加算単位数が引き下げられたことを受けて、引き 

 下げ額に相当する金額を低所得利用者に負担を求めることは認められない。 
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○食事の提供に係る費用の算定手順 

実際に提供している食事に係る経費（人件費、食材料費）を適切に算出し、当該経費

に基づき利用者負担額を算定する。 

 

・算定例１【人件費：４００円、食材料費：２００円の場合】 

① 食事提供体制加算（３００円）を人件費に充当。 

 ② 人件費が加算額を超えているが、差額（４００円－３００円＝１００円）につい 

て、利用者に負担を求めることはできない。（留意事項②参照） 
  

利用者負担額 

  低所得利用者（食事提供体制加算対象者）：２００円（食材料費のみ） 

  食事提供体制加算の対象とならない利用者：６００円（人件費＋食材料費） 

 

 

・算定例２【人件費：２５０円、食材料費：２００円の場合】 

 ① 食事提供体制加算（３００円）を人件費に充当。 

② 残額（３００円－２５０円＝５０円）について、食材料費に充当。 

③ 食事提供体制加算でまかないきれなかった食材料費 

（２００円－５０円＝１５０円）について、利用者負担とする。 

 

利用者負担額 

  低所得利用者（食事提供体制加算対象者）：１５０円（食材料費－加算の残額） 

  食事提供体制加算の対象とならない利用者：４５０円（人件費＋食材料費） 
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（４）開所時間減算・短時間利用減算について 
 
○サービス名 

児童発達支援・放課後等デイサービス（※休業日のみ減算対象）・生活介護・就労継続支援Ｂ型 
 
○開所時間減算の算定要件 

報酬告示・

解釈通知 
運営規程に定める営業時間（送迎に要する時間は含まない）が４時間未満の場

合に基本単位数に 50％を乗じて得た額を、４時間以上６時間未満の場合に、基

本単位数に 70％を乗じて得た額を算定する。 
（解釈通知） 
・ 個々の障害児（利用者）の実利用時間は問わないものであり、例えば、６時

間以上開所しているが、障害児（利用者）の事情等によりサービス提供時間が

６時間未満となった場合は、減算の対象とならないこと。 他 
厚生労働省

Ｑ＆Ａ 
【Ｈ27 報酬改定Ｑ＆Ａ問 71】 

Ｑ 開所時間減算の対象となる「６時間」とはどのように判断するのか。 
Ａ 運営規程に定める営業時間が６時間未満の場合に減算の対象となる。 
  運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童（利用者）を

受け入れる体制を整えている時間であって、送迎のみを行っている時間は含ま

れないものであり、営業時間が６時間以上であれば、結果としてすべての児童

（利用者）の利用時間が６時間未満であっても減算の対象とはならない。 
（例） 
  児童発達支援の営業時間を午前（９時～12 時）、午後（13 時～16 時）とク

ラス分けしている場合 

 ⇒ 営業時間を①９時～12 時、②13 時～16 時のように分けている場 

合であっても、営業時間は６時間であり、減算の対象とならない。 
○留意事項 

 開所時間減算は、個々の障害児（利用者）の実利用時間は問わないものであり、 
６時間以上開所している場合であって、個々の児童（利用者）の事情等によりサー 
ビス提供時間が６時間未満となった場合には減算の対象とならないが、運営規程に 
定める営業時間内は、個々の障害児（利用者）の利用実態に関わらず、職員を配置 
し、児童（利用者）を受け入れる体制を整えていること。 

 
○短時間利用減算について 

【生活介護】（共生型もしくは基準該当生活介護サービス費を算定している場合のみ） 

 利用時間が５時間未満（送迎のみを行う時間は含まない）の利用者の割合が、事業所の全

利用者の 50%以上の場合に基本単位数に 70%を乗じて得た額を算定する。 

【就労継続支援Ｂ型】（就労継続支援Ｂ型サービス費Ⅳ、Ⅴ、Ⅵを算定している場合のみ） 

 算定利用時間が４時間未満の利用者の割合が、事業所の全利用者の 50%以上の場合に基本

単位数に 70%を乗じて得た額を算定する。ただし、個別支援計画で一般就労等に向けた利用

時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合は利用者数の割合の算定

から除外する。 
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○留意事項 

 ここでいう「利用時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれない。また、送迎に長時

間を要する遠方からの利用者等、やむを得ず送迎に長時間を要する利用者については、利用

時間を５時間未満（就労継続支援Ｂ型は４時間未満）の利用者の割合の算定から除いてから

差し支えないとされている。各事業所において、やむを得ない理由により送迎に長時間を要

した場合の記録票等を整えておくこと。 
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指定障がい児通所支援（児童発達支援）の場合 

運営規程の記載例 作成に当たっての留

意事項 

[指定障がい児通所支援事業者名]運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条  

 －略－ 

（運営の方針） 

第２条  

 －略－ 

（事業所の名称等） 

第３条  

 －略－ 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条  

 －略－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（営業日及び営業時間等） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービ

ス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりと

する。 

（１）営業日 ○曜日から○曜日までとする。ただ

し、国民の祝日、○月○日から○月○日までを

除く。 

（２）営業時間 午前○時から午後○時までとする。 

（３）サービス提供日 

第１単位：○曜日から○曜日までとする。た

だし、国民の祝日、○月○日から

○月○日までを除く。 

第２単位：○曜日から○曜日までとする。た

だし、国民の祝日、○月○日から

○月○日までを除く。 

（４）サービス提供時間  

第１単位：午前○時から午後○時までとする。 

第２単位：午前○時から午後○時までとする。 

 

（利用定員） 

第６条 事業所の利用定員は次のとおりとする。 

 －略－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「サービス提供日」「サ

ービス提供時間」は、

児童に対するサービ

ス提供が可能な日及

び時間をそれぞれ記

載する。 

※複数の単位が設置さ

れている場合は設置

単位毎にサービス提

供日・時間を記載す

る。 

※サービス提供時間は、

児童発達支援計画に

位置付けられたサー

ビス内容を行うに必

要な時間で設定する。 
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（５）児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬について 
 

 〇令和６年度からの変更点 

基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、

極めて短時間の支援(３０分未満)は算定対象から原則除外するとともに、

個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となる

よう、支援時間による区分を設ける。 

児童発達支援はこれまでの１日単価から個々の利用者の支援時間による

区分を設ける。また、放課後等デイサービスについても、これまではサービ

ス提供時間が３時間以上か３時間未満で区分が設定されていたが、児童発

達支援と同様に、以下のとおり支援時間による区分を設ける。 

  

【支援時間による３つの報酬区分】 

①３０分以上～１．５時間以下 

②１．５時間超～３時間以下（放デイの平日は②まで算定可） 

③３時間超～５時間以下（放デイの学校休業日は③まで算定可） 

※５時間超は延長支援加算で算定（放デイの平日は３時間超の場合算定） 

 

例） 

〇児童発達支援 

定員１０人以下 主に就学前障がい児 医ケア児以外の場合 

(～Ｒ５） １日 885 単位 

(Ｒ６～)  ①30 分以上 1.5 時間以下 901 単位 

      ②1.5 時間超 3時間以下 928 単位 

      ③3 時間超 5時間以下  980 単位 

  

 〇放課後等デイサービス 

   定員１０人以下 医ケア児以外 平日授業終了後 

（～Ｒ５） 事業所の提供時間が３時間以上 604 単位 

（Ｒ６～） ①30 分以上 1.5 時間以下 574 単位 

        ②1.5 時間超 3時間以下 609 単位 
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（６）児童指導員等加配加算の取扱いについて 

○サービス名 

児童発達支援・放課後等デイサービス 
〇令和６年度からの変更点 

令和６年度の報酬改定により、専門職による支援の評価は専門的支援体制・実施加算に

より行うこととし、経験のある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態（常勤・

非常勤等）や経験年数に応じ算定します。 
 [～Ｒ５]  理学療法士等を配置 ７５～１８７単位／日 

児童指導員等を配置 ４９～１２３単位／日 

その他の従業者を配置 ３６～ ９０単位／日 

[Ｒ６～] 児童指導員等を配置 

      常勤専従・経験５年以上 ７５～１８７単位／日 

常勤専従・経験５年未満 ５９～１５２単位／日 

常勤換算・経験５年以上 ４９～１２３単位／日 

常勤換算・経験５年未満 ４３～１０７単位／日 

その他の従業者を配置 ３６～ ９０単位／日 

    ※本加算における「児童指導員等」とは、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員

（心理学修了等）、視覚障害児支援担当職員（研修修了等）、強度行動障害支援者養成

研修（基礎研修）修了者をいう。 

  ※勘案する経験年数は、児童福祉事業（特別支援学校又は特別支援学級での教育を含む）

に従事した経験年数とする。なお、本加算における経験年数は、資格取得又はその職

種として配置された以後の経験に限らない。 

○取扱い内容 

児童指導員等加配加算については、令和３年度から山形県の取扱いが変更となったことに

伴い、山形市の取扱いについても次のとおりとなっております。 

・指定基準上必要となる従業者の員数に加え、常勤換算による算定で１以上配置すること。 
・月単位で常勤換算数を満たしていれば、「加えて１人」の配置がない日でも算定可能。 
 

 

○留意事項 

・看護職員加配加算や専門的支援体制加算についても、上記○取扱い内容と同様の取扱い

とします。 

 ・指定基準部分の人員配置は「サービス提供時間帯を通じて２人（利用者の数が１０人ま

での場合）」で変わらないため、事業所内にはサービス提供時間中に常時最低２人は必

要です。 

注 1）基準人員職員が有給を取得した場合や急遽休みになった場合、サービスを提供するためには、

他の職員を確保し、サービス時間帯を通じて 2 人（利用者の数が 10 人までの場合）配置する
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必要があります。 

注 2）注 1）のような場合に、基準人員を加算要員職員で穴埋めした場合は、加配加算職員の常勤換

算からその分の時間を差し引くことになります。この時に、常勤換算で1.0を下回った場合は、

その月は、児童指導員等加配加算等の算定ができなくなりますのでご注意ください。 

 ・児童指導員等加配加算の常勤換算について、「児童指導員等」と「その他の従業者」の

ように、算定する報酬区分が異なる職種の配置によって月単位の常勤換算１以上を満た

す場合は、「その他の従業者」の区分で算定できます。 
 
○児童指導員等加配加算の算定例（太字の曜日：基準人員として配置されている日） 
 

 
 
 
 
取扱いは次のとおりとします。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１】 

 

 

 

 

 

サービス提供時間：月～土 10：00～18：00 常勤職員の勤務時間：週 40 時間 

従業者Ａ 月 火 水 木 金   ９：00～18：00（常勤） 

従業者Ｂ   火 水 木 金 土 ９：00～18：00（常勤） 

従業者Ｃ 月   水 木   土 ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.8 人） 

従業者Ｄ 月   水   金   ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.6 人） 

従業者Ｅ   火       土 ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.4 人） 

利用者数 10 10 12 12 10 10 
※ 指定基準はＡ・Ｂ・Ｃで満たしている。ＤとＥで常勤換算 1 以上を満たしているため、算定

可能。 

【事例２】 

 サービス提供時間：月～金 10：00～18：00 常勤職員の勤務時間：週 40 時間 

従業者Ａ 月 火 水 木 金 ９：00～18：00（常勤） 

従業者Ｂ   火 水 木 金 ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.8 人） 

従業者Ｃ 月   水   金 ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.6 人） 

従業者Ｄ   火 水 木 金 ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.8 人） 

利用者数 ５ ８ 10 ８ 10 
※ 指定基準はＡ・ＢとＣの月曜勤務（常勤換算 0.2）で満たしている。Ｃ（残りの常勤換算 0.4）

とＤで常勤換算 1 以上を満たしているため、算定可能。月単位で常勤換算＋１を満たしてい

れば算定可能。（指定基準を満たせば、利用時の状況に応じた配置が可能） 

【事例３】 

 サービス提供時間：月～金 10：00～18：00 常勤職員の勤務時間：週 40 時間 

従業者Ａ 月 火 水 木 金 ９：00～18：00（常勤） 

従業者Ｂ 月 火 水 木 金 ９：00～18：00（常勤） 

従業者Ｃ   火 水 木 金 ９：00～14：00（非常勤、常勤換算 0.4 人） 

従業者Ｄ 月   水 木 金 14：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.4 人） 

従業者Ｅ 月 火   木 金 14：00～16：00（非常勤、常勤換算 0.2 人） 

利用者数 10 10 10 10 10 
※ 指定基準はＡ・Ｂで満たしている。Ｃ・Ｄ・Ｅで常勤換算 1 以上を満たしているため、算定

可能。（指定基準を満たせば、利用時の状況に応じた配置が可能） 
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【事例４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提供時間：月～金 14：00～18：00 常勤職員の勤務時間：週 40 時間 

従業者Ａ 月 火 水 木 金 ９：00～18：00（常勤） 

従業者Ｂ 月 火 水 木 金 14：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.5 人） 

従業者Ｃ 月   水   金 14：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.3 人） 

従業者Ｄ   火   木   14：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.2 人） 

利用者数 10 10 10 10 10 
※ 従業者Ａ・Ｂで指定基準を満たしている。ＣとＤでは常勤換算 0.5 のため、全日算定不可。 

【事例５】 

 サービス提供時間：月～金 14：00～18：00 常勤職員の勤務時間：週 40 時間 

従業者Ａ 月 火 水 木 金 ９：00～18：00（常勤） 

従業者Ｂ 月 火 水 木 金 14：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.5 人） 

従業者Ｃ 月 火 水     ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.6 人） 

従業者Ｄ       木 金 ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.4 人） 

利用者数 12 10 10 10 10 
※ 指定基準は従業者Ａ・Ｂと Cの月曜勤務（常勤換算 0.2）で満たしている。Ｃ（残りの常勤

換算 0.4）とＤでは常勤換算 0.8 のため、全日算定不可。 

【事例６】 

 サービス提供時間：月～土 14：00～18：00 常勤職員の勤務時間：週 40 時間 

従業者Ａ 月 火 水 木 金   ９：00～18：00（常勤） 

従業者Ｂ 月 火 水 木 金   14：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.5 人） 

従業者Ｃ 月 火 水     土 ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.8 人） 

従業者Ｄ       木 金 土 ９：00～18：00（非常勤、常勤換算 0.6 人） 

利用者数 12 10 10 10 10 10 

※ 指定基準は従業者Ａ・Ｂ、Ｃの月曜・土曜勤務（常勤換算 0.4）及びＤの土曜勤務（常勤換

算 0.2）で満たしている。Ｃ（残りの常勤換算 0.4）とＤ（残りの常勤換算 0.4）では常勤換

算 0.8 のため、全日算定不可。 
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（７）令和８年度障がい福祉サービス等報酬改定について 

 

障がい福祉サービス等のかかる国の予算額が、障害者自立支援法の施行時から４倍

以上に増加し、特に令和６年度報酬改定後において総費用額が+12.1％の伸び（１人あ

たり総費用額：+6.0％、利用者数+5.8％）となっている。また、こうした中で、引き

続き人材確保が課題となっているとともに、本来の制度趣旨に沿わないで加算を算定

する事業所も散見されるなど、サービスの質の低下も懸念される状況。 

このため、喫緊の課題である従事者の処遇改善に加えて、利用者に提供されるサー

ビスの質を確保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、令和８年度に臨時応

急的な見直しが実施される。 

 

■就労移行体制加算の見直し 

（対象サービス） 

 生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型 

（現状・課題） 

・就労継続支援Ａ型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構

築されている事業所を評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定してい

る。 

・この加算について、同一の利用者についてＡ型事業所と一般企業の間で複数回離転

職を繰り返し、その都度加算を取得するという、本来の制度趣旨とは異なる形で算

定する事業者の報道があるところ。 

（算定要件等の変更点）※令和８年４月から適用 

・就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当

該事業所の定員数を上限とする。 

・また、同一事業所だけでなく、他の事業所において過去３年間で算定実績がある利

用者について、ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など市長村長が適

当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。 

 
■就労継続支援Ｂ型の基本報酬区分の基準の見直し 

（現状・課題） 

就労継続支援Ｂ型の基本報酬については、平均工賃月額に応じた報酬体系を設定し

ているが、この平均工賃月額設定について、令和６年度報酬改定において、障がい特

性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利

用者数を用いた新しい算定方式を導入したところ、令和４年度から令和５年度に平均

工賃月額が約６千円上昇し、高い報酬区分の事業所割合が増加している。 

（算定要件等の変更点）※令和８年６月から適用 

基本報酬区分の基準額をそれぞれ３千円引き上げる。引き上げ幅は、その上昇幅（約

６千円）の 1/2 である３千円に留める。  

併せて、下記の配慮措置を講じる。 

・令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象

外とする。  

・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が３％程度に

収まるよう中間的な区分を新設する。  

・令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、

据え置く。 
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【人員配置基準６：１、定員２０人以下の場合】 

 

 
 
 
※その他の区分の単位数についても下記の厚生労働省ホームページに報酬算定構造が

掲載されておりますので、ご確認ください。 
 
【参考】 
厚生労働省ホームページ「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html 
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（８）福祉・介護職員等処遇改善加算について 

 

〇令和８年６月からの変更点 

令和８年度の報酬改定により、福祉・介護職員等処遇改善加算が拡充され、加算率が見

直されるとともに、計画相談支援、地域相談支援及び障がい児相談支援においても算定が

可能となる予定です。 
 

〇拡充内容 

①今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に 

拡大する（加算率の引上げ） 

②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける（加算Ⅰ・Ⅱ 

の加算率の上乗せ） 

③処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇 

改善加算を新設する 

④ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要 

な措置を講ずる 

 

○拡充イメージ 
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○加算率 

 
 

○算定要件等 
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３ 安全確保等 

（１）障がい福祉サービス提供中の事故発生に係る報告について 

 

 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、指定権者、支給決定市町村

及び当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに必要な措置を講じなければなりませ

ん。下記に基づき、市に遺漏なく報告してください。 

１ 事故報告の定義 

 ⑴  重大事故（事故発生当日に報告を要する事故） 

① 死亡、重篤状態（事故発生原因は問わない） 
※ 利用者自身の転倒による死亡等事故を含む。 
※ 窒息によるものを含む。  
※ 送迎中の事故により第三者が死亡、重篤状態となった場合も含む。 
※ 原因が単なる病気によるものは報告不要。ただし、後日、利用者家族等との

トラブルが発生する恐れのあるものについては、報告が必要。  
② 一定程度の後遺障がい、一酸化炭素中毒 （事故発生原因は問わない） 
③ 利用者の行方不明（行方不明者届を提出した場合）  
④ 火災の発生（火災扱いとするかは消防署の判断による） 
⑤ 自然災害による人的被害及び建物の損壊等の物的被害 

※ 自然災害とは地震、風水害等を指す。 
※ 負傷の程度及び損壊の程度は問わない。 

 

⑵ 重大事故以外の事故（１週間以内に報告を要する事故） 

① 医療上の治療を受けた場合（施設内の医師が治療した場合を含む） 
   ※ 利用者自身の転倒による怪我も含む。  
   ※ 送迎中の事故により、第三者が負傷した場合も含む。  

※ 軽微な擦り傷・打撲は原則除くが、利用者やその家族から苦情が寄せられた

場合は報告を要する。 
※ 薬剤等の誤飲等（利用者の体調に何らかの変化があった場合）。 

② 自然災害以外による建物損傷（第三者による建物損傷） 
③ 利用者の離設（行方不明者届を提出せず発見した場合） 

 

⑶ 事故報告が不要な事故 

① 単なる病気による死亡や重篤状態  
② 医療上の治療を受けなかった怪我  

 
２ 報告方法及び期限 

 ⑴ 重大事故に該当する場合 
   次の①から③の報告を行うこと。 
  ① 事故発生報告（第１報） 

 事故発生当日に、指導監査課へ「重大事故報告書」等※1により、ＦＡＸ又は Eメー 

ルで概要を送信し、その後、電話連絡※2する。（火災等、文書による報告が難しい場合
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は、電話連絡のみでも可。） 

※１ＦＡＸまたはＥメールによる報告の場合、重大事故報告用紙の項目を含んでいれば、山

形市の様式を用いなくても可。 
※2 閉庁時間中に発生した場合は、翌開庁日に報告し、年末年始等の長期間の閉庁日期間内

に、発生した場合は、山形市役所守衛室（TEL０２３－６４１－１２１２）に電話連絡する

こと。 
  ② 事故発生報告 
   ・１週間以内に事故報告書により事故発生報告をすること。 
  ③ 事故処理報告 
   ・事故の対応終了後に事故報告書により事故処理報告をすること。 
   ・期日までの提出が可能な場合、事故発生報告と事故処理報告を兼ねて事故報告書を

提出することができる。 
 
 ⑵ 重大事故以外の事故に該当する場合 

   次の①及び②の報告を行うこと。 
  ① 事故発生報告 
   ・１週間以内に事故報告書により事故発生報告をすること。 
  ② 事故処理報告 
   ・事故の対応終了後に事故報告書により事故処理報告をすること。 
   ・期日までの提出が可能な場合、事故発生報告と事故処理報告を兼ねて事故報告書を

提出することができる。 
 

３ 事故報告書の提出内訳 

  令和７年度 ４１件（令和８年３月１日現在） 

サービスの種類 
事故 

件数 

内訳 

死亡 骨折 

骨折 

以外の 

怪我 

離設 
誤食・

誤嚥 

その他
（交通事

故（怪我

なし）

等） 

入所系（共同生活援助、施設入所

支援、短期入所） 
２３  ３ ６ １３ ０ １ ０ 

訪問系（居宅介護、重度訪問介

護、同行援護、行動援護） 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

通所系（療養介護、生活介護、自

立訓練、就労移行支援、就労継続

支援） 

８ ０ ４ ２ ０ １ １ 

障がい児通所支援（児童発達支

援・放課後等デイサービス） 
１０ ０ ０ ７ １ ０ ２ 

合計 ４１ ３ １０ ２２ １ ２ ３ 
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４ 消費者事故通知について 

   平成２２年９月１日に施行された消費者安全法(平成２１年法律第５０号)において、地

方公共団体の長は消費者事故等に関する情報を得たときは、消費者庁長官に対して通知

しなければならないこととされております。  
障がい福祉サービス事業所等において、消費（役務）安全性が欠くことが疑われる事故

が発生した場合、消費者庁にその旨通知します。  
 ⑴ 重大事故（事故発生当日に報告を要する事故）のうち通知対象となる事故 

１⑴①、②及び④のうち、消費（役務）安全性を欠くことが疑われるものについては、

消費者庁に通知します。 
 

⑵ 重大事故以外の事故（１週間以内に報告を要する事故）のうち通知対象となる事故 

１⑵①（うち治療期間３０日以上の負傷・疾病に限る）及び②の事故のうち、消費（役

務）安全性を欠くことが疑われる事故についても、消費者庁に通知します。 
 
５ 感染症及び集団食中毒の発生時に係る報告について 

 ⑴ 報告基準 
・同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患

者が１週間に２名以上発生した場合。 
・同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が、１０名以上又は全利

用者の半数以上発生した場合。 
・上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、

特に施設長が報告を必要と認めた場合。 
※ 患者の人数は、同一敷地内のすべての施設を合計して算定する。 

 
 ⑵ 報告方法 

   感染者等の人数、症状、対応状況等を指導監査課へ電話で報告するとともに、併せて

山形市保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講じること。 
※ 後日、指導監査課へ提出する報告書は、山形市保健所に提出した報告書（山形市保

健所が指定する様式）と同一のもので構わない。 
 

６ 報告先 

〒990-8540 山形市旅篭町２－３－２５ 

福祉推進部指導監査課 障がい福祉指導係 

ＴＥＬ：０２３－６４１－１２１２（内線８６４、８６５） 

ＦＡＸ：０２３－６２４－８８９２ 

Ｅ－ｍａｉｌ: shogaishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp 
報告書の提出は、書面、EメールまたはＦＡＸのいずれかによる。 

※ 事故報告書をＦＡＸで提出する場合は、個人情報が含まれるため利用者の情報を空欄にして

ください。確認後こちらから電話で連絡しますので、その際に事故の詳しい状況と併せて利用

者の情報を伺います。 
※ Ｅメールで提出される際は、個人情報が含まれるため、誤送信とならないよう細心の注意を

払ってください。 
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報告 

報告 

事故報告 

 

７ その他 

〇 山形市が支給決定を行った利用者に係る事故報告は、指導監査課に提出することで、

障がい福祉課への届出を省略することが出来ます。 

○事故報告が不要な事例についても、ヒヤリハット事例として事業所内で情報共有をし、

事故防止に努めてください。 

○事故発生報告を提出後、事故処理報告が提出されていない事例があります。適切に報告

を行ってください。 

 

 【事故報告の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【感染症・集団食中毒報告の流れ】 

 

障がい福祉サービス事業者 

障がい者支援施設 

障がい児通所支援事業者 

事故報告 
山形市指導監査課 

山形市の利用者 

山形市以外の利用者 
利用者の支給決定市町村 

障がい福祉サービス事業者 

障がい者支援施設 

障がい児通所支援事業者 

山形市指導監査課 

山形市保健所 
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障がい福祉サービスにおける事故報告基準

区分 項目 事例等 報告方法等

①死亡、重篤状態 ・窒息事故によるものを含む。
・送迎中の事故により第三者が死亡、重篤状態となっ
た場合も含む。
・原因が単なる病気によるものは報告不要（ただし、
利用者家族等から苦情があったものについては報告
が必要）。

②一定程度の後遺障がい、一
酸化炭素中毒

・一定程度の後遺障がいとは、消費者安全法施行規
則第5条に定める身体の障がいとする。

③利用者の行方不明 ・行方不明者届を提出した場合、行方不明扱いとす
る。

④火災の発生 ・火災扱いとするかは消防署の判断による。

⑤自然災害による人的被害及
び建物の損壊等の物的被害

・自然災害とは地震、風水害等を指す。
・負傷の程度及び損壊の程度は問わない。

①医療上の治療を受けた怪
我等で、⑴重大事故に該当し
ない場合
※施設内の医師が治療した
場合を含む

・利用者自身の転倒による怪我も含む。
・送迎中の事故により、第三者が負傷した場合も含
む。
・軽微な擦り傷・打撲は原則除くが、利用者やその家
族から苦情が寄せられた場合は報告を要する。
・薬剤等の誤飲等（利用者の体調に何らかの変化が
あった場合）。

②自然災害以外による建物損
傷

・第三者による建物損傷。

③利用者の離設 ・行方不明者届を提出せず発見した場合、離設扱い
とする。

①単なる病気による死亡や重
篤状態

②医療上の治療を受けない怪
我

⑴重大事故

※事故発生
の原因に関
わらず報告
が必要
（利用者自身
の転倒によ
る事故、福祉
用具による
事故など）

当日

※電話、ファクス、メー
ルによる報告を当日す
ること
※事故報告書による事
故発生報告は１週間以
内とする
※期日までの提出が可
能な場合、事故発生報
告と事故処理報告を兼
ねて事故報告書を提出
することができる

⑵重大事故
以外の事故

※事故発生
の原因に関
わらず報告
が必要
（利用者自身
の転倒によ
る事故、福祉
用具による
事故など）

１週間以内

※事故報告書による事
故発生報告を１週間以
内とする
※期日までの提出が可
能な場合、事故発生報
告と事故処理報告を兼
ねて事故報告書を提出
することができる

⑶事故報告
が不要な事
故

報告不要
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重 大 事 故 報 告 

下記のとおり、重大事故が発生したので、報告します。 

報告（作成）日時 令和  年  月  日（ ） 
□午前 

  時  分 
□午後 

 

① 

法 人 名  

事 業 所 名  

サ ー ビ ス 名  

② 
事 業 所 報 告 者 役職  氏名  

連絡先電話番号  

③ 
事 故 発 生 日 時 令和  年  月  日（ ） 

□午前 
時  分（頃） 

□午後 

事故発生の場所  

④ 

事 故 の 概 要 

 
※複数の利用者等が関係

する事故にあっては、氏

名欄を「別紙参照」とし、

別紙で提出してくださ

い。 

 

※従業員・第三者の怪我等

の場合は、利用者等の氏

名欄にその旨分かるよ

うに記載してください。 

（○○（従業者）等） 

 

※火災・自然災害等による

施設損壊のみの場合は、

氏名等の記載は不要で

す。 

利用者等の 

氏名 
 

生年月日 

年月日 歳 

障がい種別 □ 身体 □ 知的 □ 精神 □ 難病 □ 児 

支給決定 （市町村名を記入） 区分  
□ 死亡、重篤状態  □ 後遺障がい □ 一酸化炭素中毒 
□ 行方不明     □ 火災    □ 自然災害による損壊 
《概要》 
 

⑤ 

事故原因特定事項 

（商品名や型番） 
※飲食物や物品等が原因

である事故に限る。 

 

 

⑥ 
被 害 の 状 況 

※被害が生じた場合に限

る。 

 

 

山形市役所 指導監査課 障がい福祉指導係あて 

ＦＡＸ（ 624-8892 ）またはメール（shogaishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp）で提出 

※提出後、電話連絡（ 641-1212（内 864、865））をお願いします（閉庁時は翌開庁日に連絡） 

※報告後、１週間以内に「事故報告書」を提出してください 

※上記①～⑥の内容が含まれていれば、この様式以外の送信票を使用しても構いません。 

障がい福祉サービス事業所等 
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事 故 報 告 書 

 

（ あて先 ） 山 形 市 長 

 令和  年  月  日 

施設・事業所の名称  印 

報告責任者 職氏名   

 

事 故 報 告 区 分 □ 事故発生報告 □ 事故処理報告 

事 故 発 生 日 時 令和  年  月  日（ ）     時  分（頃） 

事 故 の 区 分 

□ サービス提供により発生した事故 

 □ 死亡 □ 負傷 □ 交通事故 □ 行方不明 

 □ その他 詳細  

□ 集団感染 詳細  

□ 集団食中毒 詳細  

□ その他 詳細  

事故の内容 及び 

事故直後に取った対応 

 

※複数の利用者等が関係す

る事故にあっては、氏名欄

を「別紙参照」とし、別紙

で提出してください。 

 

※従業員・第三者の負傷等の

場合は、その旨分かるよう

に記載してください。 

（○○（従業者）等） 

 

※火災・自然災害等による施

設損壊のみの場合は、氏名

等の記載は不要です。 

利用者等の氏名  
生 年 月 日 

年 月 日 ○○歳 

障がい種別 □ 身体 □ 知的 □ 精神 □ 難病 □ 児 

支 給 決 定 （市町村名を記入） 区分  

サービス種類  

内容等 
※発生した場所、原因、負傷箇所等が分かるよう、詳細に記載してください。集団感

染・食中毒は、保健所への報告書の写しの添付で記載に代えることが出来ます。 

 
 

 治 療 期 間 （ 負 傷 等 の 場 合 ）  

 相手方氏名（交通事故等の場合）  

連 絡 の 有 無 

利用者の家族・保護者等への連絡 

□ 未 □ 済 
連絡日時 月  日   時  分 

相手方氏名  関係  

相談支援事業所への連絡（事業所名： ） 

□ 未 □ 済 
連絡日時 月  日   時  分 

相手方氏名  

障がい福祉サービス事業所等 
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事故後の対応・経過・ 

結果・再発防止策 

※事故処理報告時記入 

 

利用者・家族からの 

苦情等 

□ 無 □ 有  

 内容 
 

費 用 負 担 等 

※治療費負担の方法（事業所

負担か利用者負担か）、損

害賠償保険適用等につい

て記載すること。 

 

 

※記載欄に書ききれない場合、記載欄を広げるか、別途任意様式に記載し本書に添付してください。 

【提出先】山形市役所 指導監査課 障がい福祉指導係あて 

書面、メール（shogaishido@city.yamagata-yamagata.lg.jp）またはＦＡＸ（ 624-8892 ）で提出 
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（２）感染症対策について 

 

障がい福祉サービス事業所等は、これまでも感染症や食中毒の発生やまん延防

止などに努めなければならないとされておりました。また、令和３年度の運営基

準の改正により感染対策委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施及び感染

症に係る業務継続計画の策定が義務付けられました。（令和６年度から義務化） 

感染症や非常災害の発生時における業務継続計画の策定及び当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じていない場合、「業務継続計画未策定減算」が適用とな

ります。 

つきましては、下記の厚生労働省のホームページを参考に、感染症拡大防止の

徹底に努めていただきますようお願いします。 

 

（参考）厚生労働省ホームページより 

○感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 

〇障害福祉サービス事業所等における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する

研修(動画) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html 

 

令和６年度報酬改定による基準の変更 

【障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上】 

（サービスの種類：施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障害児入所施設） 

 

１ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

第二種協定指定医療機関である病院又は診療所との新興感染症発生時等にお

ける対応を取り決めることを努力義務化 

取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の発生の公表後４か

月から６か月程度経過後）において、入所者が新興感染症に感染した場合に、相

談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。 

 

２ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合、新興感染症の発生時等

の対応について協議を行うことを義務付け 

  協議の結果、当該協力機関との間で、新興感染症の発生時等の対応の取り決

めがなされない場合も考えられるが、日頃から連携し、新興感染症の発生時等

にも連携して対応を行うことになることから、取り決めまで行うことが望まし

い。 
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（３）防犯及び非常災害に係る利用者の安全確保について 

１ 防犯に係る利用者の安全確保 

令和７年１０月１５日、埼玉県鶴ヶ島市の高齢者施設において、入所者が殺傷されると
いう痛ましい事件が発生しました。「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保につ
いて（通知）」（令和7年10月16日付け事務連絡こども家庭庁2課・厚生労働省3課通知）に
おいて、外部からの不審者の侵入に対する防犯に関して、事件の検証を踏まえ、「社会福
祉施設等における点検項目」が整理されていますので、これを参考に、現状を点検し、課
題を把握すること等により、安全確保の取組みを進めていただくようお願いします。 

 
２ 非常災害時の利用者の安全確保 

平成２８年８月３１日には、岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームで台
風１０号に伴う暴風及び豪雨による災害発生により多数の入居者が亡くなるという痛ま
しい被害がありました。障がい者支援施設等においても、自力避難が困難な方も多く利用
されていることから、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備
えた十分な対策を講じる必要があります。 
事業者が遵守しなければならない事項として、「非常災害対策」及び「業務継続計画の

策定等」が義務付けられています。 
事業所で策定した非常災害計画及び業務継続計画に基づき、必要な研修及び訓練を実施

してください。 
また、令和３年の水防法改正により、洪水浸水想定区域の指定対象が全ての一級・二級

河川に拡大されたことを受け、山形県では、従前対象ではなかった中小の県管理河川を対
象に令和６年６月１４日に浸水想定区域の追加の指定が行われました。このことに伴い、
対象事業所には避難確保計画を策定し、提出していただきました。策定した避難確保計画
に基づき、火災や地震を想定した避難訓練だけでなく、該当する災害を想定した避難訓練
等を実施してください。 

 

「山形市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成 30

年 12 月 21 日山形市条例第 67号） 

山形市条例 解釈通知 

（非常災害対策）  
第 75 条 指定療養介護事業者は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けるととも
に、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災
害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、
それらを定期的に従業者に周知しなければなら
ない。 

２ 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるた
め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わ
なければならない。 

３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の
実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよ
う連携に努めなければならない。 

  
※ 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援及び共同生活援助において準用。 
 ※ 障がい者支援施設、児童発達支援センター、

児童発達支援及び放課後等デイサービスにつ
いても、それぞれの条例において同様に規定。 

（19）非常災害対策（市条例第 75条） 
① 非常災害に際して必要な諸設備の整備や具体的

計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整
備、避難、救出訓練の実施等その対策に万全を期
さなければならないこととしたものである。 

 
② 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）そ
の他法令等に規定された設備を指しており、それ
らの設備を確実に設置しなければならない。 

 
③ 「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法

施行規則（昭和 36年自治省令第６号）第３条に
規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）
及び風水害、地震等の災害に対処するための計画
をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基
づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定に基
づき定められる者に行わせるものとする。 

 

85



④ 「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、
火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通
報する体制をとるよう職員に周知徹底するとと
もに、日頃から消防団や地域住民との連携を図
り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえ
るような体制作りを求めることとしたものであ
る。 

 
⑤ 条例第 75 条第３項は、指定療養介護事業者が前
項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当
たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよ
う努めることとしたものであり、そのためには、
日頃から地域住民との密接な連携体制を確保す
るなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくり
に努めることが必要である。訓練の実施に当たっ
ては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を
仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 
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社会福祉施設等における点検項目 

１ 日常の対応  
（１）所内体制と職員の共通理解 

１ 

不審者への対処や、利用者で体力のない人・身体の不自由な人・心身の状況から避難に援助が

必要な人の避難のあり方など、利用者の安全や職員（嘱託の警備員等を含む。以下同じ。）の

護身を含め、防犯に係る安全確保に関し、職員会議等で取り上げる等により、企図的な侵入を

含めた様々なリスクに関する職員の共通理解を図っているか。 

２ 防犯に係る安全確保に関する責任者を指定するなど、職員の役割分担を明確にし、協力体制の

下、安全の確保に当たっているか。 

３ 

来訪者用の入口・受付を明示し、外部からの人の出入りを確認しているか。また、外部からの

人の立入りができる場所と立入りを禁じる場所とを区分けしたり、各出入口の開錠時間等を整

理した上で施設内に掲示したり、非常口の鍵を内側からしか開けられなくしたりするなどの工

夫をしているか。 

４ 
職員が顔写真入りの身分証を首からかけたり、来訪者に来訪者証やリボンその他を身につける

よう依頼したりする等により、利用者・職員とそれ以外の人を容易に区別できるようにしてい

るか。 

５ 来訪者に“どこへ行かれますか？”“何かお手伝いしましょうか？”といった声かけをするこ

ととし、実践しているか。 
６ 夜間の出入口は限られた場所とし、警備員室等の前を通るような動線となっているか。 

７ 来訪者の予定について、朝会などで職員間に情報提供したり、対応する予定の職員に確認した

りしているか。 

８ 
職員等に対する危機管理意識を高めるための研修や教育に努めるとともに、必要に応じ、警察

や警備会社、防犯コンサルティング会社等の協力も得つつ、防犯講習や防犯訓練等を実施して

いるか。 

９ 通所時や夜間に加え、施設開放やイベント開催時など職員体制が手薄になりがちな場合の防犯

に係る安全確保体制に留意しているか。 

１０ 万一の場合の避難経路や避難場所及び家族・関係機関等への連絡先・連絡方法（緊急連絡網）

をあらかじめ定めておき、職員に周知しているか。 

１１ 
緊急事態発生時に、利用者に動揺を与えることなく職員間で情報を伝達できる「合言葉」をあ

らかじめ定めておき、職員に周知しているか。緊急事態発生時に、利用者に動揺を与えること

なく職員間で情報を伝達できる「合言葉」をあらかじめ定めておき、職員に周知しているか。 
（２）不審者情報に係る地域や関係機関等との連携 

１ 

市町村の施設・事業所管課、警察署等関係機関や社会福祉協議会、民生委員・児童委員、町内

会・防犯協会などの地域団体と日常から連絡を取るとともに、関係先電話番号の共有化など、

連携して連絡・情報交換・情報共有できる体制となっているか。 
また、共有した関係先電話番号は見やすい場所に掲示されているか。 

２ 関係機関からの注意依頼文書を配布・掲示するなど施設等内で周知徹底しているか。 
（３）施設等と利用者の家族の取組み 

１ 利用者に対し、犯罪や事故から身を守るため、施設等内外における活動に当たっての注意喚起

を行っているか。また、利用者の家庭でも話し合われるよう働きかけているか。 
（４）地域との協同による防犯意識の醸成 

１ 
自治体や地域住民と協力して、施設やその周辺の設備（街灯・防犯灯など）の維持管理状況を

確認し、必要に応じて改善したり行政に働きかけたりするなど、地域住民と協同しながら防犯

に向けた対応や交流を行っているか。 
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２ 
地域のイベントや自治体のボランティア活動に積極的に参加し、普段から地域との交流を深め

ているか。 

（５）施設設備面における防犯に係る安全確保 

１ 
利用者の属性や施設等の態様、周辺の環境等を踏まえ、可能な経費の範囲において、防犯に係

る安全確保のために施設・設備面の対策を講じているか。 

２ 門扉や囲い、外灯、窓、出入口、避難口、鍵の管理等の状況を毎日点検しているか。 

３ 
施設管理上重要な設備（例えば、電源設備など）への施錠その他の厳重な管理と、その施錠等

の管理の状況を毎日点検しているか。 

４ 
警報装置、防犯カメラ等を設置している場合は、一定期間ごとに、作動状況の点検、警備会社

等との連携体制を確認しているか。また、警報解除のための鍵や暗証番号を随時変更するなど、

元職員や元入所者など関係者以外の者が不正に侵入できないようにする対策を講じているか。 

（６）施設開放又は施設外活動における安全確保・通所施設における利用者の来所及び帰宅時における 

１ 施設や施設外活動場所の周辺にある危険箇所を把握し、利用者・家族に対し注意喚起を行って

いるか。 

２ 

来所・退所時の経路を事前に指定し、利用者・家族に対する指定された経路の利用に係る依頼・

指導等をしているか。特に児童通所施設においては、来所及び帰宅途上で犯罪、事故に遭遇し

た時、交番や「こども１１０番の家」等に緊急避難できるよう、あらかじめ利用者とその家族

等に周知しているか。 

３ 利用者に係る緊急連絡用の連絡先を把握しているか。 

４ 
施設外での諸活動時・来所退所時の連絡受領体制を確保しつつ、利用者とその家族等に対する

施設又は担当者の連絡先の事前周知を行っているか。 

５ 施設外での諸活動に際し、利用者の状況把握をする責任者を設定し、確実な状況把握に努めて

いるか。 
６ 施設開放時には、開放箇所と非開放箇所との区別を明確化し、施設内に掲示しているか。 

７ 
施設開放時には、来訪者の安全確保のため、来訪者に、防犯に係る安全確保等に係るパンフレ

ットなどを配付して注意喚起しているか。 

２ 不審者情報を得た場合その他緊急時の対応  

（１）不審者情報がある場合の連絡体制や想定される危害等に則した警戒体制 

１ 

施設等周辺における不審者等の情報が入った場合に、次のような措置をとる体制を整備してい

るか。 
・不審者を職員等が直接見かけたときや利用者の家族からの連絡を受けたときその他直接に第

一報を得たときは、より適切に対応するため、可能な範囲で更なる情報収集を行うこと。さら

に、必要に応じ、事前に構築している連絡体制に基づき、警察に情報提供するとともに、市町

村の施設・事業所管課等に連絡を行い、近隣の社会福祉施設等への連絡その他を求める。 
・事前に定めた連絡網その他を活用し、職員間の情報共有を図り、複数の職員による対処体制

を確立する。 
・（利用者の年齢や心身の状態に応じて）利用者に対して、また、その家族等に対して、情報

を提供し、必要な場合には職員の指示に従うよう注意喚起する。 
・利用者の安全確保のため、その家族等や近隣住民、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、

町内会や防犯協会等の地域活動団体等の協力を得る。 
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・利用者に危害の及ぶ具体的なおそれがあると認める場合は、警察や警備会社、防犯コンサル

ティング会社等からの助言を得ることとし、当該助言を踏まえて、必要に応じ、上記１．（５）

の施設設備面の増強や職員等による巡回、監視体制に必要な職員の増配置、期間限定での警備

員の配置、通所施設においては当該施設を臨時休業するなど、想定される危害や具体化する可

能性に即した警戒体制を構築する。 
（２）不審者が立ち入った場合の連絡・通報体制や職員の協力体制、入所者等への避難誘導等 

１ 

施設等内に不審者が立ち入った場合に備え、次のような措置をとる体制を整備しているか。 
・不審者が施設内に立ち入り、利用者に危害を加える具体的おそれがあると判断した場合は、

直ちに警察に通報するとともに、利用者の家族、市町村の施設・事業所管課等に対しても、速

やかに連絡する。 
・事前に整理した緊急連絡網や合い言葉などを活用して、利用者を動揺させないようにしなが

ら職員が相互に情報を共有し、複数の職員による協力体制を速やかに構築する。 
・不審者に対し利用者から離れた場所に移動を求める、直ちに利用者を退避させるなど、人身

事故が起きないよう事態に対応する。特に、乳幼児、高齢者や障害者で、円滑な移動に制約の

ある者の退避については、十分に留意する。加えて、これらの対応の過程においては、やむを

得ない場合を除き、不審者をいたずらに刺激しないよう言葉遣い等に配意したり、利用者の安

全が確保済みであることを前提にその場から待避することも視野に入れたりするなどして、対

応する職員の安全が確保されるよう留意する。 
・不審者に立退きを求めた結果、相手が一旦退去したとしても、再侵入に備え、敷地外に退去

したことを見届けて閉門・しばらく残って様子を見る等の対応をする。 
・不審者の立入りを受けつつ重大な結果に至らなかったときであっても、再度の立入りの可能

性について検討し、必要に応じて点検項目を見直すなど体制を整えるとともに、想定される危

害や具体化する可能性に即して、上記（１）の体制を確保する。 
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（４）児童の安全確保について 

 
令和３年７月に福岡県中間市の保育所で男児が通園バスに置き去りにされ熱中症によ

り死亡した事案受け、「児童の安全の確保」に係る児童福祉法等の法律改正に伴う省令の
改正が行われました。 
また、令和４年９月にも、静岡県牧之原市の認定こども園で、送迎用バスに置き去りに

された女児が熱中症により死亡するという大変痛ましい事案が発生しました。 
静岡県で起きた事案の主な原因は、園児のバス降車時に、運転手、乗務員ともに、送迎

用バスに園児が残っていないか確認を行わなかったこと、降車時の人数確認等を手順とし
て決めていなかったこと等にありました。この事案を受けて、児童の送迎時の安全の確保
を図るべく国において「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられるととも
に、関係省令の改正が行われ、山形市条例においても必要な改正を行いました（別添参照）。 
 
 

【児童の安全の確保に係る主な義務付け内容】 
 
１ 安全計画の策定等について 
（１） 障がい児の安全確保を図るための計画を策定 

ア 施設の設備等の安全点検 
イ 施設内外での活動等における従業員や障がい児等に対する安全確保のための指導 
ウ 従業員への各種訓練や研修等の実施 等 

（２） 安全計画の従業員への周知と計画に基づいた研修及び訓練を定期的な実施 
（３） 利用する障がい児等の保護者と連携を図るための安全計画に基づく取組の内容等 

の保護者への周知 
（４） 定期的な安全計画の見直しと変更 
※ 経過措置として、令和６年３月３１日までの間、安全計画の策定等は努力義務とす
る。 

 
２ 自動車を運行する場合の所在の確認について 
（１） 障がい児の通所や事業所外活動等のために自動車を運行する場合、乗降車の際に

点呼等の方法で児童の所在を確認すること。 
（２） 送迎目的の自動車を運行する場合は、ブザー等の車内の児童の見落としを防止す 

る装備の装着と降車時の所在確認の実施。（３列以上の自動車が対象） 
※ 経過措置として、令和６年３月３１日までの間、ブザー等の装置を設置するのに 
困難な事情があるときは、運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるととも
に、車体後方に子どもの所在確認を行ったことを記録する書面を備える等、所要の
代替措置を講じることを前提として、設置しなくても差し支えない。 

 

【自動車台帳】 
 
令和６年１１月２６日付け山形市福祉推進部指導監査課長事務連絡において、自動車台帳

の提出を依頼しております。台帳記載内容に変更があった際は、速やかに電子メールで提出
してください。 
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「山形市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(令和元年 7月 1日

山形市条例第 1号）より抜粋 

山 形 市 条 例 

第３章 児童発達支援 
【新設】 
（安全計画の策定等） 
第４１条の２ 指定児童発達支援事業者は、障がい児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業

所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障がい児等に対する事業所外で
の活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指
導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画
（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなけれ
ばならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び
訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障がい児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護
者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行
うものとする。 

 
 ※対象事業 

児童発達支援（児童発達支援センターを含む。）、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居
宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の事業所。 

 
【新設】 
（自動車を運行する場合の所在の確認） 
第４１条の３ 指定児童発達支援事業者は、障がい児の事業所外での活動、取組等のための移動その他

の障がい児の移動のために自動車を運行するときは、障がい児の乗車及び降車の際に、点呼その他の
障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障がい児の所在を確認しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障がい児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席
並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を
勘案してこれと同程度に障がい児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に
運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障がい児の見落としを防止する装置を備え、こ
れを用いて前項に定める所在の確認（障がい児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

 
 ※対象事業 

・第４１条の３第１項（点呼等による所在の確認）については、児童発達支援（児童発達支援セン
ターを含む。）、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の事業所。 

  ・第４１条の３第２項（安全装置に係る装備の義務付け）については、児童発達支援（児童発達支
援センターを含む。）、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスの事業所。 

 
＜留意事項＞ 

  〇令和４年１２月２８日付「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に
ついて（通知）」より抜粋 

１ 所在確認 
所在の確認は、送迎用のバスの運行に限らず、事業所外活動のほか障がい児の移動のために自動

車を運行するすべての場合が対象となる。 
 

２ 安全装置に係る義務付けの対象となる自動車 
   通所を目的とした自動車のうち、座席が２列以下の自動車を除く全ての自動車が原則として安全

装置に係る義務付けの対象となる。 
   なお、座席が２列以下の自動車と同様に義務付けから除外される「その他利用の態様を勘案して

これと同程度に障がい児の見落としのおそれが少ないと認められるもの」ついては、例えば、座席
が３列以上あるものの、障害児が確実に３列目以降を使用できないように障がい児が確実に通過で
きない鍵付きの柵を車体に固着させて２列目までと３列目以降を隔絶することがなどが考えられる
が、安全装置が義務付けられる経緯・趣旨に鑑み、その判断は十分慎重に行うこと。 

 

91



（５）こども性暴力防止法について 

 
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措

置に関する法律（令和６年法律第６９号）が、令和８年１２月２５日に施行されます。 
制度開始後、対象事業者は、従事者に、性犯罪前科の有無を確認することが求められま

す。 
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の

雇用管理上の措置が必要になります。 
 
１ 対象事業・対象業務（こども性暴力防止法施行ガイドライン３６頁～） 
 （１）義務対象：「学校設置者等」の「教員等」 
   ①指定障がい児通所支援事業者（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型

児童発達支援又は保育所等訪問支援）は、「学校設置者等」に該当します。 
   ②以下の職種は、「教員等」に該当します。 

児童発達支援     ：事業所の管理者、児童指導員、 
児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、 
看護職員、保育士、栄養士、指導員、 
その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 

放課後デイサービス  ：事業所の管理者、児童指導員、保育士、 
児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、 
看護職員、指導員、 
その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 

居宅訪問型児童発達支援：事業所の管理者、訪問支援員、 
児童発達支援管理責任者、指導員等 

保育所等訪問支援   ：事業所の管理者、訪問支援員、 
児童発達支援管理責任者、指導員等 

 （２）認定対象：「民間教育保育等事業者」の「教育保育等従事者」 
   ①指定障がい福祉サービス事業者（居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重

度障害者等包括支援）は、「民間教育保育等事業者」に該当します。 
   ②以下の職種は、「教育保育等従事者」に該当します。 

居宅介護：管理者、従業者、サービス提供責任者 
同行援護：管理者、従業者、サービス提供責任者 
行動援護：管理者、従業者、サービス提供責任者 
短期入所：管理者、従業者 
重度障害者等包括支援：管理者、従業者、サービス提供責任者 

 
２ 安全確保措置（こども性暴力防止法施行ガイドライン１１４頁～） 
 （１）児童対象性暴力等の未然防止等のために日頃から講ずべき措置 

①服務規律等の整備・周知 
②施設・事業所環境の整備 
③対象業務従事者に対する研修 
④児童等や保護者への教育・啓発 

 （２）児童対象性暴力等を把握するための措置 
①児童等との面談その他の児童対象性暴力等のおそれを早期に把握するための措置 
ア 児童等に対する日常観察 
イ 発達段階や特性に応じた児童等に対する定期的な面談・アンケート 
ウ 適切な報告・対応ルールの策定・周知等 
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②児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするた
めの措置 
ア 事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知 
イ 児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知 

 
３ 学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの一括登録の流れ 

（こども性暴力防止法施行マニュアル３３１頁～） 
（１）【学校設置者等・施設等運営者】ＧビズＩＤの申請等（令和８年４月末頃まで） 

次の①及び②に示す手順に従って対応を行う。 
①学校設置者等施及び施設設等運営者が、個別にＧビズＩＤ（プライム）を申請。 
②ＧビズＩＤ（プライム）発行後、各事業者は、必要に応じてＧビズＩＤ（メンバー
（（第一管理者））を作成・取得。 

※ＧビズＩＤ取得後、後述の「（３）事業者情報の登録」までに、プライム・メンバ
ー（第一管理者）の異動が生じた場合は更新。 

（２）【デジタル庁】ＧビズＩＤの発行 
（３）【学校設置者等・施設等運営者（施設・事業所）】事業者情報の登録 

（令和８年４月から６月末まで：約３か月） 
次の①及び②に示す手順に従って対応を行う。 

①施設・事業所が、学校設置者等・施設等運営者の情報を含め、事業者情報（Ｇビズ
ＩＤを含む。）を所轄庁に登録。 

②５月から７月までにかけて、施設・事業所数に応じて登録期間をこども家庭庁から
指定所轄庁の方針に従い、５月より前も登録可能とする。 

（４）【所轄庁】事業者情報の確認・とりまとめ・提出 
（令和８年５月から７月末まで：約３か月） 

（５）【こども家庭庁】データクレンジング・システムへのデータ取込み 
（令和８年５月中旬から１０月末まで：約５か月半） 

（６）【学校設置者等・施設等運営者】権限設定準備 
（令和８年１１月から１２月上旬まで：約１か月半） 
学校設置者等・施設等運営者は、事務等を行う従事者ごとに、いずれの権限（犯罪

事実確認ができる者等）を設定するか検討。 
（７）【学校設置者等・施設等運営者】権限設定（令和８年１２月中旬にシステム暫定稼

働）後、犯罪事実確認書の交付申請等（施行日にシステム本格稼働） 
学校設置者等・施設等運営者は、システム（暫定稼働）上で権限設定を行い、施行

日からシステム上で犯罪事実確認書の交付申請等を実施。 
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４ 指導監査 

（１）運営指導、監査及び行政上の措置について 

 

１ 運営指導（旧実地指導） 

サービスの内容等又は介護給付費等の請求の適正化を図ることを目的として、原則

として３年に１回、事業所又は施設に赴いて実施する。必要と判断される場合は３年

に満たない期間に実施することがある。 

 

２ 集団指導 

指定障がい福祉サービス事業者に対して、介護給付費等の請求内容、制度の改正内

容、過去の指導事例等について、年１回程度、講習等の方式又はオンラインを活用し

た動画の配信等により実施する。 

 

３ 監査 

監査は、事業者等の運営、支援内容及び介護給付費等の請求について、不正又は著

しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置

を採ることを主眼とする。 

【監査の実施基準】 

監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。 

⑴ 事業運営又は施設運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由

があるとき。 

⑵ 支援内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。 

⑶ 介護給付費等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由が

あるとき。 

⑷ 指定基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。 

⑸ 度重なる指導によっても事業運営、施設運営、支援内容又は介護給付費等の請求

に改善が認められないとき。 

⑹ 正当な理由がなく運営指導を拒否したとき。 

 

４ 行政上の措置 

監査において、指定基準違反等が認められた場合、障害者総合支援法又は児童福祉

法の規定に基づき下記の行政上の措置を行う。 

⑴ 勧告 

   指定基準違反の事実が確認された場合、事業者に対して期限を定めて、文書によ

る基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかった場合は公表

することができる。勧告を受けた事業者は、期限内に文書による改善報告を行う。 

⑵ 命令 

   事業者が正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかった場合、期限を定めてそ
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の勧告に係る措置をとるよう命令することができる。命令した場合は、その旨を公

示しなければならない。 

⑶ 指定の取消し等 

   指定基準違反等の内容が、障害者総合支援法又は児童福祉法に定める処分事由に

該当する場合、行政処分として次の措置をとることができる。 

 ① 指定の一部効力停止 

    指定された期間について、新規利用者の受入停止や請求できる介護給付費等が 

制限される。 

  ② 指定の全部効力停止 

    指定された期間について、全利用者の介護給付費等の請求ができない。 

  ③ 指定取消 

    指定を取り消された場合、処分日以降、当該事業所の全ての報酬算定ができな

くなる。障害者総合支援法第３６条第３項第６号及び児童福祉法第２１条の５の

１５第３項第６号の規定により、事業者（役員及び管理者等含む）は、指定取消

処分の効力が発生する日から５年間、新規指定を受けることができない。 

指定取消処分の理由となった事実に関して、組織的な関与が認められた場合、

連座制（※）が適用されることとなり、同法人及び同法人の役員等は、同一サー

ビス等類型内の他の障害福祉サービス事業所の指定更新及び新規の指定を受け

ることができない。 

※ 連座制：一事業所等の指定取消において、当該障がい福祉サービス事業者の取消の理由と

なった事実について、組織的な関与が認められた場合は、その障がい福祉サービス事業

者の同一サービス等類型内の他事業所等の指定又は更新の拒否につながる仕組みをいう。 
 

５ 経済上の措置 

命令又は指定の取消等を行った場合に生じた介護給付費等の返還金については、原

則として、加算金（返還額の１００分の４０を乗じた額）が付加される。 

 

６ 法令遵守の徹底について 

  障がい福祉サービス事業者等は、関係法令等に従い、適正な事業運営を行う必要が

あります。指定を受けた後も、日頃から基準等を確認し、法定を遵守した事業運営に

努めてください。 

 

７ 不正請求の防止について 

報酬告示や留意事項通知、国の Q&A 等を確認し、算定要件等を把握した上で請求事

務を行うこと。また、人員や加算の要件を満たしているか毎月確認を行うこと。 

架空請求はもってのほか、利用者のサービス利用状況等について適切な管理を行う

こと。 

利用日数やサービス提供内容等と請求内容に相違がないか複数の職員で確認を行

うこと。 
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４ 指導監査 

（２）運営指導における指導事項等について 

 

障がい福祉サービス事業者等は関係法令等に従い、適正な事業運営を行う必要があります。 

運営指導において指摘・指導が多い事項や誤りが生じやすい事項を以下にまとめています。 

委員会や研修等について、実施記録が作成されておらず、運営指導時に実施したことを確認でき

ない事案が散見されました。また、報酬の加算の算定においても要件を満たしていることが確認で

きない事案がありました。第三者により客観的に確認できるよう、必要な事項は「全て記録に残す」

ことを意識し、運営にあたってください。 

各事業者等におかれましては、常に基準等を確認し、法令を遵守した事業運営に努めていただく

とともに、以下の事項と同様の状況が確認された場合には、自主的に改善を行ってください。 

１ 人員について 

No 項目 内容 

1 従業者の配置 【全サービス】 

●他事業所や他職種との兼務職員の勤務時間を区分して管理していない。 

●サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）が欠如している。 

・「常勤」が要件であるにもかかわらず、他の事業所（当該事業所とは別

の場所）の従業者を兼務していた。 

・「令和元年度～令和３年度に限り、受講時点でサービス管理責任者等と

しての実務要件を満たしている場合は、基礎研修修了によりサービス管理

責任者等として配置可能である」猶予期間が終了したため、サービス管理

責任者等として業務をするためには、基礎研修修了後、更に２年間の実務

経験を経て、実践研修を修了する必要があったが、受講していなかった。 

【児童発達支援・放課後等デイサービス】 

●サービス提供時間中、必要な人員が配置されていない。 

例）午前中は児童発達支援、午後は放課後等デイサービスを提供する多機

能型事業所で、児童発達支援の利用者０名、放課後等デイサービスの利用

者１０名の場合であっても、１日を通じて児童指導員又は保育士２名の配

置が必要となる。 

 

２ 運営について 

No 項目 内容 

1 受給資格の確認 支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等について、受給者証を確

認していない。 

2 心身の状況等の把握 アセスメントの実施が個別支援計画の作成より後になっている。 

3 サービス提供の記録 【訪問系・通所系】 

●サービス提供記録について、利用者から提供の都度、確認を得ていない。

生活介護、就労継続支援 B 型及び短期入所事業所で提供の都度、利用者か

ら確認を得ていない事例が見受けられた。 

96



 

 
 

※後日、まとめて確認を得ることで差し支えないとされているのは、療養

介護、宿泊型自立訓練、共同生活援助、施設入所支援、障がい児入所支援。 

4 利用者負担額の受領 【共同生活援助】 

●食費等の利用者負担額の積算根拠が明確でない。 

●利用者の通院又は買い物等に従業者が同行する（以下「通院同行等」と

いう。）場合、同行した従業者の人件費相当額を利用者から徴収すること

は不可。通院同行等に係る人件費は訓練等給付費に含まれている。（令和

８年３月厚生労働省に確認。） 

5 法定代理受領通知 ●法定代理受領通知を利用者に通知していない。（相談支援事業の利用者

へも交付が必要） 

●自己負担額ある利用者にのみ法定代理受領通知を通知し、自己負担額の

ない利用者には通知していない。 

6 個別支援計画の作成

等 

【全サービス】 

●個別支援計画の作成手順が適正でない。 

・原案及び計画の作成に係るモニタリングの記録や個別支援会議の記録が

ない。（開催日時、参加者、意見等の記録がない） 

・計画の作成後、必要な計画の変更を行っていない。 

利用者の状態に変更がなく、サービスの内容を変更せずに目標設定期間

のみを変更する場合も、利用者にその旨を説明し、利用者の同意を得るこ

と。 

●個別支援会議に利用者が参加していない。 

会議はサービス管理責任者が利用者及び当該利用者に対するサービス

の提供に当たる担当者等を招集して行うこと。 

●個別支援会議において、原案の内容について意見を求めていない。 

 会議において、利用者の現状報告だけでなく、計画の原案について意見

を求め、その内容を記録すること。 

●個別支援計画の同意について、契約締結後１か月以内までに同意を得て

いない。この場合、「個別支援計画未作成減算」が適用となる。個別支援

計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合も同減算が適

用となる。 

●作成した個別支援計画を計画相談（障がい児相談）支援事業所に交付し

ていない。交付した旨の記録を残しておくこと。 

【生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス】 

●支援時間及び延長支援時間を定めていない。 

●支援時間の設定が実態と異なる。 

7 サ ー ビ ス等 利 用計

画・障がい児支援利用

計画の作成等 

【計画相談支援・障がい児相談支援】 

●サービス担当者会議を利用者の支給決定前に行っている。 

●モニタリング対象月にモニタリングを実施していない。 

●アセスメント及びモニタリング時に利用者の居宅、障害者支援施設等、

精神科病院（障がい児の場合は居宅）を訪問していない。 
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●モニタリング報告書を作成していない。 

8 

 

運営規程 ●運営規程の内容が実態や重要事項説明書と異なっている。 

●運営規程を変更したが、変更届が市へ提出されていない。 

9 重要事項説明書 ●内容を変更した際に、利用者への説明及び同意を得ていない。 

●運営規程の内容や利用者負担額の受領に係る徴収実態と重要事項説明

書の記載内容が異なっている。 

10 秘密保持等 ●従業者及び従業者であった者に対して、秘密保持のための必要な措置を

講じていない。 

全ての従業者に秘密保持誓約書等への署名や就業規則への記載等の措

置が必要。 

11 業務継続計画の策定

等 

 

●業務継続計画に係る訓練を実施していない事業所が見受けられた。 

①業務継続計画の策定、②業務継続計画の従業者への周知、 

③研修及び訓練の定期的な実施、④業務継続計画の定期的な見直し及び

必要に応じた変更 

12 非常災害対策 ●非常災害対策計画を策定していない（消防計画のみで、それ以外の災害

への対処について記載していない。） 

●避難訓練を実施していない。（実施回数の不足、浸水想定区域又は土砂

災害警戒区域内にある事業所が、浸水または土砂災害を想定した避難訓練

を実施していない。） 

13 衛生管理等 

 

●感染症等の発生及びまん延防止のための必要な措置を講じていない。特

に研修及び訓練の実施回数が不足している事業所が見受けられた。 

 ①感染対策委員会の開催（実施回数が不足している、委員会の結果につ

いて従業者へ周知していない、又は周知したことがわかる記録がない） 

②指針を整備していない 

③研修及び訓練の開催（回数が不足している、実施記録がない） 

14 身体拘束等の禁止 ●身体拘束等の適正化に係る委員会が開催されていない 

●委員会の開催記録、委員会の結果を職員へ周知した記録及び職員への研

修を実施した記録がなされていない。 

※必要な取組が未実施の場合は減算が適用。 

介護保険サービスの訪問介護等では減算がないため、一体的に運営して

いる居宅介護等事業所で取り組んでいない事例があった。 

15 虐待の防止 ●虐待防止のための委員会の開催されていない 

●委員会の開催記録、委員会の結果を職員へ周知した記録及び職員への研

修を実施した記録がなされていない。 

※未実施の場合は減算が適用 

16 障がい児通所支援 

安全計画の策定等 

 

●障がい児の安全の確保を確保するための必要な措置が講じられていな

い。計画の見直しを行っていない。従業者及び保護者へ計画及び取組につ

いて周知していない。 

 ①安全計画の策定、②安全計画の従業者への周知、③研修及び訓練の定

期的な実施、④保護者への安全計画に基づく取組内容等の周知 
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３ 報酬について 
No 項目 内容 

1 基本報酬 【訪問系・生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス】 

●個別支援計画に提供時間を定めず、実際の提供時間で算定した。 

●個別支援計画で定めた計画時間で算定すべきところを、実際の提供

時間で算定していた。 

【就労継続支援Ａ型】 

●スコア表の要件を満たしていない。 

【計画相談支援・障がい児相談支援】 

●計画作成及びモニタリングを行わずに算定した。 

2 サービス管理責任者（児童

発達支援管理責任者）欠如

減算 

●サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）が必要な研修を受

けていなかったため、研修の有効期間満了後に遡って欠如減算適用と

なった。 

3 欠席時対応加算 ●単に欠席する旨の連絡があったことだけを記録している。加算の算

定にあたっては、欠席の連絡があった旨だけでなく、引き続きサービ

スの利用を促す等の支援や相談援助を行い、その内容を記録するこ

と。 

●利用者が３日間連続して欠席した際、１回しか相談援助等を行って

いないにも関わらず、当該加算を３回算定していた。 

4 特定事業所加算 【訪問系】 

加算の要件である下記の取り組みを実施していない。加算届出時は必

要な取り組みを実施していたが、その後、実施していなかった。 

① 従業者ごとに資質向上を目的とした研修計画を策定し、当該計画

に基づき研修を実施すること。 

② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事

項の伝達又は当該事業所における従業者の技術指導を目的とした会

議を定期的に開催すること。なお、「定期的」とは、概ね１月に１回

以上開催されている必要がある。 

③ サービス提供に当たっては、サービス提供責任者が利用者を担当

する従業者に対し、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての

留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するととも

に、サービス提供終了後、担当する従業者から適宜報告を受けること。 

④ 事業所の全ての従業者に対し、事業主の費用負担により健康診断

を実施すること。 

5 帰宅時支援加算・長期帰宅

時支援加算 

【共同生活援助・宿泊型自立訓練】 

●事業所の従業者は、利用者が帰省している間、家族等との連携を十

分に図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分

把握するとともに、その内容について記録する必要があるが、利用者

の帰省中に家族等に連絡せず、当該利用者の状況を把握していない。 
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6 食事提供体制加算 【生活介護・短期入所・自立訓練（生活訓練・機能訓練）・就労選択

支援・就労移行支援・就労継続支援 A 型・就労継続支援 B 型】 

●食事提供を行った場合に、利用者ごとの摂食量を記録していない。 

7 延長支援加算 【児童発達支援・放課後等デイサービス】 

●延長した支援が必要なやむを得ない理由が、障がい児支援利用計画

に記載されていない。 

8 児童指導員等加配加算・専

門的支援体制加算 

【児童発達支援・放課後等デイサービス】 

●基準人員に加えて、加算の算定に必要な人員が配置されていない。 

管理者又は児童発達支援管理責任者が欠如している場合も算定不可。 

9 関係機関連携加算Ⅱ 【児童発達支援・放課後等デイサービス】 

●障がい児が日々通う保育所や学校施設等との間で、情報共有のため

の会議を開催し、又は会議に参加し、その内容の要旨を記録する必要

があるが、記録していなかった。 

10 サービス提供時モニタリ

ング加算 

【計画相談支援・障がい児相談支援】 

●利用者が利用する障がい福祉サービス等の提供現場を訪問してい

ないにも関わらず当該加算を算定した。 

11 処遇改善加算等 ●各キャリアパス要件を満たしていない。各要件の取り組みについ

て、明文化し、全ての福祉・介護職員に周知すること。 
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別添 1 障がい福祉課より 

 

 

（１） 地域生活支援拠点等の事業所の認定の手続きについて・・102 

（２） 障がい者虐待防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 

（３） 障がいを理由とする差別の解消の推進について・・・・・118 
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地域生活支援拠点等の事業所の認定手続きについて 

 

１．事前協議と運営規程の変更 

（１）概要 

最初に、山形市地域生活支援拠点等の事業所の認定に関する要綱（以下「要綱」といいます。）第４

条に規定する事前協議を行います。この事前協議は、運営規程の変更や正式な申請を行う前にその内

容を打ち合わせることが趣旨です。 

（２）作成、提出が必要な書類（①～④） 

① 事前協議の鑑 

任意の様式で結構ですが、市でひな型を用意しています。法人担当者名での文書で可です。また、

１度の協議に１部ご作成くだされば結構です。 

② 申請書の鑑の案 

要綱別紙様式第１号を作成します。案ですので文書番号、日付は不要ですが、その他の部分は記

入してください。また、変更する運営規程１件につき１部を作成してください（例：運営規程３件

分の申請であれば、３部作成します）。 

③ 地域生活支援拠点等の機能に関連する届出の案 

要綱別紙様式第２号を作成します。案ですので文書番号、日付は不要ですが、その他の部分は記

入してください。（市町村と地域生活支援拠点等の機能を担うことについて協議した日は空欄でお願

いいたします。）また、連携担当者については届出時点での担当者をご記入ください。 

④ 運営規程の変更の案 

事業所の運営規程について、拠点等としての機能のうちいずれか（又は全て）を担う旨を追記（変

更）することになりますので、当該案の新旧対照表及び改正後全文を提出してください。追記（変

更）に際しては、記載例をご参考ください。なお、法人様のお考えや規則等により、記載例と全く

同じにする必要はありません。また、後に算定可能となるのはここで追記した機能に係る報酬のみ

となります。 

（３）提出 

（２）の書類の全てを電子媒体（可能ならエクセル、ワード等の加工可能媒体）で市担当者あてに

メールでご提出ください。（紙媒体等でも問題はありませんが修正がある場合時間を要します） 

（４）提出後 

市から事前協議が完了した旨の書面（担当者名）をメールでお送りします。 
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２．運営規程の変更 

上記１の事前協議で調整した内容に基づき、法人内で運営規程を変更してください。変更が完了したら、

当市指導監査課あてその旨の届出を行い、併行して３の手続を進めます。 

 

３．正式な申請手続 

（１）概要 

要綱第４条に規定する手続です。これまでの事前協議等で作成した書類を活用します。新たに作成

する書類は特にありませんが、（２）の④の書類は今回初めて用意することになります。 

（２）作成、提出が必要な書類（①～④） 

① 申請書の鑑 

要綱別紙様式第１号を作成します。前述の１の（２）の②と同じ様式で、内容は協議済みですの

で、文書番号、日付等の未記載だった部分を新たに記入してください。なお、押印は不要です。 

② 運営規程 

変更後の運営規程の新旧対照表及び改正後全文を提出してください。 

③ 地域生活支援拠点等の機能に関連する届出 

要綱別紙様式第２号を作成します。前述の１の（２）の③と同じ様式で、内容は協議済みですの

で、文書番号、日付、協議した日を新たに記入してください。（協議した日は、市からお送りする事

前協議完了通知の日付としてください。） 

④ 障がい福祉サービス事業所等の指定を受けていることを証する書類の写し 

指定決定（更新）通知書の写しのみで問題ありません。何かあれば市担当者までご相談ください。 

（３） 提出 

（２）の書類の全てを電子媒体（ＰＤＦ等）で市担当者あてにメールでご提出ください。 

（４） 提出後 

市から拠点等事業所として認定する旨の通知書（以下「認定決定通知書」といいます。）を発出し、

紙媒体で法人担当者あて郵送します。事業所が拠点等事業所として認定を受けたこととなり、認定手

続は完了です。その後は、市において拠点等機能を担う事業所として、事業所名称その他必要な情報

を公表することとなります。 

  

103



 
 

４．報酬等の算定 

報酬を算定するに当たり、一部の報酬や加算においては市町村からの拠点等としての位置付けが必要な

ものがあります。また、拠点等としての位置付けに加え、連携担当者を設置することが要件となっている報

酬や加算もあります。算定を可能とするためには、認定決定通知書の写しと加算の届出（指導監査課で定め

ているもの）が必要となりますので、当市指導監査課あてに必ずご提出ください。 
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山形市地域生活支援拠点等の事業所の認定に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、山形市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の

施行に関する規則（平成１８年市規則６０号。）第３３条第２項の規定に基づき、障がい者等

の重度化、高齢化及び「親亡き後」に備え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし

ていけるよう障がい者等の生活を地域全体で支えるための地域生活支援拠点等の機能を担

う事業所の認定に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号。以下「法」という。）第４条第１項に規定する障害者及び児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第４条第２項に規定する障害児をいう。 

⑵ 地域生活支援拠点等 法第７７条第４項に規定する地域生活支援拠点等をいう。 

⑶ 拠点等機能 地域生活支援拠点等が有する機能であって、次のアからオまでに掲げるも

のをいう。 

ア 相談 緊急時の支援が見込めない障がい者等の世帯を事前に把握した上で、常時の連

絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等（以下「緊急の事態等」

という。）に必要な障がい福祉サービス等の利用調整及び相談その他必要な支援を行う機

能をいう。 

イ 緊急時の受入れ及び対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、

介護者の事故、不在、急病等による緊急の事態等が生じた場合における障がい者等の受

入れ及び医療機関への連絡等必要な対応を行う機能をいう。 

ウ 体験の機会及び場の提供 地域生活への移行及び親元からの自立等に当たって、共同

生活援助等の障がい福祉サービス等の利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供

する機能をいう。 

エ 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者、高齢化

に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保及び

専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をいう。 

オ 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応することができる障がい福祉サービス
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等の提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。 

⑷ 地域生活支援拠点等事業所 拠点等機能の全部又は一部を担うものとして第４条第２項

の規定による認定を受けたものをいう。 

（地域生活支援拠点等事業所の対象者） 

第３条 地域生活支援拠点等事業所の認定を受けることができるものは、山形市内に住所を有

し、かつ、次の各号のいずれかに該当する事業所又は施設とする。 

⑴ 法第５条第１項に規定する障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスを行う事業所又

は障がい者支援施設 

⑵ 法第５条第１８項に規定する特定相談支援事業又は一般相談支援事業を行う事業所 

⑶ 児童福祉法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援を行う事業所 

⑷ 児童福祉法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談支援を行う事業所 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、障がい者等の福祉の向上に資する事業を行うものとして山

形市福祉事務所長（以下「所長」という。）が特に認める事業所 

（地域生活支援拠点等事業所の認定等） 

第４条 地域生活支援拠点等事業所の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

あらかじめ所長に協議した上で、次に掲げる書類を所長に提出するものとする。 

 ⑴ 地域生活支援拠点等事業所認定申請書（別記様式第１号） 

 ⑵ 地域生活支援拠点等の機能に関連する届出（別記様式第２号） 

⑶ 拠点等機能を担う旨が規定された事業所等の運営規程の写し 

⑷ 次に掲げる書類 

ア 前条第１号から第４号までに規定する事業所等にあっては、当該事業を行う者として

市長又は山形県知事から指定を受けていることを証する書類の写し 

イ 前条第５号に規定する事業所等にあっては、公的な機関から障がい者等の福祉の向上

に資する事業を行う者として認められたことを証する書類の写し 

⑸ その他所長が特に必要と認めるもの 

２ 所長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、地域生

活支援拠点等事業所認定（不認定）決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知する

ものとする。 

３ 所長は、地域生活支援拠点等事業所の名称、当該地域生活支援拠点等事業所が担う拠点等

機能その他所長が必要と認める事項を公表するものとする。 
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４ 地域生活支援拠点等事業所を運営する者（以下「事業者」という。）は、当該地域生活支援

拠点等事業所の認定に係る申請事項に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等事

業所変更届出書（別記様式第４号）を所長に提出するものとする。 

５ 事業者は、地域生活支援拠点等事業所を廃止し、又は休止するときはその１月前までに、

休止した後再開したときは再開後１０日以内に、地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再

開届出書（別記様式第５号）を所長に提出するものとする。 

６ 事業者は、拠点等機能に係る事業の実施の内容を記録し、所長から当該記録の提出を求め

られたときは、速やかに当該記録を提出しなければならない。 

７ 所長は、必要に応じ、事業者に対し運営状況に係る報告を求め、及び調査を実施すること

ができる。 

（地域生活支援拠点等事業所の認定の取消し等） 

第５条 所長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該地域生活支援拠点等

事業所の認定を取り消すことができる。 

⑴ 当該地域生活支援拠点等事業所が担う拠点等機能の役割を果たすことができないと所長

が認めるとき。 

⑵ 前条第６項の規定による記録の提出又は同条第７項の規定による報告若しくは調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、不正又は著しく不当な行為をしたと所長が認めるとき。 

２ 所長は、前項の規定により認定を取り消したときは、当該事業者に対し地域生活支援拠点

等事業所認定取消通知書（別記様式第６号）により通知するものとする。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等事業所の認定に関し必要な事項は、

所長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月２７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第４条関係）

　　　　　　年　　月　　日
（宛先）山形市福祉事務所長

　申請者 所在地
名　称
代表者

ア 相談

イ 緊急時の受入れ及び対応　

ウ 体験の機会及び場の提供

エ 専門的人材の確保及び養成　

オ 地域の体制づくり

地域生活支援拠点等事業所認定申請書

　

　地域生活支援拠点等事業所の認定を受けたいので、山形市地域生活支援拠点等の事業所の認定に
関する要綱第４条第１項の規定により申請します。
　また、認定を受けた事業所について、同要綱第４条第３項の規定により公表することに同意します。

指定障害福祉サービス
事業所番号

事業の種類

フ　リ　ガ　ナ

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地

担う拠点等機能
(該当する機能に〇をつけ
てください。)

開始予定年月日 年　　　月　　　日

番 　　　　　号
年　　月　　日

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

連絡先
電話番号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

E－Mail
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様式第２号（第４条関係）

　
（宛先）山形市福祉事務所長

申請者 所在地
名　称
代表者

添付書類：運営規定
　運営規程は、当該事業所等が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることが規定されているもの(規定の変更の手続中である
ものを含む。)に限る。なお、事業所の運営規程が変更の手続中のものである場合は、当該変更の手続の完了後、速やかに変更後の運
営規程を提出すること。
※サービス名について
　訪問系サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護をいう。
　日中系サービスとは、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援（養成含む）、就労継続支援Ａ型、就労
継続支援B型、就労選択支援をいう。

地域生活支援拠点等の機能に関連する届出

　　年  　　月　　　日　　　
番 　　　　　号

市町村と地域生活支援拠点等の機能を
担うことについて協議した日

　　年　　月　　日

≪体験利用支援加算・体験宿泊加算≫ 対象：地域移行支援

≪地域移行促進加算（Ⅱ）≫ 対象：施設入所支援

≪地域生活支援拠点等相談強化加算≫ 対象：計画相談支援、障害児相談支援

≪地域生活支援拠点等として短期入所を行った場合の加算≫ 対象：短期入所、重度障害者等包括支援

≪緊急時受入加算≫ 対象：日中系サービス※

≪障害福祉サービスの体験利用加算≫ 対象：日中系サービス※

地域生活支援拠点等
としての位置付け

 連携担当者
（複数名いる場合は、各々の氏名を記載すること）

当
該
届
出
に
よ
り
算
定
す
る
加
算

≪緊急時対応加算　地域生活支援拠点等の場合≫
対象：訪問系サービス※、
重度障害者等包括支援（訪問系サービスのみ対象）

≪緊急時支援加算　地域生活支援拠点等の場合≫
対象：自立生活援助、地域定着支援、
重度障害者等包括支援（自立生活援助のみ対象）

事業所（施設）の所在地
〒

事業所（施設）の電話番号

指定障害福祉サービス
事業所番号

　地域生活支援拠点等に関連する加算の要件を満たす事業所として、山形市地域生活支援拠点等の事業所の認定に関す
る要綱第４条第１項の規定により届け出ます。

届出区分 １　新規　　　　　２　変更　　　　　３　廃止

事業所（施設）の名称
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様式第３号（第４条関係）

所在地
名　称
代表者

山形市福祉事務所長 印

ア 相談

イ 緊急時の受入れ及び対応　

ウ 体験の機会及び場の提供

エ 専門的人材の確保及び養成　

オ 地域の体制づくり

地域生活支援拠点等事業所認定（不認定）決定通知書

担う拠点等機能

フ　リ　ガ　ナ

不認定の理由

認定（不認定）決定年月日 年　　　月　　　日

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

指定障害福祉サービス
事業所番号

事業の種類

番　　　 　　号
年　　月　　日

次の事業所を地域生活支援拠点等事業所として　認定します・認定しません。

記

　　　年　月　日付け（番号）で申請のあった標記について、下記のとおり決定したので、山形市地域生活支援
拠点等の事業所の認定に関する要綱第４条第２項の規定により通知します。
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様式第４号（第４条関係）

（宛先）山形市福祉事務所長
　届出者 所在地

名　称
代表者

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　） （郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

（備考）

変更があった事項 変更前 変更後

　地域生活支援拠点等事業所の認定に係る事項について、次のとおり変更がありましたので、山形
市地域生活支援拠点等の事業所の認定に関する要綱第４条第４項の規定により届け出ます。

変更のあった事業所
の名称

認定決定年月日

指定障害福祉サービス
事業所番号

年　　月　　日
番　　　　 　号

地域生活支援拠点等事業所変更届出書

フ　リ　ガ　ナ

事業所の名称

事業所（施設）の所在地

連絡先

電話番号

FAX番号

E－Mail

オ地域の体制づくり

１  変更後の欄は、変更事項のみ記載してください。
２  担う拠点等機能に変更があった場合は、関係書類として「運営規程の写し」を添付してください。

変更年月日 年　　　月　　　日

担う拠点等機能
(該当する機能に〇をつ
けてください。)

ア相談 ア相談

イ緊急時の受入れ及び対応　 イ緊急時の受入れ及び対応　

ウ体験の機会及び場の提供 ウ体験の機会及び場の提供

エ専門的人材の確保及び養成　 エ専門的人材の確保及び養成　

オ地域の体制づくり

111



様式第５号（第４条関係）

（宛先）山形市福祉事務所長
　届出者 所在地

名　称
代表者

　

（備考）
１　廃止・休止の場合は、廃止・休止の日の１月前までに届け出てください。

２　再開の場合は、再開の日から１０日以内に届け出てください。

休止予定期間
(休止の場合のみ）

　年　　月　　日　　～　　年　　月　　日

廃止・休止・再開
年月日

年　　月　　日

廃止・休止する理由

現に地域生活支援拠点等
事業所として支援していた

者に対する措置
（廃止・休止した場合のみ）

事業の種類

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書

番　　　 　　号
年　　月　　日

　地域生活支援拠点等事業所について、次のとおり事業所の廃止・休止・再開をしましたので、山形市地域生活
支援拠点等の事業所の認定に関する要綱第４条第５項の規定により届け出ます。

指定障害福祉サービス
事業所番号
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様式第６号（第５条関係）

所在地
名　称
代表者

山形市福祉事務所長　 印

取消年月日 年　　　月　　　日

取消しの理由

フ　リ　ガ　ナ

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地
（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

指定障害福祉サービス
事業所番号

事業の種類

地域生活支援拠点等事業所認定取消通知書
番　　　 　　号
年　　月　　日

　次の地域生活支援拠点等事業所の認定を取り消しますので、山形市地域生活支援拠点等の事業所の
認定に関する要綱第５条第２項の規定により通知します。
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令和  年  月  日  

 

山形市障がい福祉課 

 地域生活支援拠点等事業所認定 担当者 様 

                             （所属法人名）（担当者氏名） 

 

 

 

 

地域生活支援拠点等の事業所の認定に係る事前協議の提出について 

 

 みだしのことについて、山形市地域生活支援拠点等の事業所の認定に関する要綱（以下「要綱」といいます。）

第４条により、別紙のとおり協議書類を提出します。 

 

 

  添付書類 

  １ ●●●●事業所 分 

   （１） 要綱別記様式第１号の案 

   （２） 要綱別記様式２号の案 

   （３） 事業所の運営規程の新旧対照表及び改正後全文の案 

  ２ ●●●●事業所 分 

   （１） 要綱別記様式第１号の案 

   （２） 要綱別記様式第２号の案 

   （３） 事業所の運営規程の新旧対照表及び改正後全文の案 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

 ○○○… 

 

114



 
 

地域生活支援拠点等事業所の認定に係る運営規程の記載例 

 

地域生活支援拠点等事業所として認定を受けようとする場合は、運営規程の変更が必要

です。当該変更に際しては、下表の例をご参考ください。 

 

記載例 

 

第●●条 … 

 

（地域生活支援拠点等の機能を担う事業所) 

第〇〇条 事業所は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第４

項」に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。 

（１）相談  

緊急時の支援が見込めない障がい者等の世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、

障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な障がい福祉サービス等の利用調整及び相談

その他必要な支援を行う機能をいう。 

（２）緊急時の受入れ及び対応 

 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の事故、不在、急病等によ

る緊急の事態等が生じた場合における障がい者等の受入れ及び医療機関への連絡等必要な対応

を行う機能をいう。 

（３）体験の機会及び場の提供 

地域生活への移行及び親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービス等

の利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能をいう。 

（４）専門的人材の確保及び養成 

 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専

門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をい

う。 

（５）地域の体制づくり 

 地域の様々なニーズに対応することができる障がい福祉サービス等の提供体制の確保、地域の

社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。 

 

第●●条 … 

 

（注１）５つの拠点等機能に係る記載のうち、担う機能のみを運営規程に追記するようご参考ください。 

（注２）数字が漢数字であること等、表記の方法については組織内の文書規則に基づいて作成してください。 
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障がい者虐待防止について 

 
平成２４年１０月から障がい者虐待防止法が施行されましたが、依然として障がい者へ

の虐待が発生している状況です。 
本市の状況としては、令和６年度の障がい者虐待通報は全体で２０件、うち虐待と判断

した事例は９件でした。内訳は、養護者による虐待が６件、障がい者福祉施設従事者等に

よる虐待が３件です。 
事業所の皆様方におかれましては、日頃から、虐待の防止に関する様々な取組を実施の

ことと存じますが、特に下記の１と２について留意され、引き続きご協力くださるようお

願いいたします。 
 
１ 通報の義務について 

障がい者虐待を発見した場合（虐待の疑い含む）は、市町村の担当窓口へ通報する義務

があります。 
虐待を受けても、障がい者本人の訴えがないために虐待が見過ごされたり、対応が遅

れてしまったりすることにつながりかねません。自分から発信できない障がい者本人に

代わり、周囲の方の日頃のコミュニケーションや支援の中から虐待の疑いに早期に気づ

き、そして通報することが非常に重要となります。 
山形市では、虐待に関しての相談・通報の窓口（障がい福祉課）を設置し、通報内容を

確認するとともに、緊急を要する場合の立入調査の実施、施設への一時入所手続きなど、

必要な支援を実施しています。 
 障がい福祉課のほか、山形市基幹相談支援センターも相談窓口となっています。 
 ○ゆあーず（宮町）                   023-666-8381  
○山形市社会福祉協議会障がい者相談支援センター（城西町）  023-646-5660 
○地域活動支援センターおーる（城南町）         023-647-4266 
○指定相談支援事業所まんさく（蔵王半郷）        023-688-3531 
○山形コロニー相談支援センター（桜田南）        023-641-2626 
○向陽園地域生活支援センター心音（江俣）        023-679-3244 

 
２ 「障がい者虐待」の定義 
  障がい者虐待防止法では、次の（１）から（３）に分けて定義しています。 

（１）養護者による障がい者虐待 
「養護者」即ち「障がい者を現に養護する者であって障がい者福祉施設従事者等及び

使用者以外のもの」が養護する障がい者に対して行う次の①から⑤のいずれかに該当

する行為とされています。なお、経済的虐待については、養護者のみならず、障がい者

の親族による行為が含まれます。 
   なお養護者とは、身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障がい者の家

族、親族、同居人等が該当すると考えられます。また、同居していなくても、現に身

辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。 

令和７年度集団指導資料 
山形市障がい福祉課作成 
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① 身体的虐待：障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行   

を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。 
② 性的虐待 ：障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつ

な行為をさせること。 
③ 心理的虐待：障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障が

い者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
④ 放棄・放置：障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者

以外の同居人による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著

しく怠ること。 
⑤ 経済的虐待：養護者又は障がい者の親族が当該障がい者の財産を不当に処分する

ことその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。 
 

（２）障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 
「障がい者福祉施設従事者等」即ち障がい者総合支援法等に規定する「障がい者福祉

施設」又は「障がい福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者が行う、次の①から

⑤のいずれかに該当する行為とされています（下線を施した部分は、養護者による障が

い者虐待と規定が異なる点）。 
① 身体的虐待、②性的虐待、⑤経済的虐待は、養護者による虐待と同様。 
③ 心理的虐待：障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差

別的言動その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
④ 放棄・放置：障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利

用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障がい者を

養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 
 

（３）使用者による虐待 
「使用者」即ち「障がい者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の

労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」が行う、次の①から⑤のい

ずれかに該当する行為とされています（下線を施した部分は、養護者による障がい者虐

待と規定が異なる点）。 
① 身体的虐待、②性的虐待、⑤経済的虐待は、養護者による虐待と同様。 
③心理的虐待：障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差

別的言動その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
④ 放棄・放置：障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の労

働者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障がい者を

養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 
 
 

山形市福祉推進部 障がい福祉課 
電話：023-641-1212（内線 580,589,590,621） 
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障がいを理由とする差別の解消の推進について 

 

１ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正について 

⑴ 改正内容等 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合 い

ながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを

目的とした、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別

解消法」）が改正され、令和６年４月１日から施行されました。 

この改正において、事業者の「社会的障壁の除去の実施に係る合理的配慮の提供」

が努力義務から義務に改められました（別添リーフレット）。 

 

⑵ 合理的配慮とは 

障がいのある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因とな

る社会的障壁を取り除くために、障がいのある方に対し、個別の状況に応じて行われ

る配慮をいいます。 

例としては、車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列され

た商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮や、筆談、読み上げ、手話などによる

コミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮な

どです。 

障がい者から配慮を求められたときに、過度の負担にならない範囲での合理的配慮

の提供が求められます。 

※ 内閣府の障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトを参照ください。

（https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp） 

 

⑶ 対象となる事業者 

対象となる事業者は、商業その他の事業を行う者であり、目的の営利・非営利、個

人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者です。したが

って、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉

法人や特定非営利活動法人も対象となります。 

 

⑷ 過度の負担とは 

個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客

観的に判断することになります。 

･ 事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か） 

･ 実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約） 

･ 費用・負担の程度 

･ 事務・事業規模 

令和７年度集団指導資料 
山形市障がい福祉課作成 

118

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp


･ 財政・財務状況 

例としては、混雑時に障がいのある方から店員に対し、店内を付き添って買い物補

助を求められた場合に、混雑を理由に付き添いはできないが、店員が買い物リストを

書き留めて商品を準備することなどです。（建設的対話を行い双方納得できる解決を

目指します。） 

 

⑸ 相談先等 

山形市では、障がい福祉課ほか、市内６か所の基幹相談支援センターが相談先とな

ります。 

また、内閣府が障がい者差別に関する相談窓口として「つなぐ窓口」（別添リーフ

レット）を開設しています。 

 

２ 山形市の取組 

山形市では、「山形市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定し

（平成２９年４月１日施行）、障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理

解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進しておりますが、そのな

かで、事業所のみなさまのご協力が必要な取組をご紹介します。 

 

⑴ 周知・啓発 

ア 「障がい者アート展」の開催 

障がいのある方それぞれの表現を尊重し、市民の皆さんの関心や理解を深め、障

がいの有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現への一助とするため

開催するものです。 

【令和７年度の実施状況】  

「やまがた秋の芸術祭」のイベントの一つとして、「わたしのせかい展」（山形市

内から募集した障がいのある方の作品の展示）を開催しました。 

その後、応募作品の一部について「まちなかアート」として市内の店舗を巡回し

ました。 

期間：令和７年９月１６日～１０月１１日（巡回：１０月２５日～１１月１６日） 

会場：アートサポートセンターら・ら・ら 

応募資格：市内在住又は市内の障がい福祉サービス事業所を利用している障がい 

      のある方。 

  

イ 「心のバリアフリー推進員養成研修会」（山形県の出前講座） 

民間事業所における障がい者に対する取組の中心的な役割を担う「心のバリアフ

リー推進員」を養成し、障がいを理由とする差別の解消、合理的配慮の提供及び障

がい者雇用の促進等に資することを目的とするものです。 

修了者には、「心のバリアフリー推進員」認定証が山形県より交付されます。 
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【令和７年度の実施状況】  

日時：令和７年１２月１日（月）午後１時３０分から午後４時 

内容：「障がい者差別解消について」 

     講師：平間みゆき氏（相談支援専門員・ピアカウンセラー） 

   「手話を覚えてみよう」 

     講師：一般社団法人山形県聴覚障害者協会 

 

⑵ 環境の整備 

「ヘルプカード」とは、障がいのある方が、普

段の生活や緊急時など周囲に手助けを求めやすく

するカードです。 

提示を受けた人に、できる範囲での手助けや思

いやりのある行動を促し、「手助けしてほしい人」

と「手助けできる人」を繋ぐ取組です。 

障がい福祉課ほか、市内６か所の基幹相談支援センター、障がいに関する市内各行

政機関（村山保健所など）の窓口に「ヘルプカード」で配布しています。 

  

⑶ 山形市障がい者差別解消支援地域協議会 

当事者・家族、教育、地域福祉、医療、保健、事業者（商業、雇用、交通、不動

産）、法曹、学識経験者、関係行政機関など専門分野からの代表２８名で構成されて

います。 

幅広い分野から情報提供を行い、関係機関の連携により差別事例への対応や、未然

防止について情報を共有します。 

 

山形市福祉推進部 障がい福祉課 

電話：023-641-1212（内線 580,589,590,621） 
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けん   せつ   てき   たい    わ

建設的対話

事業者にも 合理的配慮の提供が
義務化さ れまし た

せい じ ょ

●我
わ

が国
く に

では、 障
し ょ う

害
が い

のある人
ひ と

も ない人
ひ と

も 、 互
た が

いにその人
ひ と

ら し さ を 認
み と

め合
あ

いながら 、 共
と も

に生
い

き る 社
し ゃ

会
か い

（ 共
き ょ う

生
せ い

社
し ゃ

会
か い

） を 実
じ つ

現
げ ん

す

るこ と を 目
め

指
ざ

し ています。「 障
し ょ う

害
が い

者
し ゃ

差
さ

別
べ つ

解
か い

消
し ょ う

法
ほ う

」 では、 障
し ょ う

害
が い

を理
り

由
ゆ う

と する「 不
ふ

当
と う

な差
さ

別
べ つ

的
て き

取
と り

扱
あ つ か

い」 を 禁
き ん

止
し

し 、 障
し ょ う

害
が い

のある

人
ひ と

から 申
も う し

出
で

があっ た場
ば

合
あ い

に「 合
ご う

理
り

的
て き

配
は い

慮
り ょ

の提
て い

供
き ょ う

」 を 求
も と

めるこ と などを 通
つ う

じ て「 共
き ょ う

生
せ い

社
し ゃ

会
か い

」 を実
じ つ

現
げ ん

し よう と し ています。

●令
れ い

和
わ

6 年
ね ん

4 月
が つ

1 日
に ち

に「 改
か い せ い

正障
し ょ う

害
が い

者
し ゃ

差
さ

別
べ つ

解
か い

消
し ょ う

法
ほ う

」 が施
し

行
こ う

さ れ、 事
じ

業
ぎょ う

者
し ゃ

※による障
し ょ う

害
が い

のある人
ひ と

への「 合
ご う

理
り

的
て き

配
は い

慮
り ょ

の提
て い

供
き ょ う

」 が

義
ぎ む

務になり まし た。  ※個
こ

人
じ ん

事
じ

業
ぎ ょ う

主
ぬし

やボラ ンティ ア活
かつど う

動をするグループなども 含
ふく

みます。

事
じ

業
ぎょ う

者
し ゃ

や行
ぎょ う

政
せい

機
き

関
かん

等
と う

に、 障
し ょ う

害
がい

のある

人
ひと

から 、 社
し ゃ

会
かい

の中
なか

にある バリ ア（ 障
し ょ う

壁
へき

） を取
と

り 除
のぞ

く ために何
なん

ら かの対
たいおう

応が

求
も と

めら れたと き に、 負
ふ

担
たん

が重
おも

すぎない

範
はん

囲
い

で対
たいおう

応を行
おこ な

う こ と と し ています。

障
し ょ う

害
がい

のある 人
ひと

と 事
じ

業
ぎょ う

者
し ゃ

等
と う

が話
はな

し 合
あ

っ て、 共
と も

に対
たいおう さ く

応策を 検
けんと う

討

「 障
し ょ う

害
がい

者
し ゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
し ょ う

法
ほう

」 によ り 定
さ だ

めら れてい

る 事
じ

項
こ う

について理
り

解
かい

し ていただく ためのサ

イ ト で す。 事
じ

例
れい

動
どう

画
が

な ど で 分
わ

かり やすく

説
せつめい

明し ています。

「 不
ふ

当
と う

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
と り

扱
あつか

い」 や「 合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
り ょ

の

提
てい

供
き ょ う

」 など について、 行
ぎ ょ う

政
せい

機
き

関
かん

や事
じ

業
ぎ ょ う

者
し ゃ

等
と う

の相
そう だん

談窓
まど ぐ ち

口に寄
よ

せら れた具
ぐ

体
たい

例
れい

を、 障
し ょ う

害
がい

種
し ゅ

別
べつ

などに応
おう

じ て検
けんさ く

索でき ます。

障
し ょ う

害
がい

者
し ゃ

の差
さ

別
べ つ

解
かい

消
し ょ う

に向
む

けた

理
り

解
か い

促
そ く し ん

進ポータ ルサイ ト

障
し ょ う

害
がい

者
し ゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
し ょ う

に関
かん

する

事
じ

例
れ い

データ ベース

障
し ょ う

害
がい

者
し ゃ

白
はく

書
し ょ

合
ご う

理
り

的
て き

配
は い

慮
り ょ

の提
て い

供
き ょ う

と は？

政
せい

府
ふ

が講
こ う

じ た各
かく

分
ぶん

野
や

の障
し ょ う

害
がい

者
し ゃ

施
し

策
さ く

や取
と り く み

組について紹
し ょ う

介
かい

し ています。 　

障
し ょ う

害
が い

者
し ゃ

白
は く

書
し ょ

（ 毎
まいと し かんこ う

年刊行）
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令和5 年1 0 月1 6 日(月)から

障害者差別に関する 相談窓口の試行事業

令和5 年1 0 月1 6 日(月)から

障害者差別に関する 相談窓口の試行事業

令和5 年1 0 月1 6 日(月)から

障害者差別に関する 相談窓口の試行事業

本事業の相談窓口は、障害者差別解消法に関する ご相談を

適切な相談機関と 調整し 、取り 次ぎし ます

本事業の相談窓口は、障害者差別解消法に関する ご相談を

適切な相談機関と 調整し 、取り 次ぎし ます

本事業の相談窓口は、障害者差別解消法に関する ご相談を

適切な相談機関と 調整し 、取り 次ぎし ます

「 つなぐ 窓口」 がスタ ート ！「 つなぐ 窓口」 がスタ ート ！「 つなぐ 窓口」 がスタ ート ！

●事業に関するお問い合わせ ●障害を 理由と する差別に関する試行相談窓口

内閣府政策統括官

（ 政策調整担当）付

障害者施策担当

住所： 〒100 -8 914  東京都千代田区永田町 1-6 -1　

　 　 　 中央合同庁舎 8 号館

●試行期間： 令和５ 年10 月16 日～令和７ 年3月下旬

●連絡先

電話相談 : 0 1 2 0 -2 6 2 -7 0 1

10 : 0 0 -17 : 0 0  週 7 日（ 祝日・ 年末年始除く ）

メ ール相談 :

in fo ＠m a i l . sa b e k a i -t su n a g u . g o .j p

その他のご連絡：

sa b e t su -k a i syo @ n t t d a t a -st ra t e g y.co m

●調査受託事業者： 株式会社 NTT データ 経営研究所

●コ ールセンター運営事業者： 株式会社 AI サポート

電話： 0 3-525 3-211 1　

フ ァ ッ ク ス： 03 -35 81 -09 02

ホームページ：

http s://w w w 8 .cao .go .j p /sho uga i/ind ex.htm l お気軽にご 相談く ださ い！

相談者

障
害
者

お住まいの地域や事業を 営んでいる地域の自治体、 各府省庁等に直接、 質問・ 相談

が可能です。

自治体・ 各府省庁等の相談窓口

■ 障害を 理由と する 差別に関する 相談窓口 ■

■ こ んな 方におス ス メ ！ ■

1

1

障害者差別解消法に関する質問に対する回答や相談事案を 適切な自治体・ 各府省

庁等の相談窓口につなげる窓口を 試行的に設置し ます。

「 つな ぐ 窓口」（ 本事業）2

2

※自治体から の相談も 各府省庁等と 調整し 、 取り 次ぎし ます 調整・ 取次※

N ew！

 自治体・ 各府省庁等の相談窓口
お住まいの地域、 事業を営んでいる地域の自治体や各府省庁等が相談窓口を設置しています。

自治体・ 各府省庁等の相談窓口では、 障害を 理由と する差別に関する 相談や、 事案終結に向けた関係機関と の調

整を行っています。

   「 つな ぐ 窓口」（ 本事業）
障害者差別解消法に関する質問に回答するこ と 及び障害を 理由と する 差別に関する 相談を 適切な自治体・ 各府省

庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・ 取次を行う こ と を目的に、 令和 5 年 10 月から 令和 7 年 3 月まで、

試行的に設置し ます。

●どこ の相談窓口に相談すれば良い か分から な い 。

●過去に相談をし た 際に、 相談先から 別の相談先を 紹介さ れるこ と が繰り 返さ れて 、 結局相談でき な かっ た 。

●平日は学校・ 仕事で 今まで 相談ができ な かっ たが、 まずは話を 聞いて みたい 。

●障害がある ので 、 お店に配慮やお 願いし たいこ と がある が、 ど う すれば良い か分から な い 。

●障害を お 持ち の方への合理的配慮の提供について 、 何を すれば良い か分から な い 。 等

事
業
者
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■ 「 つな ぐ 窓口」 によ る 相談対応の基本的な 流れ ■
「 つなぐ 窓口」 で 相談を 受け付けた後、「 つなぐ 窓口」 で 適切な自治体・ 各府省庁等の相談窓口と 調整を 行い、

事案の取次を行います。 取次が済み次第、 相談者へ取次先の相談窓口の情報を 連絡し ます。

相談者が、 取次を 受けた自治体・ 各府省庁等の相談窓口に連絡を 行う と 、 その後は自治体・ 各府省庁等の相談

窓口が取り 次がれた相談内容を踏まえて、 事実確認や事案解決に向けた調整を行います。

※本事業の「 つなぐ 窓口」 と 自治体・ 各府省庁等の相談窓口は連携し て、 障害者に対する 差別の解消に向け、 公正・

中立な 立場で 、 障害者・ 事業者双方の間に立ち 、 両者の相互理解や建設的対話を 促し な がら 、 事案の解決に努め、

共生社会の実現を目指し ます。

障害者差別解消法について

「 つなぐ 窓口」 ( 本事業 )

相
談
者 相

談
受
付

取
次
先
を

相
談
者
へ
連
絡

自
治
体
・
各
府
省
庁
等
の

相
談
窓
口
と

調
整
・
取
次

障害者

事業者等

相
談
者

障害者

事業者等

自治体・ 各府省庁等の相談窓口

相
談
受
付

事
実
確
認

事
案
解
決
に

向
け
た
調
整

事
案
終
結

法の考え方

参考情報

障害者の活動を 制限し 、 社会への参加を

制約し ている 社会的障壁（ バリ ア） を 取

り 除く こ と が重要と の考え方の下、 法は、

障害者に対する 「 不当な 差別的取扱い」

と 「 合理的配慮の不提供」 を 差別と 規定

し 、 行政機関等及び事業者に対し て、 差

別の解消に向けた具体的取組を 求めてい

ます。（ 詳細な内容は参考情報を 参照）

※令和６ 年４ 月から 事業者による障害者へ

の合理的配慮の提供が義務化さ れます。

障害者差別解消法の対象

障害者手帳をお持ちの方に限り ません。 社会的障壁に

より 多く の制限を 受けている全ての方が対象です。

教育、 医療、 福祉、 公共交通等、 全般的に対象と な

り ます。 ただし 、 雇用、 就業関係は対象外と なり ます。

商業その他の事業を 行う 企業や団体、 店舗等であり 、

同じ サービスを反復継続しているも のを 表し ます。

営利 / 非営利、 個人 / 法人は問いません。

※「 事業者」 に該当するも の（ 一例）

株式会社、 社団法人、 N PO 、 医療機関、 教育機関、

個人のボラン ティ ア活動等

リ ーフレット は以下の Q R コ ード から ダウンロード 可能です。

障害者差別に関する相談窓口の

試行事業「 つなぐ 窓口」 が

スタ ート し ます！

令和６ 年４ 月１ 日から

合理的配慮の提供が

義務化さ れます！

障害者

事業者

分　 野

本事業で取り 扱う 個人情報について

本事業では、障害を 理由と する差別に関する 相談を適切な機関に取り 次ぐ ために、相談者の氏名や性別、お住いの地域、

ご連絡先、 障害の種別、 差別と 思われる 事案の概要等を伺います。 伺った情報はご 本人の同意に基づき 記録を行い、

ご 本人の同意の上で、 取次先の自治体や国に提供いたし ます。 また、 個人が特定さ れないよう 概略化し た上で集計を

行い、 今後の障害を 理由と する 差別の解消に向けた施策の立案に活用いたし ます。 個人が特定さ れる 情報が外部に

公開・ 共有さ れるこ と はございません。

個人情報は、 調査受託者である N TT データ 経営研究所の監督の下、 コ ールセンタ ーを 運営する 株式会社 AI サポート

にて管理を行います。

N TT データ 経営研究所： プラ イバシーポリ シー :

（  h t t p s : //w w w . n t t d a t a -st ra t e g y.co m /i n fo rm a t io n /p o l i c y/ ）

調整・ 取次
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別添２ 山形労働局より 

 

 

「労働基準法の基礎知識」等・・・125 
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（※１）労働者が希望した場合は、F A X や電子メ ール等の方

法で明示するこ と ができ ます。ただし、書面と して出

力でき るも のに限ら れます。

（※２）有期労働契約を 更新する可能性がある場合に限る。

（※３）有期労働契約の更新のう ち、契約期間中に無期転換

の申込みを するこ と が可能である場合に限る。

賃金は通貨で 支払う 必要があり 、現物支給は禁止さ れて い ま す。

労働者の同意な ど があれば銀行振込等も 可能で す。
① 通 貨 払 い

労働者本人に直接支払う 必要があり ます。

（労働者の代理人や親権者等への支払い は不可）
② 直 接 払 い

賃金は全額を 支払う 必要があり ます。所得税な ど 法令に定めが

ある も のや、労使協定で 定めたも の以外は控除で き ません。
③ 全 額 払 い

毎月少な く と も １回は賃金を 支払わな ければな り ません。

（賞与等は除く ）
④ 毎 月 １回 払 い

「毎月1 5 日」と い う よ う に、周期的に到来する 支払期日を

定めな ければな り ま せん。（賞与等は除く ）
⑤ 一 定 期 日 払 い

賃

金

支

払

の

５

原

則

労働基準法は、正社員、アルバイト な ど の名称を 問わず全て の労働者に適用さ れる ルール

で す。こ のリ ーフ レッ ト は、労働基準法のポイント を 分かり やすく ま と めた も ので す。

最低賃金は都道府県ごと に定めら れています。

厚生労働省のホームページに、

モ デル労働条件通知書が

掲載さ れてい ますので ご 活用く だ さ い 。

① 契約期間に関する こ と

② 有期労働契約を 更新する 場合の基準に関する

こ と （通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上

限の定めがある 場合には当該上限を 含む）（※2 ）

③ 就業場所、従事する 業務に関する こ と
（変更の範囲を 含む）

④ 始業･終業時刻、休憩、休日な ど に関する こ と

⑤ 賃金の決定方法、支払時期な ど に関する こ と

⑥ 退職に関する こ と （解雇の事由を 含む）

⑦ 無期転換の申込みに関する 事項
（無期転換後の労働条件を 含む）（※3 ）

⑧ 昇給に関する こ と

労 働 基 準 法 の 基 礎 知 識

労働条件の明示ポイント 1

労働者を 採用する と き は、

以下の労働条件を 明示し なければなり ません。
（労働基準法第1 5 条第１項、労働基準法施行規則第５ 条）

必ず明示し な ければな ら な いこ と
定めを し た 場合に

明示し な ければな ら な いこ と

① 退職手当に関する こ と

② 賞与な ど に関する こ と

③ 食費、作業用品な ど の負担に関する こ と

④ 安全衛生に関する こ と

⑤ 職業訓練に関する こ と

⑥ 災害補償な ど に関する こ と

⑦ 表彰や制裁に関する こ と

⑧ 休職に関する こ と

賃金ポイント 2

賃金は通貨で 、直接労働者に、全額を 、毎月１回以上、一定の期日を 定めて 支払わなければ
な り ません。（労働基準法第2 4 条）

また、労働者の同意があっ ても 最低賃金額を 下回る こ と はでき ません。（最低賃金法第４ 条）

原
則
、
書
面

で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

（※1 ）
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以下の事業・業務は、2 0 2 4 年４ 月1 日から

特例つき の上限規制が適用さ れて い ます。

●臨時的な 特別の事情があっ て労使が合意する 場合（特別条項）で も 、以下を 守ら な ければな り

ません。

• 時間外労働が年7 2 0 時間以内

• 時間外労働と 休日労働の合計が月1 0 0 時間未満

• 時間外労働と 休日労働の合計について 、

「２ か月平均」「３ か月平均」「４ か月平均」「５ か月平均」「６ か月平均」が全て １月当た り 8 0 時間以内

• 時間外労働が月4 5 時間を 超える こ と がで き る のは、年６ か月が限度

●3 6 協定で 定める こ と ので き る 時間外労働の上限は、原則と し て月4 5 時間・年3 6 0 時間で す。
（対象期間が３ か月を 超える １年単位の変形労働時間制の対象労働者は、月4 2 時間・年3 2 0 時間で す。）

１日の労働時間が６ 時間を 超える 場合には4 5 分以上、８ 時間を 超える 場合には１時間以上

の休憩を 、勤務時間の途中で 与えな ければな り ません。（労働基準法第3 4 条）

特別条項の有無に関わら ず （※ ）、１年を 通し て 常に、時間外労働と 休日労働の合計は、

月1 0 0 時間未満、２ 〜６ か月平均8 0 時間以内にし な ければな り ま せん。

（※）例えば時間外労働が4 5 時間以内に収ま っ て 特別条項にはな ら な い場合で あっ て も 、時間外労働＝4 4 時間、

休日労働＝5 6 時間、のよ う に合計が月1 0 0 時間以上にな る と 法律違反と な り ます。

労働時間、休日ポイント 3

労働時間の上限は、１日８ 時間、１週4 0 時間で す。（※１）

（1 0 人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は4 4 時間）（労働基準法第3 2 条、第4 0 条）

また、少なく と も １週間に１日、または４週間を 通じ て４日以上の休日を 与えなければなり ま

せん。（労働基準法第3 5 条）

こ の労働時間の上限を 超えてまたは休日に働かせる 場合には、あら かじ め労使協定（3 6 協

定）を 結び （※２）、所轄労働基準監督署に届け出る 必要があり ます。（労働基準法第3 6 条）

（※１）変形労働時間制な ど を 採用する 場合は、こ の限り で はあり ません。

（※２ ）過半数労働組合、または過半数組合がな い場合は労働者の過半数代表者と の書面によ る 協定

休憩ポイント 4

労働者が休憩中で も 電話や来客の対応を する よ う に指示さ れて い る 場合、

労働時間と な る 場合があり ま す。

時 間 外 労 働 の 上 限 規 制 の イ メ ー ジ

法律による上限

特別条項
年６ か月ま で

月4 5 時間

年3 6 0 時間

１ 年 間 （ 1 2 か 月 ）

法定労働時間 １日８ 時間

週4 0 時間

年7 2 0 時間

複数 月平均8 0 時間 ＊

月1 0 0 時間未満 ＊

＊ 休 日 労 働 を 含 む

法律による上限

限度時間（原則）
詳し く はこ ち ら を

ご 参照く だ さ い 。

建設事業 自動車運転の業務 医師

新技術・新商品な ど の研究開発業務につい

て は、上限規制の適用が除外さ れて い ます。

時 間 外 労 働 及 び 休 日 労 働 の 上 限 に つ い て
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割増賃金の算定方法

（※）中小企業につい て も 、2 0 2 3 年４ 月1 日から 適用さ れて い ま す。

割増賃金額 ＝ × ×割増賃金率
１時間当た り の

賃金額
時間外労働な ど の

時間数

通常の労働者の付与日数

週所定労働日数が４ 日以下かつ週所定労働時間が3 0 時間未満の労働者の付与日数

継続勤務年数（年）１年間の
所定労働日数 ( ※)

週所定
労働日数 6 .5 以上5 . 54 . 53 . 52 . 51 . 50 . 5

1513121098716 9 日～2 16 日４日
付

与

日

数

11109866512 1日～16 8 日３日

76654437 3 日～12 0 日２日

33322214 8 日～7 2 日１日

6 .5 以上5 .54 .53 .52 .51 .50 .5継 続 勤 務 年 数 （ 年 ）

2 0181614121110付 与 日 数 （ 日 ）

年次有給休暇の取得の義務の例

（例）４ ／１入社の場合

４ /１

入社

４ /１

１０ /１～翌９ /３ ０ ま で の１年間に

５ 日取得時季を 指定し な ければな ら な い 。

１０ /１ ９ /３ ０

1 0 日付与（基準日）

割増賃金ポイント 5

年次有給休暇ポイント 6

時間外労働、休日労働、深夜労働（ 午後1 0 時か ら 午前 ５ 時）を 行わせた 場合には、割増賃金を

支払わな ければな り ません。（労働基準法第3 7 条）

雇い入れの日（試用期間含む）から ６ か月間継続勤務し 、全労働日の８ 割以上出勤し た 労働者

には年次有給休暇が与えら れます。

また 、年次有給休暇が1 0 日以上付与さ れる 労働者について は、年５ 日の年休を 取得さ せ

る こ と が使用者の義務と な り ます。（労働基準法第3 9 条）

２ 割５ 分以上（１か月6 0 時間を 超える 時間外労働につい て は５ 割以上（※））時 間 外 労 働

３ 割５ 分以上休 日 労 働

２ 割５ 分以上深 夜 労 働

割
増
賃
金
率

（※）週以外の期間によ っ て 労働日数が定めら れて い る 場合
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そ の他の関係 法令の基礎知識

解雇・退職ポイント ７

就業規則ポイント 8

やむを 得ず、労働者を 解雇する 場合、3 0 日以上前に予告する か、解雇予告手当（平均賃金の

3 0 日分以上）を支払わな ければな り ません。（労働基準法第2 0 条）

また、業務上の傷病や産前産後によ る 休業期間及びその後3 0 日間は、原則と し て解雇で

き ません。（労働基準法第1 9 条）

解雇は、客観的に合理的な 理由を 欠き 、社会通念上相当で ある と 認めら れな い 場合、無効と な り ます。
（労働契約法第1 6 条）

常時1 0 人以上の労働者を 使用し て いる 場合は、就業規則を 作成し 、労働者代表の意見書

を 添えて 、所轄労働基準監督署に届け出な ければな り ま せん。また 、就業規則を 変更し た

場合も 同様で す。（労働基準法第8 9 条、第9 0 条）

就業規則は、各作業場の見やすい場所に掲示する な ど の方法によ り 労働者に周知し な けれ

ばなり ません。（労働基準法第1 0 6 条）

① 始業･終業時刻、休憩、休日な ど に関する こ と

② 賃金の決定方法、支払時期な ど に関する こ と

③ 退職に関する こ と （解雇の事由を 含む）

必ず記載し な ければな ら な いこ と
定めた 場合に

記載し な ければな ら な いこ と

① 退職手当に関する こ と

② 賞与な ど に関する こ と

③ 食費、作業用品な ど の負担に関する こ と

④ 安全衛生に関する こ と

⑤ 職業訓練に関する こ と

⑥ 災害補償な ど に関する こ と

⑦ 表彰や制裁に関する こ と

⑧ その他全労働者に適用さ れる こ と

厚生労働省のホームページに

モ デル就業規則が

掲載さ れて い ま すので

ご 活用く だ さ い 。

ご 不明な 点は、最寄り の都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせく ださ い。

業務上・通勤途上で の災害に健康保険は使えません。労災保険を 使い まし ょ う 。

2 0 2 5 .１２

労働時間の状況の把握
タ イムカ ード によ る 記録、パーソ ナルコ ンピ ュータ な ど の電子計算機の使用時間（ロ グインから ロ グアウト

する まで の時間）の記録な ど の客観的な 方法その他の適切な 方法によ り 、労働者の労働時間の状況を

把握し な ければな り ません。（労働安全衛生法第6 6 条の８ の３ ）

健康診断
労働者の採用時と 、その後毎年１回、定期に健康診断を 行わな ければな り ません。
（労働安全衛生法第6 6 条）

労災保険・雇用保険
労働者を １人で も 雇用する 事業主は労働保険（労災保険と 雇用保険）に加入し な ければな り ません。

都道府県労働局 労働基準監督署
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介護事業主の皆さまへ

人材確保のためにも

転倒・腰痛のない施設をつくりましょう
介護事業で働く労働者の課題
 介護労働者の不満などで身体的負担が大きいと答えた方は29.5％
 介護労働者の満⾜度を重視する企業ほど人材確保ができているとの

統計結果もあります

人手が⾜りない

身体的負担が大きい
仕事内容の割に賃⾦が低い

0% 20% 40% 60%

55.7％

29.5％
39.8％

出典︓公益財団法人介護労働安定センター 介護労働実態調査より

介護事業における労働災害
 介護労働者を含む社会福祉施設の労働災害は腰痛などの

「動作の反動・無理な動作」が41%、次いで転倒が39%

 腰痛などは介助作業で発生した者が84％
 休業１か月以上となる者は、転倒で6４%、腰痛などの「動作の反

動・無理な動作」で４３%

転倒・腰痛のない施設づくりのために、裏⾯の対策に取り組みましょう

その他

16%
8%

6%
6% 動作の

反動
41％転倒

39％

墜落・転落

その他
交通事故

出典︓令和元年労働者死傷病報告より介護施設で発生した休業4
⽇以上の労働災害767件のうち動作の反動・無理な動作の
268件を集計したもの

出典︓令和元年労働者死傷病報告より

介助作業
84％
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利⽤者・職員の
転倒・腰痛のない施設づくりのため

下記の対策に取り組みましょう

段差注意

作業場所の
整理整頓

危険箇所の
⾒える化

作業場所の
清 掃 毎日の運動

手すりの
設 置

滑りにくい
靴の着⽤

持ち物の
制 限

一人介助の
禁 止

最新機器の
導 入

介護施設における腰痛予防対策の実施は、介護報酬の加算要件の
一つになっています︕詳しくはこちらをチェック︕
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設備の改善

介護労働者が安心して働くために

職場環境の改善等のために、
エイジフレンドリー補助⾦
をご活用ください。

安心して
支えられる

歩きやすい︕

転倒・腰痛
予防体操

YouTubeで、転倒・腰痛の
予防に役⽴つ「いきいき
健康体操」をご覧ください。

足を前に 足を後ろに

整理・整頓
清掃・清潔

厚生労働省のホームページ
で４S（整理・整頓・清掃・
清潔）の方法を公開してい
ます。

⾒た⽬にきれいなだ
けでなく、つまづい
たり転んだりするこ
とも減りました

危険の⾒える化

厚生労働省ホームページで
「職場の危険の⾒える化
（社会福祉施設）実践マニュ
アル」をご覧ください。

危険の原因が誰から⾒
てもわかるので、事故
やケガが減りました

滑らず蒸れない靴
のおかげで快適︕
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指針の主なポイント
＜労働衛⽣管理体制＞

職場で腰痛を予防するには、労働衛生管理体制を整備した上で、作業・作業環
境・健康の３つの管理と労働衛生についての教育を総合的・継続的に実施するこ
とが重要です。

また、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導
入して、腰痛予防対策の推進を図ることも有効です。

社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ

介護・看護作業による
腰痛を予防しましょう

休業４⽇以上の職業性疾病のうち、職場での腰痛は６割を占める労働災害と
なっています。特に、高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数は大幅に
増加しています。

そこで、厚生労働省では平成25年６月に「職場における腰痛予防対策指針」を
改訂し、適用範囲を福祉・医療分野における介護・看護作業全般に広げ、腰に負
担の少ない介助方法などを加えました。

このパンフレットは、指針の主なポイント、介護・看護作業での腰痛防止の具
体的な対策をまとめたものです。皆さまの施設での腰痛予防にお役⽴てください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

腰痛予防のための
労働衛生管理体制の整備 作業環境管理

作業管理

健康管理

労働衛生教育

作業方法、作業手順、体制など

照明、床面、作業スペースなど

腰痛健診、腰痛予防体操など

腰痛予防のための教育・指導

＜リスクアセスメント＞
リスクアセスメントは、それぞれの作業内容に応じて、腰痛の発生につながる

要因を⾒つけ出し、想定される腰部への負荷の程度、作業頻度などからその作業
のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手
法です。

＜労働安全衛⽣マネジメントシステム＞
リスクアセスメントの結果を基に、予防対策の推進についての「計画（Plan）」

を⽴て、それを「実施（Do）」し、実施結果を「評価（Check）」し、「⾒直し
・改善（Act）」するという一連のサイクル（PDCAサイクル）により、継続的・
体系的に取り組むことができます。

132



作業管理
■省⼒化

人を抱え上げる作業など腰に負担のかかる作業については、リフトなどを積極的に使用し、
原則、人⼒では⾏わせないようにする。それが困難な場合には、負担を減らすための福祉
用具を導入するなどの省⼒化を⾏い、腰への負担を軽減する。

■作業姿勢、動作
前屈姿勢、中腰、上半身と下半身をひねった姿勢、体を後ろに傾けながらねじるなど、
不⾃然な姿勢を取らないようにする。不⾃然な姿勢を取らざるをえない場合には、その姿
勢の程度を⼩さくするとともに、頻度や時間も減らすようにする。

■作業の実施体制
作業する人数、作業内容、作業時間、⾃動化の状況、福祉用具などが適切に割り当てられ
ているか検討する。特に、腰に過度の負担がかかる作業では、無理に一人で作業するので
はなく、身⻑差の少ない2名以上で⾏うようにする。

■作業標準の策定
作業の姿勢、動作、手順、時間などについて、作業標準を策定する。作業標準は、作業者
それぞれの作業内容に応じたものにする必要があるため、定期的な⾒直しを⾏う。
また、新しい機器や設備などを導入した場合も、その都度⾒直すようにする。

■休憩・作業量、作業の組合せ
適宜、休憩時間を設け、姿勢を変えるようにする。夜勤や交代制勤務、不規則な勤務につ
いては、昼間の作業量を下回るよう配慮し、適宜、休憩や仮眠が取れるようにする。過労
を引き起こすような⻑時間勤務は避ける。

■靴、服装など
作業時の靴は、⾜に合ったものを使用する。作業服は、動きやすく着心地を考慮し、伸縮
性、保温性、通気性のあるものにする。

作業環境管理
■作業する場所の床⾯

転倒やつまずき、滑りなどを防止するため、作業する場所の床面はできるだけ凹凸や段差
がなく、滑りにくいものとする。

■照明
⾜もとや周囲の安全が確認できるように適切な照度を保つ。

■作業空間、設備の配置など
作業に⽀障がないように⼗分に広い作業空間を確保する。作業の姿勢、動作が不⾃然に
ならないよう、機器や設備を適切に配置し、椅⼦や作業台・ベッドの高さを調節する。

健康管理
■健康診断

介護・看護作業を⾏う作業者を配置する際には、医師による腰痛の健康診断を実施する。
その後は定期的（６カ月以内に１回）に実施する。健診結果について医師の意⾒を聴き、
作業者の腰痛予防のために必要がある場合には、作業体制・作業方法の改善、作業時間の
短縮などを⾏う。

■腰痛予防体操
ストレッチを中心とした腰痛予防体操を実施させる。

作業管理、作業環境管理、健康管理のポイント［ 指針 ］
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■労働衛⽣教育
介護・看護作業を⾏う作業者に対しては、その作業に配置する際に腰痛予防のための労働
衛生教育を実施する。その後は、必要に応じて⾏う。
［教育内容］

・腰痛の発生状況、原因（腰痛が発生している作業内容・環境、原因など）
・腰痛発生要因の特定、リスクの⾒積もり（チェックリストの作成、活用方法など）
・腰痛発生要因の低減措置（発生要因の回避、軽減を図るための対策）
・腰痛予防体操（職場でできるストレッチの仕方など）

■心理・社会的要因に関する留意点
上司や同僚のサポート、腰痛で休むことを受け入れる環境づくり、相談窓⼝の設置など、
組織的な取り組みを⾏う。

■健康の保持増進のための措置
腰痛予防には⽇頃からの健康管理も重要。⼗分な睡眠、禁煙、入浴による保温、⾃宅での
ストレッチ、負担にならない程度の運動、バランスのとれた⾷事、休⽇を利用した疲労回
復・気分転換などが有効。

■リスクアセスメント
腰痛予防対策は、各作業におけるリスクに応じて、

合理的・効果的な対策を⽴てることが重要です。
そのためには、作業の種類や場所ごとに、腰痛の

発生に関与する要因についてリスクアセスメントを
実施する必要があります。

リスクアセスメントとは、職場にある危険の芽を
洗い出し、それにより起こりうる労働災害のリスク
の大きさ（重大さ＋可能性）を⾒積もり、大きいも
のから優先的に対策を講じていく手法です。

■労働安全衛⽣マネジメントシステム
作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育を的確に組み合わせ

て総合的に推進していくためには、労働安全衛生マネジメントシステムの
考え方を導入することが重要です。

リスクアセスメントの結果を基に、「計画を⽴てる（Plan）」→「計画
を実施する（Do）」→「実施結果を評価する（Check）」→「評価を踏ま
えて⾒直し、改善する（Act）」という一連のサイクル（PDCAサイクル）
により、継続的・体系的に安全衛生対策に取り組むことができます。

労働衛⽣教育［ 指針 ］

リスクアセスメント・労働安全衛⽣マネジメントシステム

低減措置の実施

危険性の特定

リスクを低減させる
ための優先度の設定

危険性ごとの
リスクの⾒積もり

リスク低減措置の
内容の検討

評価を踏まえて⾒直し、
改善する（Act）

計画を⽴てる
（ Plan ）

実施結果を評価する
（ Check ）

計画を実施する
（ Do ）

［PDCAサイクル］
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リスクアセスメントを⾏う場合には、次の点に注意して実施しましょう。

○腰痛の発⽣に関与する要因の把握

○リスクの評価（⾒積り）
具体的な介護・看護作業を想定して、腰痛の発生に関係する要因のリスクを
⾒積もる。なお、リスク評価に当たっては、「チェックリスト」「アクショ
ン・チェックリスト」※を利用することも有効。
※ 改善のためのアイデアや方法を⾒つけることを⽬的とした改善・解決指向型のチェックリスト

○リスクの回避・低減措置の検討、実施
リスクの大きさや緊急性などを考慮して、リスク回避・低減措置の優先度を
判断しつつ、次に掲げるような、腰痛の発生要因に的確に対処できる対策の
内容を決定する。

○リスクの再評価、対策の⾒直し・実施継続
定期的な職場の⾒回り、聞き取り調査、健診、衛生委員会などを通じて、職
場に新たな負担や腰痛が発生していないかを確認する体制を整備する。
問題がある場合には、速やかにリスクを再評価し、リスク要因の回避・低減
措置を図るため、作業方法の再検討、作業標準の⾒直しを⾏う。

介護・看護作業での腰痛予防対策

要 因 内 容

介護・看護される側（対象者）の要因 必要な介助の内容、対象者⾃身でできること、認知症の程度、体重など

労働者の要因 経験年数、身⻑・体重、筋⼒、介護技術など

福祉用具（機器、補助具）の状況 適切な機能を備えたものが必要な数量あるか

作業姿勢・動作の要因 抱え上げ、不⾃然な姿勢、不安定な姿勢など

作業環境の要因 温度、照明、床面、作業スペースなど

実施体制 適正な作業人数・配置か、協⼒体制、交代制勤務の回数・シフトなど

心理・社会的要因 対人関係によるストレス、仕事の忙しさ、介護技術の悩みなど

検討事項 内 容

対象者⾃身でできることの活用 対象者の協⼒を得た介護、看護方法の選択

福祉用具の利用 対象者の状態に合った福祉用具の積極的な利用

作業姿勢・動作の⾒直し リフトやスライディングボード・シートの利用、不⾃然な姿勢での作業の回避

作業の実施体制 負担の大きい業務が特定の作業者に集中しないよう配慮

作業標準の策定 作業ごとに作成し、対象者別に、手順・福祉用具・人数・役割などを明記

休憩、作業の組合せ 交代で休憩できるよう配慮。他の作業とローテーションも考慮

作業環境の整備 温度・湿度の調整、⼗分な照明、段差の解消、作業スペースの確保など

健康管理 適切な健康管理による腰痛発生リスクの早期把握、職場復帰時の措置など

労働衛生教育 教育・訓練の定期的な実施。マニュアルの作成・整備

指針全⽂(H25.6.18付け基発0618第１号)は、厚生労働省ホームページの「法令等データベース
サービス(通知検索)」または、報道発表資料(H25.6.18)をご参照ください。

詳細は検索で
（H25.11）

職場における腰痛予防対策指針 検索
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介護施設の労働災害を防止するために

◆山形県内の介護施設における労働災害発⽣状況

動作の反動
無理な動作

41%
転倒
40%

墜落、転落
7%

激突
4% その他

8%

0

50
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150

H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5

平成11年〜令和５年災害発生状況
（新型コロナを除く休業４⽇以上の死傷者数）（人）

転倒災害について

筋繊維が 収縮して衰え… 足腰が弱くなる

⽼化により

つまずき転倒

足が挙がらず

0 
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25 
34 

43 

10 

0

20

40

60

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

年代別労働災害発生状況
（令和５年・⼭形県内）

（人）

転倒災害は加齢によりリスクが高まります。体操やストレッチで筋⼒を維持しましょう。

山形県介護施設SAFE協議会・
転倒・腰痛予防︕「いきいき健康体操」

事故の型別労働災害発生状況
（令和５年・⼭形県内）

（新型コロナを除く） （新型コロナを除く）

介護施設の利⽤者に安全・安⼼・快適なサービスを提供するためには、そこで働く労働者に対する安全対策、健康確保
対策が大変重要となります。
労働災害のない職場づくりは、労働者のみならず施設利⽤者の安全対策にも役⽴ち、⼈材確保にも有効です。
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◆ 転倒時の類型（令和３年・全国）

主 な 原 因 と 対 策

転倒災害による負傷状況

• 骨 折（65.9％）
• 打 撲 （15.6％）
• 捻 挫 （14.0％）
• その他（ 4.5％）

（じん帯損傷、外傷性くも膜下出血 など）

◆ 転倒災害被災者の性別・年齢別内訳
（令和３年〜５年・山形県内）

介護施設における転倒災害の発⽣状況 （ 休 業 ４ 日 以 上 ）

介護施設では、50歳代を中心に、転倒による骨折等の労働災害が多く発⽣しています。
そのため、事業者には労働者の転倒災害防止対策の拡充が求められています

次のページに記載のある安全対策のうち、（★）については高年齢労働者の転
倒災害防止として、中⼩企業事業者は「エイジフレンドリー補助⾦」（補助率
１/２、上限100万円）を利用できます

エイジフレンドリー補助⾦

転倒災害防止対策のポイント

つまずき 40％
滑 り 31％
歩⾏中のバランス崩し・もつれ 5％
他人とぶつかった、他人に押された（被介護者の転倒も含む） 5％
荷物や介護作業によってバランスを崩した 4％
⾞椅⼦、台⾞の操作を失敗 2％
踏み外し 1％
⽴ち上がり時のバランス崩し 1％
貧血、意識消失等 1％
物・他人・動物をよけようとしてバランスを崩した 1％
障害物を乗り越えるのを失敗した 1％
環境によるバランス崩し 1％
その他の転び方 4％
不 明 3％

男 性 ⼥ 性 計
10代 0.2% 0.2% 0.5%
20代 2.7% 5.4% 8.1%
30代 4.5% 8.6% 13.1%
40代 5.0% 9.7% 14.7%
50代 5.4% 25.3% 30.8%
60代 5.2% 22.4% 27.6%
70代 1.6% 3.6% 5.2%
総計 24.7% 75.3% 100.0%

移動中
70.4%

作業中
29.6%

転倒災害が起きているのは
移動のときだけではありません

◆ 介護の現場における転倒災害の発⽣時点
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凍結した通路等で滑って転倒
 従業員⽤通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マットを設置する（★）

こぼれていた水、洗剤、油等（人為的なもの）により滑って転倒
 水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。
（清掃中エリアの⽴入禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放）

浴室等の水場で滑って転倒
 防滑床材の導入、摩耗している場合は施⼯し直す（★）
 滑りにくい履き物を使用させる
 脱⾐所等隣接エリアまで濡れないよう処置

⾬で濡れた通路等で滑って転倒
 ⾬天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を⾏う
 送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起

利⽤者の⾞椅⼦、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒
 介助の周辺動作のときも焦らせない

介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

通路の段差につまずいて転倒
 事業場内の通路の段差の解消（★）、「⾒える化」
 送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

作業場や通路以外の障害物（⾞止めなど）につまずいて転倒
 適切な通路の設定
 敷地内駐⾞場の⾞止めの「⾒える化」

設備、家具などに足を引っかけて転倒
 設備、家具等の⾓の「⾒える化」

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒
 転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）
 走らせない、急がせない仕組みづくり 職場３分

エクササイズ

コードなどにつまずいて転倒
 労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、

労働者に徹底させる

（なし）

「 つ ま ず き 」 等 に よ る 転 倒 災 害 の 原 因 と 対 策

「 滑 り 」 に よ る 転 倒 災 害 の 原 因 と 対 策

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体⼒チェック」「ロコチェック」をご覧ください

 特に⼥性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう

 現役の⽅でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい

箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

転倒リスク・骨折リスク

転びの予防
体⼒チェック

ロコチェック

内閣府ウェブサイト

中央労働災害
防止協会

転倒予防セミナー
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山形県介護施設ＳＡＦＥ協議会
(福)恩賜財団済⽣会支部山形県済⽣会・(福)ユトリア会・(福)みゆき福祉会・(一社)山形県労働基準協会連合会
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腰痛による労働災害発生件数
（休業４⽇以上・⼭形県内）

腰痛対策について

山形県介護施設ＳＡＦＥ協議会は、構成員による連携した取組として、⾏動災害防止の予防に係る啓発資料等の
作成等により、安全衛⽣管理の好事例を山形県内の事業場に水平展開しています。

ＳＡＦＥコンソーシアム
についてはこちら ➡

転倒・腰痛予防の取組
についてはこちら ➡

介護サービスの
需要増

腰痛による休業
増加傾向

慢性的な
人手不足

ノーリフトケア

介護する側・される側双方において
安全安心な
持ち上げない・抱え上げないケア

労働者の負担軽減、
腰痛による休業災害の減少、
業務の効率化などの効果

職場における
腰痛予防対策指針

●人を抱き上げる作業は
原則人⼒では⾏わせない

●福祉用具などを活用する

身体の間違った使い方をなくし、
対象者の状態に合わせ適切に
福祉機器を活用してケアを⾏う

エイジフレンドリー
ガイドライン

介護労働者の高齢化
50歳以上の労働災害が増加
休業⽇数の⻑期化

高年齢労働者の健康状態や
体⼒の状況を把握し、
⾼年齢労働者の特性(筋⼒低下
等)を考慮した労働災害対策や
安全衛⽣教育が必要

（人）
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①滑り ②つまづき ③踏み外し

転倒災害の平均
休業⽇数

転倒災害が発生
しやすい時間帯

転倒災害の被災者
に占める50歳以上
労働者の割合

全労働災害に占
める転倒災害の
割合

対策は次項から︕

データはすべて令和６年に提出された労働者死傷病報告より抽出(速報値)

山形県のみなさま︕
転倒災害に注意しましょう︕
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健康安全課⻑
といっしょに

①

②

作業場所を整理整頓しましょう

作業場所を清掃しましょう

転倒災害は⽇常でも頻繁に発生することから、対策が軽視されたり、
労働災害をなくしましましょう︕

◆ バックヤード等も含めた整理、
整頓（物を置く場所の指定）
を徹底しましょう。

◆ 設備、什器等の⾓など、つま
づきやすい部分等については

「⾒える化」を⾏いましょう。

◆ 解消できない段差などにつ
いては危険の「⾒える化」
を⾏い、注意喚起を⾏いま
しょう。

◆ 水分や油分は放置せずに、こ
まめに清掃しましょう。なお、
清掃中は⽴入禁止措置等を講
じ、清掃後、安全な状態を確
認してから開放するようにし
ましょう。

◆ 凍結した通路等は除雪・融
雪をこまめに⾏い、凍結し
やすい箇所には融雪マット
等を設置しましょう。

チェックリストなど、
詳細はこちら
職場のあんぜんサイト︓
ＳＴＯＰ︕転倒災害プロ
ジェクト︓転倒災害対策
について

141



③ 誰でも簡単にできる体操を⾏いましょう

個人のせいにされたりしがちです。転倒災害対策を講じて

◆ 動画はこちらからご覧いただけます。
転倒・腰痛予防！「いきいき健康体操」

まずは準備運動で
す。手首・⾜首を
しっかりまわしま
しょう。血⾏を促
進します。

股関節をまわして股関節の
動きをよくし、体幹の傾き
を感じましょう。
腰に手をあて左、右と動か
し、その後大きくゆっくり
まわしましょう。

転びそうなとき、とっさ
に手や⾜を出せるように、
胸を張り、手を開いて⾜
と同時に、右前に出しま
す。戻るときは両⾜を揃
え、手をグーにして腰に
あてます。左前、左後ろ、
右後ろも⾏いましょう。

バランス感覚の向上が⽬的で
す。両手を腰にあて⽚⾜⽴ち
をします。手をあげるとさら
に効果がアップします。
そのあと後ろで両手を組んで
胸を張りながらつま先⽴ちを
しましょう。
逆側の⾜も⾏います。

アキレス腱の断裂予防に
役⽴ちます。両手を腰に
あてつま先に体重をかけ
て粘ってから左⾜を一歩
前にふみだします。
その後、後ろの踵があが
らないように、前⾜の膝
を二回曲げましょう。
逆側の⾜も⾏います。

⾜腰を鍛えるのが⽬的です。
手を前にだしてスクワット
しましょう。
膝がつま先より前にでない
ように意識しましょう。戻
るとき、膝が伸びきらない
ようにしましょう。

結構疲れます︕

★左右に４回まわ
します。

★左右に２回動かし、
１回づつ回しましょう。

★２回⾏います。
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事業者と労働者が一体となって
災害防止対策を講じることが重要です︕

60歳以上の雇⽤者数は過去10年
間で約1.5倍に増加しています。
また、労働災害による休業4日以
上の死傷者数では60歳以上の労
働者の占める割合が26%と増加
傾向です。

⚫ 全国的に⾼年齢労働者の労働災害が増加しています。

⚫ ⾼年齢労働者は休業日数が⻑くなる傾向があります。

詳細についてはこち
らをご覧ください。
高年齢労働者の安全
衛生対策について

私も⾼年齢労働者です。
一緒に労働災害防止対策
を⾏いましょう︕

お問い合わせは、各労働基準監督署または☎023-624-8223までご連絡ください。

⾼齢者は身体機能が低下するこ
と等により、若年層に⽐べ労働
災害の発⽣率が⾼く、休業も⻑
期化しやすいことが分かってい
ます。

出典︓令和６年に提出された労働者死傷病報告 (速報値)
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